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Y の字の道路を中心に置き、自然と生活を結ぶ道路の役割を強調した。毎月ビルの色を変え季節感を出すことにした。



鬮
圓
特
集
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ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
(知
能
道
路
)計
画
圃
圓
圃
圃
圃
圃
圓

高
度
道
路
秦
週
シ
ス
テ
ム
(…
T
S
)⑭
推
進

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

高
度
道
路
交
通
シ
ス

一
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(ー
T
S

…
甘
言
旨
留
守
証
暑
気
のく静
己
也

I
T
S
は
、
最
先
端
の
情
報
通
信
技
術
等
を
用
い

て
人
と
道
路
と
車
両
と
を
一
体
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ

ム
の
高
度
化
、
有
料
道
路
等
の
自
動
料
金
収
受
シ
ス

テ
ム
の
確
立
、
安
全
運
転
の
支
援
、
道
路
管
理
の
効

率
化
等
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
I
T
S
へ
の
取
り
組
み
は
、
一
九
六
〇
年

代
中
頃
か
ら
基
礎
的
な
研
究
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
一
九
九
五
年
二
月
に
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部

長
と
す
る
高
度
情
報
通
信
社
会
推
進
本
部
が
策
定
し

た
｢高
度
情
報
通
信
社
会
推
進
に
向
け
た
基
本
方
針
｣

の
中
で
、
I
T
S
は

｢政
府
が
先
導
的
な
役
割
を
果

た
し
、
総
合
的
、
計
画
的
に
施
策
を
講
じ
て
い
く
公

共
分
野
｣
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
正
式
な
国
家

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
認
知
さ
れ
た
。

こ
の
基
本
方
針
を
受
け
、
一
九
九
五
年
八
月
に
、

建
設
省
、
警
察
庁
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、
郵
政

省
の
関
係
五
省
庁
が
、
今
後
の
日
本
と
し
て
の
I
T

S
の
進
め
方
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
る

｢道
路
･
交

通
･
車
両
分
野
に
お
け
る
情
報
化
実
施
指
針
｣
を
と

り
ま
と
め
、
五
省
庁
の
連
携
体
制
に
よ
る
取
り
組
み

を
開
始
し
た
。
こ
の
実
施
指
針
の
中
で
、
二
一
世
紀

初
頭
を
目
途
に
I
T
S
の
概
成
を
目
指
す
と
い
う
目

標
及
び
そ
の
推
進
の
た
め
の

=
の
施
策
と
九
つ
の

開
発
分
野
を
明
示
し
て
い
る
。

こ
の
実
施
指
針
を
受
け
、
一
九
九
六
年
七
月
に
は
、

関
係
五
省
庁
が
日
本
の
I
T
S
推
進
の
た
め
の
マ
ス

テ
ム
(I
T
S
)推
進
室

タ
ー
プ
ラ
ン
に
あ
た
る

｢I
T
S
推
進
に
関
す
る
全

体
構
想
｣
を
策
定
し
、
二
〇
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
と
、

そ
の
実
現
に
む
け
た
九
つ
の
開
発
分
野
毎
の
開
発
･

展
開
目
標
を
設
定
し
た

(図
1
)。

ニ

ー
T
S
の
推
進
体
制

の

国
内
の
推
進
体
制

日
本
の
I
T
S
全
般
に
関
す
る
推
進
活
動
は
、
政

府
に
お
い
て
は
建
設
省
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
五
省

庁
で
構
成
さ
れ
る
I
T
S
関
係
五
省
庁
連
絡
会
議
が
、

民
間
等
に
お
い
て
は
民
間
企
業
や
大
学
関
係
者
な
ど

4

約
四
三
〇
者
㈱
が
参
加
す
る
V
E
R
T
I
s
(道
路
.

セ

交
通
･
車
両
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
推
進
協
議
会
)

イ道

が
担
当
し
て
い
る
。
五
省
庁
連
絡
会
議
は
、
日
本
の

　　

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
社
会
全
体
の
推
進
活
動
を
担
当
す



る
高
度
情
報
通
信
社
会
推
進
本
部
と
施
策
面
で
の
連

携
を
図
る
と
と
も
に
、
I
T
S
推
進
の
た
め
の
施
策

5

の
立
案
や
年
次
レ
ポ
ー
ト
の
策
定
、
各
省
庁
が
推
進

製

す
る
研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
相
互
調
整
及
び
V

セ

E
R
T
I
S
の
活
動
支
援
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
o

断

高度情報通信社会推進本部

　

　　

　

　　

内

※
道路･交通インテリジェント化推進協議会

･-TS世界会議の開催等,
(↑998年↑0月現在)

建設省

警察庁

通産省

運輸省

郵政省

長部

蕁

　

　　
　　術

　
　

　

　

　

　　　　

　
　
　

　

※

推進体制

国際標準化機構

IS O国内委員会

一
方
、
V
E
R
T
I
S
は
、
I
T
S
世
界
会
議
や
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
I
T
S
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
国
際
関
係

の
活
動
業
務
を
担
当
す
る
ほ
か
、
I
T
S
の
推
進
に

関
す
る
基
礎
的
な
調
査
活
動
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
国
際
標
準
化
に
つ
い
て
は
、
国
内
委
員
会
が

設
置
さ
れ
て
お
り
、
I
S
0

(国
際
標
準
化
機
構
)

の
中
の
I
T
S
を
取
り
扱
う
専
門
委
員
会
で
あ
る
T

C
2
0
4
に
関
す
る
活
動
を
推
進
し
て
い
る
(図
2
)
。

の

国
際
連
携

I
T
S
は
、
世
界
共
通
の
課
題
で
あ
る
道
路
交
通

問
題
の
解
決
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
国
際
的
視
野

か
ら
の
取
り
組
み
が
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
、
I
T
S
世
界
会
議
や
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
I
T
S
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
国
際
会
議
や
二
国

間
レ
ベ
ル
で
の
情
報
交
換
な
ど
を
積
極
的
に
推
進
す

る
と
と
も
に
、
E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金

収
受
シ
ス
テ
ム
)
や
A
H
S

(走
行
支
援
道
路
シ
ス

テ
ム
)
な
ど
の
I
T
S
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
開
発

成
果
の
公
表
、
公
開
実
験
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
シ
ス
テ
ム
が
国
際
標
準
と
整
合

の
図
ら
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
、
I
S
0
や
I
T
U

l交通関連情報の握鰹 目的地情報の提供
一 一

　　　　　

匡麓蘭謂報の提供、危険醤告、運転補塾百題圃

l交通量の最適化･交通事故時の交通競禧敲の提碇に コ

報の提供

　　　　　　
｢商用車の運行管理支援、商用車の連続自動運転 l

　 　　　　　　　 　経路案内、危険防止

緊急時自動通報、緊急車両経路誘導 .救援活動支援
-
コ

図 1 IT Sの 9つの開発分野



(国
際
電
気
通
信
連
合
)
の
国
際
標
準
化
活
動
に
も

積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

三

建
設
省
に
お
け
る
-
T
S
推
進
方
策

の
基
本
方
針

建
設
省
に
お
い
て
は
、
｢I
T
S
全
体
構
想
｣
に
基

づ
き
、
①
I
T
S
の
実
用
化
と
展
開
、
②
研
究
開
発図 3 建設省におけるlT Sの基本的な取り組み

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
、
③
シ
ス
テ
ム
の
共
通
的
な
基
盤
の

構
築
、
④
国
際
標
準
化
活
動
の
支
援
を
四
本
の
柱
と

し
て
取
り
組
み
を
推
進
し
て
お
り
、
こ
れ
を
も

っ
て
、

道
路
交
通
問
題
の
解
決
並
び
に
新
た
な
価
値
の
創
造

に
資
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

(図
3
)
。

I
T
S
が
ど
の
よ
う
に
道
路
交
通
問
題
の
解
決
に

貢
献
で
き
る
の
か
、
I
T
S
が
創
り
出
す
新
た
な
価

値
と
は
、
さ
ら
に
先
端
的
な
I
T
S
技
術
に
よ
っ
て

二
一
世
紀
の
道
路
は
ど
う
変
わ
る
の
か
に
つ
い
て
、

次
項
以
降
で
紹
介
す
る
。

四

道
路
交
通
問
題
の
現
状

我
が
国
の
交
通
事
故
死
者
は
、
近
年
、
約
一
万
人

で
推
移
し
て
い
る
が
、
交
通
事
故
件
数
は
平
成
五
年

以
降
戦
後
最
悪
の
記
録
を
更
新
し
続
け
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
な
か
で
も
高
齢
者
の
交
通
事
故
死
者
が
急

激
に
増
加
し
て
お
り
、
平
成
九
年
の
デ
ー
タ
に
よ
れ

ば
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
人
口
割
合
が
約
一
五

%
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
通
事
故
死
者
数
は
、

三
、
一
五
二
人
で
全
交
通
事
故
死
者
数
の
約
三
三
%

を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
、
日
本
で
は
、
四
人
に
一
人
が
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

運
転
免
許
を
保
有
す
る
高
齢
者
も
急
激
に
増
え
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
道
路
交
通
が
こ
の
ま
ま
の
状
況
で

推
移
す
れ
ば
、
高
齢
者
が
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
享
受
し

つ
つ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
は
難
し
い
(図

4
)
0ま

た
、
国
内
の
交
通
渋
滞
の
状
況
も
深
刻
化
し
て

お
り
、
渋
滞
損
失
は
年
間
約
一
二
兆
円
、
国
民
一
人

当
た
り
年
間
約
四
二
時
間
に
も
の
ぼ
り
、
経
済
効
率

の
低
下
等
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
現
在
、
地
球
的
規
模
で
課
題
と
な
っ
て

い
る
の
に
つ
い
て
み
る
と
、
運
輸
部
門
の
排
出
量
は

こ
の
一
〇
年
間
で
約
五
割
も
増
加
し
て
い
る
。
C
O

P
3

(平
成
九
年
に
京
都
で
開
催
)
で
日
本
の
削
減

目
標
が
六
%
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
自
動
車
の

燃
費
向
上
を
図
る
と
と
も
に
道
路
交
通
の
円
滑
化
が

急
務
と
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
道
路
交
通
問
題
の
解
決
に

向
け
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
対
策
に
加
え
て
、
新
た
な

手
法
に
よ
る
抜
本
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
道
路
交
通
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
戦

略
的
な
手
段
が
、
二
一
世
紀
の
新
し
い
道
路
交
通
シ

ス
テ
ム
の
実
現
を
図
る
I
T
S
で
あ
る
。

例
え
ば
、
交
通
事
故
死
の
原
因
を
分
析
す
る
と
、

約
五
○
%
は
｢発
見
の
遅
れ
｣
で
、
約
三
0
%
が
｢操

作
･判
断
ミ
ス
｣
と
な

っ
て
い
る

(図
5
)
。
道
路
と

車
両
が
協
調
し
て
ド
ラ
イ
バ
ー
に
情
報
提
供
や
危
険

警
告
を
行
っ
た
り
、
運
転
操
作
の
一
部
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故
死
の
約
八
0
%
を
占

6 道行セ 99.4

実用化･展開 研究開発

･ETCの実用化と展開 .A HSの研究開発と実用化
.vIC s等によるリアルタイムな道路 .道路管理の情報化交通情報等の提供

など など

システムの共通な基盤(プラツトフオーム)の構築

･システムの全体像(システムアーキテクチャ)の構築
･ITSを構成するシステム間や地域間の互換性を確保するための基準類の整備

等援支の動活化

･日本のシステムと国際標準との整合を図るための活動の推進など
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め
る
こ
う
し
た
事
故
の
多
く
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が

画
期
的
に
安
全
な
道
路
交
通
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

け
る
渋
滞
の
約
三
0
%
を
占
め
る
料
金
所
渋
滞
の
解

7
′

可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
A
H
S

(>
△
く
g
0
の
Q

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

消
に
E
T
C

(団
布
n
町
0
口
付

け
0
二

0
o
-言
丸
5
口

□
に
房
①
-か
のの瀦
[
出
濁
す
考
P
て
の
添
付
日
=
走
行
支
援

ま
た
、
交
通
渋
滞
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
に
ぉ

の
添
付
日
=
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)

舞

道
路
シ
ス
テ
ム
)
は
、
ま
さ
に
、
道
路
と
車
両
が
協

セ

調
す
る
こ
と
に
よ
り
･

事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
･

判

断

情報提供や危険警告(A H S‐i)

4 --

00,496

)
0

0

0

0

0

00

0 0

0

　

　

　

　

　

　

　 8,865

図 4 高齢者の免許保有者数予測

運転補助 (A H S‐c) が有効

図 5 交通事故死者数の原因別分析
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が
有
効
と
な
る

(図
6
)
。
E
T
C
の
導
入
に
よ
り
、

現
在
一
レ
ー
ン
当
た
り
一
時
間
に
約
二
三
〇
台
し
か

少

。

)

流

≧
%

&□
)

　
　

　
　

　
　

S A ･PA合流部

な
い
処
理
能
力
が
、
一
気
に
四
倍
の
約
一
、
0
0
0

台
ま
で
ア
ッ
プ
す
る
。
さ
ら
に
新
設
の
料
金
所
で
初

め
か
ら
E
T
C
仕
様
と
し
て
設
計
す
る
こ
と
で
フ
リ

ー
フ
ロ
ー
方
式
が
実
現
す
れ
ば
、
一
時
間
に
約
一
、

八
〇
〇
台
、
従
来
の
八
倍
に
ま
で
処
理
能
力
は
拡
大

さ
れ
、
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
さ
ず
に
料
金
所
を
通
過
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

環
境
負
荷
の
軽
減
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
の
燃
費

向
上
や
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
と
い
っ
た
自
動
車

単
体
の
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る

力

I
T
S
に
よ
る
渋
滞
解
消
、
円
滑
で
効
率
的
な

走
行
の
実
現
に
よ
り
、
渋
滞
時
に
無
駄
に
消
費
さ
れ

て
い
る
約

一
一
%
の
燃
料
を
節
減
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
こ
の
他
、
I
T
S
の
技
術
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
物
流
の
効
率
化
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム

や
運
転
者
が
搭
乗
し
て
運
転
す
る
先
頭
車
に
二
台
目

以
降
の
車
両
が
自
動
追
従
す
る
シ
ス
テ
ム

(従
来
に

比
べ
て
一
○
-
一
五
%
燃
費
が
向
上
す
る
と
試
算
さ

れ
て
い
る
)
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
よ
り

高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

五

新
定
な
価
値
の
創
造

I
T
S
は
道
路
交
通
問
題
の
解
消
と
い
っ
た
負
の

遺
産
を
清
算
す
る
だ
け
で
な
く
、
二
一
世
紀
に
向
け

て
新
た
な
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

例
え
ば
、
生
活
の
面
で
は
、
道
路
と
車
両
が
協
調

し
て
安
全
な
走
行
を
支
援
す
る
A
H
S
に
よ
り
、
高

齢
者
や
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
方
々
の
モ
ビ
リ

図 6 高速道路における渋滞の要因

下り坂→上り坂



テ
ィ
ー
を
確
保
し
社
会
参
加
を
支
援
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
ま
た
、
小
型
自
動
車
と
I
T
S
技
術
を

活
用
し
た
シ
ー
ム
レ
ス
な
新
し
い
交
通
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の

多
様
な
I
T
S
の
シ
ス
テ
ム
が
社
会
に
普
及
、
定
着

す
れ
ば
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
交
通
ス
タ
イ

ル
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

経
済
の
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
I
T
S
に
つ
い
て

は
、
新
た
な
産
業
や
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
創
出
す

る
も
の
と
期
待
さ
れ
、
平
成
一
〇
年
三

月
に
経
済

対
策
閣
僚
会
議
が
決
定
し
た
緊
急
経
済
対
策
に
お
い

て
も

｢21
世
紀
先
導
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
規
模
に
つ
い

て
は
、
電
気
通
信
技
術
審
議
会

(郵
政
大
臣
の
諮
問

機
関
)が
平
成
三

年
二
月
に
、
｢イ
ン
フ
ラ
整
備
と

端
末
機
の
普
及
に
よ
り
、
巨
大
な
I
T
S
関
連
サ
ー

ビ
ス
市
場
が
創
出
。
多
様
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

下
、
I
T
S
サ
ー
ビ
ス
市
場
で
の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス

展
開
の
機
会
が
拡
大
。
二
〇
一
五
年
ま
で
の
I
T
S

情
報
通
信
関
連
市
場
の
累
計
…
約
六
〇
兆
円

(全
産

業
へ
は
約
一
〇
〇
兆
円
の
経
済
波
及
効
果
)｣等
と
の

答
申
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
I
T
S
に
つ
い
て
は
、
国
土

･
地
域
の

活
性
化
や
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

と
い
う
観
点
か
ら
も
期
待
が
高
ま
っ
て
お
り
、
既
に

い
く
つ
か
の
地
域
で
先
導
的
な
取
り
組
み
が
始
ま
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
E
T
C
専
用
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
が
可
能
と
な
れ
ば
、
料
金
所
を
一
カ
所
に
集
約

す
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
か
ら

(ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

型
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
は
な
く
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
型
と

呼
ば
れ
る
用
地
が
少
な
く
て
す
む
形
式
が
選
択
可
能

と
な
る
)
従
来
に
比
べ
て
か
な
り
少
な
い
コ
ス
ト
で

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
地
域
の
開
発
と
一
体
と
な
っ
て
整
備
を
図
る
開

発
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
へ
の
取
り
組
み
が
容
易
に

な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
こ
の
他
、
観
光
情

報
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
情
報
の
発
信
･
提
供
。
地

方
部
で
は
デ
ィ
マ
ン
ド
バ
ス
、
都
市
部
で
は
パ
ー
ク

ア
イ
ラ
ン
ド
や
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
(T
D
M
)

と
い
っ
た
よ
う
な
地
域
の
実
体
や
特
性
に
合
っ
た
道

路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
実
現
。
あ
る
い
は
、
防
災
や
災

害
発
生
時
の
迅
速
な
復
旧
活
動
の
た
め
の
情
報
シ
ス

テ
ム
等
に
I
T
S
の
活
用
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
地
域
レ
ベ
ル
で
の
I
T
S
は
、
地
域
の
創
意
工
夫

に
よ
り
そ
の
効
果
を
大
い
に
高
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
今
後
よ
り
多
く
の
地
域
の
積
極
的
な
取
り
組

み
に
期
待
し
た
い
。

六

本
格
的
な
実
用
化
段
階
を
迎
え
把

ー
･T
S

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
I
T
S
は
、
道
路

交
通
問
題
の
解
決
、
新
た
な
価
値
の
創
造
と
い
う
効

果
が
あ
り
、
二
一
世
紀
の
豊
か
な
社
会
の
実
現
に
向

け
て
期
待
が
高
ま

っ
て
い
る
。
次
に
、
I
T
S
の
実

用
化
の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

D

V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)

日
本
に
お
い
て
最
も
早
く
実
用
化
さ
れ
た
I
T
S

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
の
車
載
器
に
交
通
渋
滞
や
交
通
規
制
な
ど
の
道

路
交
通
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
送
信
す
る
V
I
C

S

(く
の町
n
言

甘
怜O
H日
程
5
口
P
D
Q

O
O自
己
目
村
中

ロ
oロ
の
で
終
①日
)で
あ
り
、
平
成
八
年
四
月
に
東
京
圏

の
主
要
な
一
般
道
路
、
東
名
･
名
神
高
速
道
路
、
首

都
高
速
道
路
等
で
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
引
き
続
き
、
警
察
庁
、
郵
政
省
、
建
設
省
が

協
力
し
て
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
拡
大
を
図
っ
て
お
り
、

平
成
一
○
年
度
の
時
点
で
東
京
･
愛
知
･
大
阪
を
中

心
と
し
た
九
都
府
県
の
一
般
道
路
と
全
国
の
高
速
道

路
に
お
い
て
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
。

平
成
一
一
年
度
以
降
も
逐
次
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
拡

大
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。最
近
で
は
、
カ

ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
半
数
以
上
が
V
I
C
S
に
対

応
し
て
い
る
な
ど
、
V
I
C
S
に
対
応
し
た
車
載
器

の
普
及
も
順
調
で
あ
り
、
平
成
一
〇
年
度
末
ま
で
に

約
一
〇
〇
万
台
の
普
及
が
見
込
ま
れ
て
い
る
(図
7
)。

の

E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス

テ
ム
)

有
料
道
路
の
料
金
所
で
停
止
す
る
こ
と
な
く
無
線



通
信
を
用
い
て
自
動
的
に
料
金
収
受
を
行
う
E
T
C

ぃ
て
は
、
平
成
二

年
度
に
は
、
東
関
東
自
動
車
道
、

主
要
な
料
金
所
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、
平

(□
布
目
｢o
巳
6
弓
0
二
6
0
-言
R
5
口
の
ち
言
B
)
に
つ

京
葉
道
路
等
、
千
葉
地
区
を
中
心
と
す
る
首
都
圏
の

成
一
四
年
度
末
ま
で
に
全
国
の
主
な
料
金
所
約
七
三

路限りアン一

双方向無線通信

ジ　
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○
箇
所
に
お
い
て
整
備
を
図
る

(図
8
)。

③

A
H
S

(走
行
支
援
道
路
シ
ス
テ
ム
)

道
路
と
車
の
協
調
に
よ
り
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
危
険

警
告
や
運
転
補
助
を
行
う
A
H
S

(>
△<
き
6のQ

O
日
扇
①
->
“
扇
[
壘
溶
け
鷄
環

の
添
付
日
)
に
つ
い
て
は
、

平
成
一
四
年
度
内
に
実
用
化
を
図
る
べ
く
研
究
開
発

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成

三
一年
に
は
実
用
化
を
視
野
に
入
れ
た
実
証
実
験
を

行
い
技
術
的
な
検
証
を
行
う
予
定
で
あ
る

(図
9
)。

　火
器旋

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
関
係
省
庁
、
関
係
団
体
、
地

方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
様
々
な
I
T
S
の
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
I
T
S
に
つ
い
て
は
、
い

よ
い
よ
本
格
的
な
実
用
化
段
階
を
迎
え
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
(知
能
道
路
)計
画

印

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ

(知
能
道
路
)
の
意
義

I
T
S
の
将
来
展
開
を
考
え
る
う
え
で
カ
ー
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
は
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

今
や
カ
ー
用
品
店
の
主
力
商
品
に
成
長
し
た
カ
ー
ナ

ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
出
荷
台
数
は
、
平
成
一
〇
年
度
に

は
初
め
て
一
〇
〇
万
台
を
越
え
平
成
九
年
度
の
約

一
･
三
倍
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
カ
ー
ナ
ビ
市
場
の
拡
大
は
、
各
メ
i
カ
ー
が

操
作
性
や
利
便
性
を
高
め
、
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
魅

道路と車の協調により、前方の危険警告等の情報提供(A H S 一i)、衝突の回避、
車線からの逸脱防止等の運転補助(A H S - C)を行い、ドライバーの安全運転等
を支援するシステム

図 9 A H S のイメー ジ

路上情報収集装置

路側情報処理装置

、、、『も、
路草間通信機

車両情報処理装置

路車間通信用

道行セ 99.4 ノノ



力
の
あ
る
商
品
開
発
を
お
こ
な
っ
た
り
、
携
帯
電
話

を
用
い
た
情
報
提
供
な
ど
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
す
る
な
ど
の
マ
ル
チ
な
展
開
が
図
ら
れ
た
結
果
と

い
え
る

(図
m
)。

I
T
S
に
つ
い
て
も
同
様
に
、多
様
な
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
に
よ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
利
便
性
の
高
い
I
T
S
の

実
現
や
市
場
の
拡
大
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ

(知
能
道
路
)
は
、
V
I
C
S
、

E
T
C
、
A
H
S
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
I
T
S

サ
ー
ビ
ス
の
本
格
的
な
展
開
を
支
え
る
I
T
S
に
対

応
し
た
道
路
で
あ
り
、
著
し
い
進
展
を
見
せ
る
I
T

S
関
連
技
術
に
対
応
可
能
な
拡
張
性
を
備
え
標
準
化

に
対
応
し
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

二
〇
世
紀
の
ハ
イ
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
社
会
が
道
路
整

備
の
進
展
と
自
動
車
の
性
能
･
機
能
の
向
上
と
が
相

ま

っ
て
実
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る
情
報
通
信
社
会
が
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

整
備
の
進
展
と
パ
ソ
コ
ン
の
性
能
･
機
能
の
向
上
と

が
相
ま
っ
て
実
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
多
様
で
本
格
的

な
I
T
S
の
実
現
に
向
け
て
は
、
そ
の
受
け
皿
と
な

残

る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
重
要
で
あ
り
不
可
欠
で

セ行

あ
る
。
社
会
イ
ン
フ
ラ
は
、
計
画
的
に
整
備
さ
れ
れ

道

ば
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

2

整
備
に
は
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
対
応
が
遅
れ

･バックモニター
･ブラインドコーナーモニター
･ふらつき運転探知機能
･ナピ協調シフト制御

C

　
　

　

　

　

　

　

モノミ帯しコミュニケーション "

繃テ転籍≦

図10 カーナビから広がるマルチな展開

･テレビ、オーディオとの一体化
･エアコン等の表示･操作

･検索機能の高度化
･タッチパネル
･音声 作･音声ガイド

ル

ビ

C

　
　
　
　

　

　
　　

　
　
　



れ
ば
I
T
S
全
体
の
展
開
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

レ
ー
ダ
ー
レ
ー
ザ
ー
に
よ
り
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ト

化
さ
れ
た
車
両
追
従
走
行
シ
ス
テ
ム
が
実
用
化
さ
れ

て
い
た
り
、
様
々
な
I
T
S
シ
ス
テ
ム
を
搭
載
し
た

I
T
S
コ
ン
セ
プ
ト
カ
ー
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
ス
マ

ー
ト
カ
ー

(知
能
化
さ
れ
た
自
動
車
)
は
既
に
そ
の

姿
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。

さ
ら
に
、
ス
マ
ー
ト
カ
ー
と
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
の

間
の
情
報
通
信
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
ス
マ
ー
ト
ゲ

ー
ト
ウ
ェ
イ
技
術
の
研
究
開
発
も
進
展
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
、
ス

マ
ー
ト
カ
ー
、
ス
マ
ー
ト
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
が
三
位

一

体
で
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
多
様
で

本
格
的
な
I
T
S
を
実
現
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

②

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
の
実
現
に
向
け
て

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
は
、
道
路
と
情
報
通
信
と
が
一

体
化
し
た
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
る
社
会
イ
ン
フ

ラ
で
あ
り
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
十
分
に
確
立
し

た
も
の
で
は
な
い
。
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
が
二

一
世
紀

の
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
定
着
し
て
い
く
た
め
に
は
、

社
会
的
な
合
意
形
成
を
十
分
に
図
り
な
が
ら
そ
の
具

体
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
I
T
S
は
世
界
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る

課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
広
範
な
分
野
に
ま
た
が
る
シ
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長

員

員委

委

ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
分
野
に
お
け
る
横
断

的
な
連
携
、
産
･
学
･
官
の
連
携
、
さ
ら
に
は
国
際

的
な
協
調
に
よ
る
推
進
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
建
設
省
で
は
、
平
成

=

年
二
月
三
日
に
、
豊
田
章
一
郎
経
済
団
体
連
合
会
名

誉
会
長
を
委
員
長
と
し
て
、
産
業
界
、
学
識
経
験
者
、

関
係
省
庁
、
欧
米
の
I
T
S
行
政
担
当
者
等
に
よ
る

｢
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
推
進
会
議
｣
の
第
一
回
会
議
を

開
催
し
、
六
月
ま
で
に
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
の
在
り
方

や
実
現
方
策
等
に
つ
い
て
幅
広
い
見
地
か
ら
の
提
言

を
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(表
1
)。

提
言
を
い
た
だ
い
た
後
は
、提
言
に
基
づ
き
ス
マ
ー

ト
ウ
ェ
イ
実
現
に
向
け
た
本
格
的
な
取
り
組
み
を
推

進
し
、
二
〇
〇
一
年
を
目
標
に
必
要
と
な
る
制
度
や

基
準
類
の
整
備
を
図
り
、実
際
の
道
路
整
備
に
反
映
さ

せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る

(図
=
)
。

(敬称略、 五十音順)
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電
線
、
水
管
、

'

ガ
ス
管
又
は
下
水
道
管
を
道
路
の
地
下
に

“

讓
け
る
場
合
に
お
け
る
埋
讓
の
深
さ
等
に
つ
い
て

枇一丁道

道
路
局
路
政
課

一
は
じ
め
に

電
線
、
水
管
、
ガ
ス
管
又
は
下
水
道
管

(以
下

【
管
路

等
｣
と
い
う
。)
を
道
路
の
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
け
る

埋
設
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
、
同
法
施
行
令

(以

下
｢施
行
令
｣
と
い
う
。)
及
び
同
法
施
行
規
則
(以
下
｢施

行
規
則
｣
と
い
う
。)
な
ど
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

三

通
達
の
背
景

電
気
、
ガ
ス
及
び
下
水
道
事
業
者
等
か
ら
、
最
近
の
管

路
等
に
係
る
技
術
水
準
の
向
上
等
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ

ら
の
埋
設
の
深
さ
を
従
前
よ
り
浅
く
す
る
よ
う
求
め
る
要

望
が
か
ね
て
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
平
成
七

年
三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢規
制
緩
和
推
進
計
画
｣
に

お
い
て
、
｢ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線
類
の
埋
設
深
さ
に
つ
い

て
、
道
路
構
造
の
保
全
の
観
点
等
を
踏
ま
え
て
技
術
的
検

討
を
実
施
し
、
基
準
の
緩
和
の
可
否
を
検
討
す
る
｣
こ
と

と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、学
識
経
験
者
等
か
ら
な
る
｢道

路
占
用
埋
設
物
件
の
浅
層
化
技
術
検
討
委
員
会
｣
を
設
置

し
、
管
路
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
け
る
埋
設
の
深

さ
に
係
る
検
討

(以
下

｢技
術
的
検
討
｣
と
い
う
。)
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
平
成
一
〇
年
三

月
に
、
一
定
の
条
件
等

に
お
い
て
は
従
前
よ
り
浅
く
埋
設
す
る
こ
と
が
可
能
と
の

検
討
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

三

通
達
の
内
容

建
設
省
に
お
い
て
は
、
技
術
的
検
討
の
結
果
等
を
も
と

に
、
管
路
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
お
け
る
埋
設
の
深

さ
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
運
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ー

基
本
的
な
考
え
方

･
技
術
的
検
討
結
果
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
｢道
路
占
用

物
件
の
埋
設
深
さ
の
浅
層
化
に
つ
い
て
の
技
術
的
検

討
結
果
｣
の
項
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

2

適
用
対
象
と
す
る
管
路
等
の
種
類
及
び
管
径

今
般
の
措
置
の
対
象
と
な
る
管
路
等
の
種
類
(規
格
)

及
び
管
径
は
、
事
業
の
種
別
ご
と
に
別
表
に
掲
げ
る
も

今
般
の
措
置
は
、
技
術
的
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、

現
行
制
度
の
下
で
管
路
等
の
埋
設
の
深
さ
を
可
能
な
限

り
浅
く
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

原
則
と
し
て
技
術
的
検
討
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た
管

路
等
の
種
類
に
限
り
、
同
検
討
で
道
路
構
造
及
び
管
路

等
の
双
方
に
及
ぼ
す
影
響
が
な
い
と
評
価
さ
れ
た
範
囲

内
で
運
用
を
行
う
こ
と
と
す
る
。



の
と
す
る
。
ま
た
、
事
業
の
種
別
ご
と
に
別
表
に
掲
げ

る
管
路
等
の
種
類

(規
格
)
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
別
表
に
掲
げ
る
も
の
の
管
径
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
今
般
の
措
置
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
管
径
に
は
い
わ
ゆ
る
呼

び
径
で
表
示
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

･
｢事
業
の
種
別
ご
と
に
別
表
に
掲
げ
る
も
の
｣
と
は
、

管
路
等
の
種
類

(規
格
)
及
び
管
径
が
あ
る
事
業
に

お
い
て
今
般
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
で

も
、
他
の
事
業
に
お
い
て
は
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と

を
い
い
ま
す
。

･
技
術
的
検
討
は
最
大
三
〇
〇
皿
の
管
径
を
対
象
に
行

っ
て
い
ま
す
が
、
今
般
の
措
置
は
別
表
に
掲
げ
る
と

お
り
、
技
術
的
検
討
で
用
い
た
管
径
以
下
で
あ
れ
ば

適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

3

埋
設
の
深
さ

2
に
掲
げ
る
管
路
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
に
は
、
事

業
の
種
別
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の

と
し
て
い
ま
す
。

ゆ

電
気
事
業
及
び
電
気
通
信
事
業
等

"メ6 道イテセ 99,4

②

③

④

㈱
･硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741) 75m閻以

･鋼管 (JIS G 3452) 75mm以

(注) 上記括弧内の規格は、 可能な限りJIS規格を表示している。

強化プラスチック複合管 (JIS A 5350)

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (JIS K 6741)

(管材曲げ引張強度54kgf/ c叶以上)

強 化プラスチック複合管 (JIS A 5350)

･硬質塩化ビニル管 (JIS K 6742) 300m
･水道配水用ポリエチレン管 (引張降伏強度204kgf/ cず以上)

①

電
線
を
車
道
の
地
下
に
設
け
る
場
合

電
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、
当
該
電
線
を
設

け
る
道
路
の
舗
装
の
厚
さ

(路
面
か
ら
路
盤
の
最
下
面

ま
で
の
距
離
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
に
○
･三
メ
ー
ト

ゐ125×9条以下のもの



ル
を
加
え
た
値

(当
該
値
が
○
･
六
メ
ー
ト
ル
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
0

･
六
メ
ー
ト
ル
)
以
下
と
し
な
い

こ
,と
0

②
電
線
を
歩
道

(当
該
歩
道
の
舗
装
が
一
定
以
上
の

強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)
の
地
下
に

設
け
る
場
合

路
面
と
電
線
の
頂
部
と
の
距
離
は
○
･
五
メ
ー
ト
ル

以
下
と
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
車
両
の
乗
り
入
れ
等

の
た
め
の
切
り
下
げ
部
分

(以
下

｢切
り
下
げ
部
｣
と

い
う
。)が
あ
る
場
合
で
、
路
面
と
当
該
電
線
の
頂
部
と

の
距
離
が
○
･
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
と
き
は
、
当

該
電
線
を
設
け
る
者
に
切
り
下
げ
部
の
地
下
に
設
け
る

電
線
に
つ
き
所
要
の
防
護
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
。

･
｢電
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
｣
と
は
、
｢電
線
を

収
容
す
る
管
路
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
｣
を
い
い

ま
す
。

･
｢舗
装
が
一
定
以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
｣
と
は
、

｢舗
装
の
維
持
修
繕
が
十
分
に
行
わ
れ
て
お
り
、
歩

道
の
舗
装
面
に
作
用
し
た
荷
重
が
直
接
埋
設
管
路
に

及
ば
な
い
歩
道
｣を
い
い
ま
す
。
(水
道
事
業
、
ガ
ス

事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
お
い
て
同
じ
。)

･
歩
道
に
お
け
る
切
り
下
げ
部
に
お
い
て
、
0

･
五
〆

ー
ト
ル
以
下
と
な
る
場
合
の
防
護
措
置
に
つ
い
て
は
、

管
路
等
の
防
護
だ
け
で
な
く
、
道
路
構
造
の
保
全
上

の
必
要
性
か
ら
講
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(水

道
事
業
、
ガ
ス
事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
お
い
て
同

じ
。
)
な
お
、
当
然
、
切
り
下
げ
部
に
お
い
て
○
･五

メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
ら
な
い
よ
う
埋
設
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
。

②

水
道
事
業
及
び
ガ
ス
事
業

③

下
水
道
事
業

下
水
道
管
の
本
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、
当

該
下
水
道
管
を
設
け
る
道
路
の
舗
装
の
厚
さ
に
○
･
三

メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値

(当
該
値
が
一
メ
ー
ト
ル
に
満

た
な
い
場
合
に
は
、

一
メ
ー
ト
ル
)
以
下
と
し
な
い
こ

　
　
　な

お
、
下
水
道
管
の
本
線
以
外
の
線
を
、
車
道
の
地

下
に
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離

は
当
該
道
路
の
舗
装
の
厚
さ
に
○
･
三
メ
ー
ト
ル
を
加

え
た
値

(当
該
値
が
○
･
六
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場

合
に
は
○
･六
メ
ー
ト
ル
)、
歩
道
の
地
下
に
設
け
る
場

合
に
は
、
そ
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
は
○
･
五
メ
ー

ト
ル
以
下
と
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
道
の
地
下
に

設
け
る
場
合
で
、
切
り
下
げ
部
が
あ
り
、
路
面
と
当
該

下
水
道
管
の
頂
部
と
の
距
離
が
○
･
五
メ
ー
ト
ル
以
下

と
な
る
と
き
は
、
当
該
下
水
道
管
を
設
け
る
者
に
切
り

下
げ
部
の
地
下
に
設
け
る
下
水
道
管
に
つ
き
所
要
の
防

護
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
。

ま
た
、
下
水
道
管
に
外
圧
一
種
ヒ
ュ
ー
ム
管
を
用
い

る
場
合
に
は
、
当
該
下
水
道
管
と
路
面
と
の
距
離
は
、

一
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
い
こ
と
。
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4

運
用
上
の
留
意
事
項

2

2
に
掲
げ
る
管
路
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
道
路
の
舗
装
構
成
、
土
質
の
状
態
、
交
通

状
況
及
び
気
象
状
況
等
か
ら
、
技
術
的
検
討
の
結
果
を

水
管
又
は
ガ
ス
管
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、
当

該
水
管
又
は
ガ
ス
管
を
設
け
る
道
路
の
舗
装
の
厚
さ
に

○
･
三
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値

(当
該
値
が
○
･
六
メ

ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
は
○
･
六
メ
ー
ト
ル
)
以

下
と
し
な
い
こ
と
o

な
お
、
水
管
又
は
ガ
ス
管
の
本
線
以
外
の
線
を
歩
道

の
地
下
に
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
頂
部
と
路
面
と
の
距

離
は
○

･
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

切
り
下
げ
部
が
あ
る
場
合
で
、
路
面
と
当
該
水
管
又
は

ガ
ス
管
の
頂
部
と
の
距
離
が
○
･
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と

な
る
と
き
は
当
該
水
管
又
は
ガ
ス
管
を
設
け
る
者
に
切

り
下
げ
部
の
地
下
に
設
け
る
水
管
又
は
ガ
ス
管
に
つ
き

所
要
の
防
護
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
。

①

今
般
の
措
置
は
、
技
術
的
検
討
の
結
果
を
踏
ま

え
、
管
路
等
を
地
下
に
設
け
る
場
合
の
埋
設
の
深
さ
を

可
能
な
限
り
浅
く
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
積
極
的
な
取
組
み
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
管
路
等
の
埋
設
の
深
さ
に
つ
き
、
別
に
基
準
を

定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
今
般
の
措
置
に
即
し

て
当
該
基
準
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
実
効
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



適
用
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
従
前
の
取
扱
い
に
よ
る
こ
と
o

ま
た
、
2
に
掲
げ
る
管
路
等
の
種
類

(規
格
)
以
外

の
管
路
等
を
今
般
の
措
置
の
対
象
と
す
る
場
合
は
、
埋

設
を
行
う
者
に
2
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度

を
有
す
る
こ
と
を
道
路
管
理
者
に
示
さ
せ
る
こ
と
。

･
道
路
の
舗
装
構
成
等
の
ほ
か
、
道
路
の
幅
員
及
び
他

の
埋
設
物
件
と
の
位
置
関
係
等
か
ら
、
今
般
の
措
置

を
適
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
各
道
路
管
理
者
が
個

別
具
体
の
道
路
の
実
情
に
応
じ
て
調
整
を
行
う
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

･
｢同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
こ
と
を
道
路
管
理
者

に
示
さ
せ
る
｣
場
合
に
は
、
埋
設
を
行
お
う
と
す
る

者
か
ら
疎
明
資
料
を
提
出
さ
せ
る
等
し
て
、
各
道
路

管
理
者
に
お
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
事
業
者
団
体
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
基
準
等
は
、

同
種
の
も
の
に
係
る
J
I
S
規
格
に
要
件
を
加
重
し

た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
概
ね
の
判
断
は
可
能
と

思
わ
れ
ま
す
。

4

3
の
②
並
び
に
②
及
び
③
に
よ
り
、
管
路
等
を

歩
道
の
地
下
に
設
け
る
場
合
で
、
事
業
者
か
ら
、
当
該

歩
道
の
路
面
と
当
該
管
路
等
の
頂
部
と
の
距
離
を
○
･

六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
内
容
の
占
用
の
許
可
の
申
請

が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
今
後
、
切

り
下
げ
部
が
設
け
ら
れ
る
場
合
に
生
じ
る
追
加
的
な
管

路
等
の
防
護
の
方
法
及
び
事
業
者
の
費
用
負
担
に
つ
い

て
所
要
の
条
件
を
附
す
こ
と
。
な
お
、
条
件
に
附
す
べ

き
事
項
は
別
途
通
知
す
る
。

･
道
路
工
事
に
よ
り
移
設
又
は
防
護
の
必
要
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
従
前
ど
お
り
事
業
者
の
費
用
負
担
に
お

い
て
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
沿
道
の
住
民
等
か

ら
歩
道
の
切
り
下
げ
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
の
追

加
的
な
管
路
等
の
防
護
の
方
法
及
び
費
用
負
担
に
つ

い
て
は
、
今
般
の
措
置
に
よ
る
受
益
者
負
担
の
観
点

か
ら
、
事
業
者
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
の
条
件
を
附

す
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
条
件
に

附
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
検
討
の
上
、

別
途
通
知
さ
れ
る
予
定
で
す
。

こ
の
所
要
の
条
件
に
つ
い
て
別
途
通
知
す
る
ま
で
の

間
、
歩
道
に
お
け
る
今
般
の
措
置
は
行
わ
な
い
こ
と

と
し
、
当
分
の
間
、
事
業
の
種
別
ご
と
に
次
に
よ
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

1

電
気
事
業
及
び
電
気
通
信
事
業
等

電
線
を
歩
道

(当
該
歩
道
の
舗
装
が
一
定
以
上

の
強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)
の

地
下
に
設
け
る
場
合
に
は
、
路
面
と
電
線
の
頂
部

と
の
距
離
は
、
0
･
六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
い

,し
L
し
0

2

水
道
事
業
及
び
ガ
ス
事
業

水
管
又
は
ガ
ス
管
を
歩
道
の
地
下
に
設
け
る
場

合
に
は
、
路
面
と
水
管
又
は
ガ
ス
管
の
頂
部
と
の

距
離
は
、
0

･
六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
い
こ
と
。

3

下
水
道
事
業

下
水
道
管
の
本
線
以
外
の
線
を
歩
道
の
地
下
に

設
け
る
場
合
に
は
、
路
面
と
下
水
道
管
の
頂
部
と

の
距
離
は
、
0
･
六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
い
こ

　
　
　

3

3
の
②
並
び
に
②
及
び
③
の
歩
道
に
お
け
る
取

扱
い
は
、
車
道
に
お
け
る
技
術
的
検
討
の
結
果
を
受
け
、

別
途
当
局
に
お
い
て
実
施
し
た
検
討
の
結
果
に
基
づ
い

て
い
る
。
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同

施
行
令
第
一
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
本
線
と

は
、
水
道
又
は
ガ
ス
施
設
に
お
け
る
基
幹
的
な
線
で
、

道
路
の
地
下
に
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
道
路
構
造
の
保

全
等
の
観
点
か
ら
所
要
の
配
意
を
要
す
る
も
の
を
指
す
。

例
え
ば
、
水
道
又
は
ガ
ス
施
設
に
お
け
る
基
幹
的
な
線

以
外
の
線
で
、
給
水
管
又
は
引
込
線
と
直
接
接
続
さ
れ

て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
と
直
接
接
続
す
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
般
的
に
は
水
管
又
は
ガ
ス

管
の
本
線
以
外
の
線
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
給
水
管
及
び
引
込
線
は
、

同
号
に
規
定
す
る
本
線
に
該
当
し
な
い
。

◎

施
行
令
第
一
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
本
線
と

は
、
下
水
道
施
設
に
お
け
る
基
幹
的
な
線
で
、
道
路
の

地
下
に
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
道
路
構
造
の
保
全
等
の

観
点
か
ら
所
要
の
配
意
を
要
す
る
も
の
を
指
す
。
例
え



ば
、
下
水
道
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

｢主
要
な
管
渠
｣
は
、
概
ね
本
線
に
該
当
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
2
に
掲
げ
る
管
路
等
の
う
ち
、
下
水

道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
一
般
的
に
は
本
線
以

外
の
線
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

･
水
管
、
ガ
ス
管
及
び
下
水
道
管
の
本
線
に
つ
い
て
概

ね
の
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
所
要

の
配
意
を
要
す
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各
道

路
管
理
者
に
お
い
て
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

5

そ
の
他

②

｢歩
道
の
占
用
工
事
に
お
け
る
改
良
土
の
活
用

と
地
下
電
線
の
埋
設
深
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成

六
年
三
月
二
九
日
付
道
路
利
用
調
整
官
･
道
路
保
全
対

策
官
事
務
連
絡
)
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

｢2

歩
道
に
お
け
る
占
用
物
件
で
あ
る
地
下
電
線

の
埋
設
深
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

削
除

○

｢歩
道
部
に
お
け
る
道
路
占
用
に
係
る
地
下
電

線
の
埋
設
深
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
四
年
一
月

一
七
日
付
路
政
課
課
長
補
佐
･
国
道
第
一
課
特
定
道
路

専
門
官
事
務
連
絡
)
は
廃
止
す
る
。

7

2
に
掲
げ
る
管
路
等
に
つ
い
て
は
、
｢ガ
ス
管
お
よ

び
水
道
管
の
占
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(案
)｣
(昭
和

四
四
年
七
月
一
五
日
付
国
道
第
一
課
･部
長
会
議
資
料
)

2
の
、
⑬
及
び
3
の
、
回
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る
。

③

｢硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
等
の
占
用
許
可
の
取
扱
い

に
つ
い
て
｣
(平
成
六
年
五
月
三
〇
日
付
路
政
課
課
長
補

佐
･
国
道
第
一
課
特
定
道
路
専
門
官
事
務
連
絡
)
を
次

の
と
お
り
改
正
す
る
。

2
②
③
の
後
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

｢④
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規
定
す
る
管
種
の
う
ち
、
｢電

線
、
水
管
、
ガ
ス
管
又
は
下
水
道
管
を
道
路
の
地
下
に

設
け
る
場
合
に
お
け
る
埋
設
の
深
さ
等
に
つ
い
て
｣
(平

成
三

年
三
月
三
一
日
付
建
設
省
道
政
発
第
三
二
号
道

国
発
第
五
号
建
設
省
道
路
局
路
政
課
長
国
道
課
長
通

達
)
記
2
に
規
定
す
る

｢別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等

以
上
の
強
度
を
有
す
る
も
の
｣
に
該
当
す
る
も
の
は
、

そ
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
。｣

別
紙

｢硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
等
の
占
用
許
可
の
取
扱

い
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

｢硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
｣
の
項
中

｢J
I
S

K

6

7
4
1
｣
を

｢J
I
S

K

6
7
4
1

(三
〇
〇

脚
を

超
え
る
も
の
)｣、
｢強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
管
｣
の
項

中

｢J
I
S

A

5
3
5
0
｣
を

｢J
I
S

A

5
3

5
0

仝
ニ
0
0
面
を
超
え
る
も
の
)｣、
｢陶
管
｣
の
項
中

｢J
I
S

R

1
2
0
1
-
1
9
9
1
｣
を

｢J
I
S

R

1
2
0
1
ー
1
9
9
1

(三
〇
0

脚
を
超
え
る
も

の
)
｣
と
す
る
。

｢ガ
ス
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
｣
の
項
を
削
る
。

四

お
わ
り
に

今
般
の
措
置
に
よ
り
、
占
用
工
事
期
間
の
短
縮
等
の
効

果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
道
路
管
理
者
に
お
か
れ

て
も
、
今
後
の
道
路
の
地
下
に
管
路
等
を
埋
設
す
る
場
合

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
参
考
と
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
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道
路
占
用
物
件
の
埋
讓
深
さ
の

浅
層
化
に
つ
い
て
の
技
術
的
検
討
結
果

道
路
局
国
道
課

以
下
に
そ
の
技
術
的
検
討
内
容
に
つ
い
て
、
検
討
課
題

及
び
結
論
を
記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

三

技
術
的
検
討
課
題
及
び
結
論
の
概
要

埋
設
管
が
浅
層
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舗
装
の
破

壊
が
早
ま
っ
た
り
、
埋
設
管
に
破
損
が
生
じ
た
り
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
大
き
く
以
下
の
二
点
に
つ
い
て

検
討
を
行
い
結
論
を
得
ま
し
た
。

の

舗
装
に
与
え
る
影
響

建
設
省
土
木
研
究
所
が
実
施
し
た
実
験
及
び
解
析

(シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
)
に
よ
り
影
響
評
価
を
実
施

蜆

①

F
E
M
解
析
に
よ
る
影
響
評
価

セ行

各
種
舗
装
断
面
の
管
路
埋
設
部
と
無
埋
設
部
の
た

道

わ
み
量
、
ひ
ず
み
に
つ
い
て
比
較
検
討
の
結
果
、
舗

0　　

装
設
計
期
間

(
一
〇
年
)
に
お
い
て
、
埋
設
管
路
が

一

路
上
工
事
の
縮
減
対
策

東
京
都
区
部
の
場
合
、
路
上
工
事
は
区
部
の
年
間
渋
滞

損
失
一
･
二
兆
円
の
約
1
/
3
を
占
め
て
お
り
、
大
き
な

経
済
･
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

路
上
工
事
の
約
八
割
は
、
電
気
･
電
話
･
ガ
ス
な
ど
の
公

益
事
業
者
が
自
ら
の
料
金
収
入
等
に
よ
り
実
施
す
る

｢占

用
工
事
｣
で
あ
り
、
残
り
の
約
二
割
が
道
路
管
理
者
が
実

施
す
る
道
路
工
事
で
す
。

東
京
都
区
部
に
お
い
て
は
、
施
工
時
期
や
施
工
方
法
を

調
整
し
、
複
数
の
工
事
を
ま
と
め
て
実
施
す
る
共
同
施
工

や
シ
ー
ル
ド
工
法
等
の
推
進
工
法
の
採
用
等
に
よ
り
路
上

工
事
の
削
減
を
実
施
し
て
お
り
、
平
成
九
年
度
か
ら
は
、

十
二
月
か
ら
三
月
の
年
末
･
年
度
末
の
路
上
工
事
を
大
幅

に
削
減
す
る
実
験
的
取
り
組
み
を
行
い
、
実
施
以
前
に
比

べ
半
減
さ
せ
て
い
ま
す
。

道
路
占
用
物
件
の
埋
設
深
さ
の
浅
層
化
は
占
用
工
事
の

工
期
短
縮
に
貢
献
し
、
渋
滞
の
原
因
と
な
る
路
上
工
事
の

縮
減
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

三

浅
層
化
の
背
景

近
年
、
技
術
開
発
等
に
よ
り
管
の
材
質
強
度
や
継
ぎ
手

の
耐
久
性
が
向
上
し
て
き
て
お
り
、
埋
設
深
さ
の
浅
層
化

に
よ
り
工
事
の
効
率
化
、
工
期
短
縮
を
図
る
こ
と
が
可
能

と
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
各
占
用
企
業
者
か
ら
も
浅
層
化

の
要
請
が
あ
り
、平
成
七
年
三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
｢規

制
緩
和
推
進
計
画
｣
に
ガ
ス
導
管
、
電
力
線
の
埋
設
深
さ

に
つ
い
て
、
道
路
構
造
の
保
全
の
観
点
等
を
踏
ま
え
技
術

的
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。



舗
装
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

に
お
い
て
舗
装
及
び
埋
設
管
路
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

②

土
研
実
験
に
ょ
る
影
響
評
価

四

今
後
の
課
題

土
研
実
験
に
お
い
て
は
、
舗
装
表
面
か
ら
管
頂
部

ま
で
の
埋
設
深
さ
が
舗
装
厚
に
三
〇
皿
を
加
え
た
深

さ
以
上
確
保
さ
れ
れ
ば
、
舗
装
設
計
期
間
(
一
〇
年
)

に
お
い
て
管
路
埋
設
が
舗
装
構
造
及
び
路
面
性
状
に

与
え
る
影
響
は
無
い
。

②

埋
設
管
路
材
に
与
え
る
影
響

(解
析
)

①

最
大
荷
重

可
能
性
の
あ
る
最
大
級
の
荷
重
に
対
し
て
、
埋
設

管
路
が
破
壊
や
座
屈
を
生
じ
な
い
か
を
解
析
し
、
下

水
道
の
ヒ
ュ
ー
ム
管
の
外
圧
一
種
管
が
埋
設
深
さ
四

0
-
八
〇
伽
、
同
外
圧
二
種
管
等
が
四
〇
皿
で
終
局

強
度
を
満
足
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
全
て
満

足
。

②

疲
労

耐
用
期
間
中

(五
〇
年
間
)
の
繰
り
返
し
荷
重
に

よ
っ
て
、
埋
設
管
路
が
疲
労
破
壊
を
起
こ
さ
な
い
か

を
解
析
し
た
結
果
、
ガ
ス
の
鋼
管
が
埋
設
深
さ
四
〇

伽
で
疲
労
許
容
応
力
範
囲
を
満
足
し
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
以
外
は
全
て
満
足
。

③

結
論

一
部
の
下
水
道
管
以
外
は
舗
装
表
面
か
ら
管
頂
ま
で
の

深
さ
を
舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故
等
に
対
す
る
防
護
及

び
舗
装
修
繕
工
事
等
の
施
工
上
必
要
と
な
る
深
さ
と
し
て

三
〇
伽
以
上
加
え
た
深
さ
以
上
確
保
す
れ
ば
、
耐
用
期
間

今
回
の
技
術
検
討
で
は
、
埋
設
管
路
の
舗
装
へ
の
影
響

や
管
路
材
の
疲
労
実
験
デ
ー
タ
が
少
な
い
た
め
解
析
に
基

づ
く
と
こ
ろ
が
多
く
、
管
路
材
の
老
朽
化
や
土
質
等
の
状

態
を
反
映
で
き
な
い
こ
と
、
既
設
ガ
ス
管
が
掘
削
影
響
範

囲
内
に
位
置
す
る
場
合
は
ガ
ス
管
の
防
護
工
を
行
っ
て
い

る
こ
と
、
管
径
三
〇
〇
皿
以
下
の
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る

管
路
材
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
現
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
要
綱
の
標
準
的
な
舗
装
断
面
に
よ
り
検
討
し
て

い
る
こ
と
な
ど
を
留
意
し
て
、
適
切
に
運
用
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

今
後
、
管
路
の
合
理
的
な
埋
設
に
向
け
て
、
埋
設
管
路

の
設
計
法
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
以
下
の
課
題
に
つ

い
て
の
試
験
研
究
が
望
ま
れ
ま
す
。

①

管
路
材
料
の
母
材
及
び
継
手
等
の
疲
労
試
験
と
設

計
寿
命
曲
線
の
設
定

②

舗
装
及
び
管
路
材
料
の
埋
設
実
験
に
よ
る
デ
!
夕

の
蓄
積

③

埋
設
管
路
の
合
理
的
な
設
計
計
算
法
の
構
築

アスファルト舗装

30 c m 路盤

道路占用物件の埋設深さの浅層化 (イメージ図)
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埋
設
実
験
で
は
多
く
の
舗
装
断
面
の
評
価
が
で
き
な
い

た
め
、
各
種
舗
装
断
面
に
つ
い
て
多
層
弾
性
理
論
解
析
と

F
E
M
解
析
に
よ
っ
て
、
埋
設
管
路
の
舗
装
に
与
え
る
影

響
の
評
価
を
行
っ
た
。

一
般
に
舗
装
構
造
の
解
析
に
は
、
多
層
弾
性
理
論
解
析

及
び
F
E
M
解
析
の
手
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
多
層
弾

性
理
論
解
析
は
舗
装
や
路
床
部
に
埋
設
管
な
ど
が
無
い
こ

と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
管
路
埋
設
に
よ
る
舗
装

へ
の
影
響
を
評
価
す
る
場
合
に
は
適
用
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
無
埋
設
部
に
多
層
弾
性
理
論
解
析
を
、

　
　
　

　
　

　　

　

　
　

　

　　　

　

　
　

道
路
埋
設
占
用
物
件
の
浅
層
化
に
関
す
る
技
術
検
討
は
、

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
新
設
管
路
材

(別
紙
1
)
に
対
し
、

浅
層
化
に
よ
る
舗
装
及
び
管
路
材
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
評
価
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
要
約
さ

へ と 性 及 響 F た 評 る が り単 I れ て 浅 現
し の を 理 び 一 の E め 理 ↑ 価 実 実 性 埋 る 評 層 在
た 影 前 論 F 般 評 M 、 設 響 を 験 施 理 設 埋 o 価 化 便
が 響 提 解 E に 価 解 各 実 評 多 行 ｣ し 論 管 設 を に 用
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　

I

埋
設
管
路
が
舗
装
に
与
え
る
影
響

埋
設
管
路
が
舗
装
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
多
層

弾
性
理
論
解
析
、
F
E
M
解
析
及
び
建
設
省
土
木
研
究
所

が
実
施
し
た

｢浅
層
埋
設
が
舗
装
に
与
え
る
影
響
に
関
す

る
実
験
｣
(以
下
、
｢土
研
実
験
｣
と
い
う
)
結
果
に
よ
り

↑

多
層
弾
性
理
論
解
析
及
び
F
E
M
解
析
に
よ
る
影

響 を 験 施 理 設 埋 o 価
評 多 行 ｣ し 論 管 設 を
価 層 な 合 た 解 路 管 行

弾 っ 梺 ｢ 析 が 路 っ

性 た に 浅 、 舗 が た

別紙 1 浅層埋設技術検討の対象とした管路材及び管径

用 途 管 種 管 径 規格 ･材質名

力" ス

鋼管 300mm JIS G 3452一配管用炭素鋼鋼管

ダクタイル鋳鉄管 300mm JIS G 5526- ダクタイル鋳鉄管

ポリエチレン管 (中密度) 200mm JIS K 6774一ガス用ポリエチレン管

水 道

鋼管 300mm JIS G 3452一配管用炭素鋼鋼管

ダクタイル鋳鉄管 300mm JIS G 5526 - ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ビニル管 30omm JIS K 6742一水道用硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管 (高密度) 200mm 水道配水用ポリエチレン管

下水道

ダクタイル鋳鉄管 30omm JIS G 5526 - ダクタイル鋳鉄管

ヒューム管 (外圧1、2種管) 30omm JIS A 5303一遠心力鉄筋コンクリート

強化プラスチック複合管 300mm JIS A 5350一強化プラスチック複合管

硬質塩化ビニル管 300mm JIS K 6741一硬質塩化ビニル管

陶管 300mm JIS R 1201一陶管

電 力

鋼管 250mm JIS G 3452一配管用炭素鋼鋼管

強化プラスチック複合管 250mm JIS A 5350一強化プラスチック複合管

硬質塩化ビニル管 250mm JIS K 6741一硬質塩化ビニル管

コンクリート多孔管 250mm

電 話
硬質塩化ビニル管 75mm JIS K 6741一硬質塩化ビニル管

塗覆装鋼管 75mm JIS G 3452一配管用炭素鋼鋼管

22 道行セ 99.4



管
路
埋
設
部
に
は
F
E
M
解
析
を
適
用
し
て
、
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
要
綱

(日
本
道
路
協
会
)
の
設
計
交
通
量
区
分
、

設
計
C
B
R
毎
の
標
準
的
な
舗
装
断
面
三
〇
ケ
ー
ス
に
つ

い
て
、
舗
装
表
面
た
わ
み
量
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
層

下
面
引
張
ひ
ず
み
及
び
路
床
上
面
の
垂
直
ひ
ず
み
と
た
わ

み
量
を
求
め
、
舗
装
へ
の
影
響
の
評
価
を
行
っ
た
。
解
析

条
件
は
以
下
の
と
お
り
と
し
た
。

↑
-
倖

解
析
条
件

○

多
層
弾
性
理
論
解
析

D
解
析
ソ
フ
ト
…
E
L
S
A

の
層

構

造

…
三
層
構
造

(ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合

物
層
、
粒
状
路
盤
層
、
路
床
)

め
舗
装
断
面
…
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
要
綱
の
設
計

交
通
量
区
分
、
設
計
C
B
R
毎
の

標
準
的
な
舗
装
断
面
三
〇
ケ
ー
ス

F
E
M
解
析

D
解
析
ソ
フ
ト

A
N
S
Y
S

(ア
ン
シ
ス
)
を
使

用
し
、
三
次
元
モ
デ
ル
で
解
析

解
析
範
囲
は
縦
八
m
、
横
八
m
、

深
さ
一
二
m

床
…
三
次
元
ソ
リ
ッ
ド
要

素

(等
方
性
の
一
○

節
点
四
面
体
要
素
)

管
"
シ
ェ
ル
要
素

(等
方

性
の
六
節
点
要
素
)

の
拘
束
条
件

･解
析
モ
デ
ル
の
側
面
部

の
各
層
弾
性
係
数

X
、
Y
方
向
拘
束
(管

は
×
、
Y
、
Z
軸
ま

わ
り
の
回
転
も
拘

束
)

め
計
算
特
性

舗
装
の
多
層
弾
性
理
論
解
析
で

使
用
さ
れ
る
標
準
的
な
値

舗
装
表
面
た
わ
み
量
回
、
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
混
合
物
層
下
面
引
張

り
ひ
ず
み
、
路
床
上
面
た
わ
み

量
回
、
路
床
上
面
の
垂
直
ひ
ず

み

道-行セ 99.4 2･;

の
使
用
し
た
要
素

･
舗
装
構
成
層
及
び
路
床

･
埋

設

･
解
析
モ
デ
ル
の
底
面
部
…
×
、
Y
、
Z
方
向
拘

束

の
埋
設
管
の
種
類
と
仕
様

･
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管

(管
径
…
三
〇
〇
脚
、
管

厚
"
九
･
0
皿
、
弾
性
係
数
…

-、
六
〇
0
、

0
0
0
馳
ノ
g

･
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

(管
径
…
二
〇
〇
呵
、
管

厚
"
一
六
･
0
面
、
弾
性
係
数
…
六
、
0
0
0

　
　
　

9
舗
装
断
面
及
び
管
路
埋
設
深
さ

･
舗

装

断

面
"
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
要
綱
の

設
計
交
通
量
区
分
、
設
計
C

B
R
毎
の
標
準
的
な
舗
装
断

･
管
路
埋
設
深
さ

共
通
条
件

D
輪
荷
重
…

面
三
〇
ケ
ー
ス

舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故

等
に
対
す
る
防
護
及
び
舗
装

修
繕
等
の
施
工
上
必
要
と
な

る
深
さ
三
○
釦
を
加
え
た
深

さ
}

P
=
五
性
、
接
地
半
径
=
P
十
一
二
回

偉
ー
2

各
種
舗
装
断
面
の
理
論
解
析
に
よ
る
影
響
評

価

の

舗
装
表
面
た
わ
み
量

舗
装
表
面
た
わ
み
量
は
、
無
埋
設
部
よ
り
管
路
埋
設

部
の
方
が
や
や
小
さ
く
な
っ
て
お
り
、
浅
層
埋
設
が
舗

装
全
体
の
支
持
力
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

②

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
層
の
下
面
引
張
り
ひ
ず
み

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
層
下
面
引
張
り
ひ
ず
み
は
、

管
路
埋
設
部
と
無
埋
設
部
で
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
表

層
埋
設
が
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
層
の
疲
労
ひ
び
わ

れ
の
発
生
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

③

路
床
上
面
の
垂
直
ひ
ず
み
と
た
わ
み
量

路
床
上
面
の
垂
直
ひ
ず
み
は
、
無
埋
設
部
人
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
管
埋
設
部
ハ
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
埋
設
部
の
順

で
剛
性
の
高
い
管
ほ
ど
大
き
く
な
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
が
、
無
埋
設
部
と
管
路
埋
設
部
の
路
床
上
面
垂
直
ひ

ず
み
差
は
微
小
で
あ
り
、
舗
装
の
変
形

(わ
だ
ち
掘
れ
、

段
差
)
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

ま
た
、
路
床
上
面
の
た
わ
み
量
は
、
管
路
埋
設
部
と



無
埋
設
部
で
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
浅
層
埋
設
が
路
床

の
支
持
力
に
与
え
る
影
響
は
無
い
。

↑
ー
3

理
論
解
析
に
よ
る
舗
装
に
与
え
る
影
響
の
結

論

各
種
舗
装
断
面
の
管
路
埋
設
部
と
無
埋
設
部
の
舗
装
表

面
た
わ
み
量
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
下
面
引
張
り
ひ
ず

み
、
路
床
上
面
垂
直
ひ
ず
み
、
路
床
上
面
た
わ
み
量
に
つ

い
て
比
較
検
討
の
結
果
、
す
べ
て
管
路
埋
設
部
と
無
埋
設

部
で
は
差
が
少
な
く
、
舗
装
設
計
期
間

(
一
〇
年
)
に
お

い
て
、
埋
設
管
路
が
舗
装
に
与
え
る
影
響
は
無
い
と
評
価

し
た
。

2

土
研
実
験
に
よ
る
影
響
評
価

土
研
実
験
は
、
F
E
M
解
析
に
よ
る
影
響
評
価
を
補
完
、

検
証
す
る
た
め
、
走
行
実
験
場
に
各
種
の
管
路
材
を
埋
設

深
さ
を
変
え
て
設
置
の
う
え
、
舗
装
し
試
験
荷
重
車
を
連

続
走
行
さ
せ
て
、
舗
装
構
造
評
価
の
た
め
の
表
面
た
わ
み

量
と
路
面
性
状
を
評
価
す
る
た
め
、
わ
だ
ち
掘
れ
量
、
ひ

び
わ
れ
、
段
差
に
つ
い
て
調
査
し
、
浅
層
埋
設
が
舗
装
に

与
え
る
影
響
を
評
価
し
た
。

2
ー
倖

実
験
概
要

の

管
種
･
管
径

"
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
坐
ニ
0
0
廊
、

ヒ
ュ
ー
ム
管
の
三
〇
〇
醐
、
塩
化
ビ
ニ
ル
管
の
三
〇

0
皿
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
の
二
〇
〇
雌

②

埋
設
深

さ
…
舗
装
表
面
か
ら
四
○
、
五
○
、
六

　
　
　
　
　
　
　

　

③

舗
装
構
造
…
舗
装
厚
四
○
伽
(A
交
通
、
路
床

C
B
R
=
三
%
、
表
基
層
各
五
鋼
、
上
･
下
層
路
盤

各
一
五
皿
)

④

荷
重
走
行
車
…
輪
荷
重
五
撻
及
び
七
枉
の
荷
重
車

合
計
八
万
周
走
行

③

測
定
項
目
…
舗
装
表
面
た
わ
み
、
わ
だ
ち
掘
れ
、

ひ
び
わ
れ
、
段
差

2
1
2

実
験
結
果
の
評
価

○

舗
装
表
面
の
た
わ
み
量

舗
装
設
計
期
間

(
一
〇
年
、
四
万
周
)
時
点
の
舗
装

の
た
わ
み
量
は
、
無
埋
設
部
○
･
九
四
蘭
に
対
し
て
管

路
埋
設
部
が
○
･
七
二
-
○
･
九
五
皿
で
、
管
種
、
埋

設
深
さ
に
関
係
な
く
無
埋
設
部
よ
り
小
さ
い
値
と
な
っ

て

い
る
。

四
万
周
を
超
え
る
と
、
管
路
埋
設
部
、
無
埋
設
部
と

も
、
舗
装
表
面
た
わ
み
量
は
増
加
傾
向
と
な
り
、
八
万

周

(耐
用
期
間
約
二
〇
年
相
当
)
時
点
で
は
、
無
埋
設

部

一
･
0
二
血
に
対
し
て
管
路
埋
設
部
が
○
･
六
九

-

-
･
0
七
脚
で
管
種
、
埋
設
深
さ
に
関
係
な
く
、
管

路
埋
設
部
は
無
埋
設
部
よ
り
小
さ
な
値
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
に
よ
り
、
舗
装
設
計
期
間

(
一
〇
年
)
に
お
い

て
、
埋
設
管
が
舗
装
構
造
に
与
え
る
影
響
は
無
い
と
評

価
し
た
。

な
お
、
タ
グ
タ
イ
ル
鋳
鉄
管

(埋
設
深
さ
…
六
0
、

八
○
伽
)
及
び
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

(埋
設
深
さ
"
六
○
、

八
○
伽
)
に
つ
い
て
の
実
験
に
お
け
る
舗
装
表
面
た
わ

み
量
は
、
F
E
M
解
析
に
よ
る
計
算
値
と
近
似
の
値
が

得
ら
れ
た
。

②

わ
だ
ち
掘
れ
量

四
万
周
時
点
の
わ
だ
ち
掘
れ
量
は
、
無
埋
設
部
四
･

二
獅
に
対
し
て
管
路
埋
設
部
は
三
･
四
-
六
･
五
皿
で
、

剛
性
の
低
い
塩
化
ビ
ニ
ル
管
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
が
埋

設
深
さ
が
六
〇
伽
未
満
で
無
埋
設
部
と
比
較
し
て
や
や

大
き
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
埋
設
深
さ
が
六
〇

皿
以
上
と
な
る
と
各
管
種
と
も
無
埋
設
部
と
差
が
少
な

く
な
っ
て
い
る
。
八
万
周
時
点
に
お
い
て
も
、
四
万
周

時
点
と
大
き
な
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
舗
装
設
計
期

間

(
一
〇
年
)
に
お
い
て
、
埋
設
管
が
わ
だ
ち
掘
れ
に

与
え
る
影
響
は
無
い
と
評
価
し
た
。

③

ひ
び
わ
れ

ひ
び
わ
れ
は
、
四
万
周
の
時
点
で
は
発
生
し
な
か
っ

た
が
、
七
万
周

(耐
用
期
間
一
七
年
相
当
)
で
、
埋
設

深
さ
に
関
係
な
く
塩
化
ビ
ニ
ル
管
埋
設
部
で
発
生
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
舗
装
設
計
期
間

(十
年
)
に
お
い
て
、

埋
設
管
が
ひ
び
わ
れ
に
与
え
る
影
響
は
無
い
と
評
価
し

た
。

④

管
路
埋
設
部
と
無
埋
設
部
の
段
差

管
路
埋
設
部
と
無
埋
設
部
の
段
差
は
、
八
万
周
の
走

行
実
験
終
了
時
ま
で
発
生
し
な
か
っ
た
。

2
-
3

土
研
実
験
の
結
論

土
研
実
験

(A
交
通
、
路
床
C
B
R
=
三
%
、
表
基
層

各
五
m
、
上
･
下
層
路
盤
各
一
五
皿
、
合
計
舗
装
厚
四
〇

釦
)
に
お
い
て
は
、
舗
装
表
面
か
ら
管
頂
部
ま
で
の
埋
設
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深
さ
が
舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故
等
に
対
す
る
防
護
及

び
舗
装
修
繕
等
の
施
工
上
必
要
と
な
る
深
さ
三
〇
蝿
を
加

え
た
深
さ
以
上
確
保
さ
れ
れ
ば
、
舗
装
設
計
期
間

(
一
〇

年
)
に
お
い
て
管
路
埋
設
が
舗
装
構
造
及
び
路
面
性
状
に

与
え
る
影
響
は
無
い
と
評
価
し
た
。

3

舗
装
に
与
え
る
影
響
の
結
論

理
論
解
析
及
び
土
研
実
験
に
よ
る
結
論
か
ら
、
今
回
の

検
討
範
囲
に
お
い
て
は
、
舗
装
表
面
か
ら
管
項
ま
で
の
埋

設
深
さ
が
舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故
等
に
対
す
る
防
護

及
び
舗
装
修
繕
工
事
等
の
施
工
上
必
要
と
な
る
深
さ
三
○

釦
を
加
え
た
深
さ
以
上
確
保
さ
れ
れ
ば
、
舗
装
設
計
期
間

(
一
〇
年
)
に
お
い
て
、
埋
設
管
路
が
舗
装
構
造
及
び
路

面
性
状
に
与
え
る
影
響
は
無
い
と
評
価
し
た
。

n

浅
層
化
に
よ
る
埋
設
管
路
に
及
ぼ
す
影
響

浅
層
化
に
よ
る
埋
設
管
路
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、

埋
設
管
路
が
耐
用
期
間

(五
〇
年
)
に
お
い
て
自
動
車
交

通
の
繰
り
返
し
荷
重
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
現
在
最
も
合

理
的
と
考
え
ら
れ
る

｢限
界
状
態
設
計
法
｣
に
よ
り
、
終

局
及
び
疲
労
限
界
状
態
に
つ
い
て
照
査
を
行
っ
た
。

照
査
条
件
は
、
公
称
径
三
〇
0
m
以
下
の
現
在
使
用
さ

れ
て
い
る
新
設
管
路
材
を
対
象
に
し
て
、
交
通
条
件
の
最

も
厳
し
い
D
交
通
、
管
路
材
耐
用
期
間
を
五
〇
年
、
管
路

埋
設
深
さ
を
舗
装
表
面
か
ら
四
○
、
六
0
、
八
〇
伽
と
し

て
照
査
を
行
っ
た
。

年

終
局
限
界
状
態
の
照
査

｢終
局
限
界
状
態
｣
の
照
査
は
、
埋
設
管
路
材
が
耐
用
期

間

(五
〇
年
)
に
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
最
大
級
の
荷
重

(終
局
設
計
荷
重
)
に
対
し
て
、
破
壊
や
不
安
定
に
な
ら

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
管
路
材
に
働
く
最
大
応

力
が
終
局
設
計
強
度
以
下
に
な
る
こ
と
を
照
査
し
た
。

終
局
設
計
荷
重
と
し
て
、
活
荷
重
は
道
路
交
通
荷
重
の

実
態
調
査
を
行
っ
た
土
木
研
究
所
資
料
第
二
五
三
九
号
を

参
考
と
し
て
、
タ
ン
デ
ム
軸
の
影
響
、
輪
荷
重
の
偏
り
、

衝
撃
を
考
慮
し
て
シ
ン
グ
ル
輪
荷
重
を
三
○
性
と
し
た
。

ま
た
、
土
庄
及
び
内
圧
荷
重
は
設
計
値
の
一
･
五
倍
と
し

た
。終

局
設
計
強
度
は
、
J
I
S
等
に
規
定
さ
れ
た
耐
力
の

九
0
%
あ
る
い
は
破
断
強
度
の
八
○
%
の
う
ち
低
い
方
の

値
を
採
用
し
た
。

そ
の
結
果
、
終
局
限
界
状
態
で
は
、
下
水
道
の
ヒ
ュ
ー

ム
管
の
外
圧
一
種
管
が
埋
設
深
さ
四
○
-
八
○
伽
、
同
外

圧
二
種
管
が
四
0
㈲
、
下
水
道
の
陶
管
が
四
〇
伽
及
び
電

力
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
多
孔
管
が
四
○
㈲
で
終
局
設
計
強
度

を
満
足
し
な
か
っ
た
。

2

疲
労
限
界
状
態
の
照
査

｢疲
労
限
界
状
態
｣
の
服
査
は
、
埋
設
管
路
が
耐
用
期
間

中
の
累
積
疲
労
効
果
に
よ
る
疲
労
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
疲
労
応
力
範
囲
が
疲
労
許
容
力
範

囲
以
下
に
な
る
こ
と
を
照
査
し
た
。

照
査
は
、
管
路
材
の
材
質
ご
と
に
疲
労
試
験
結
果
を
整

理
し
、
応
力
範
囲
と
破
断
回
数
の
関
係

(S
ー
N
線
図
)

を
設
定
し
た
。
次
に
疲
労
設
計
荷
重
を
一
〇
妊
と
し
て
、

埋
設
管
路
の
耐
用
期
間

(五
〇
年
)
の
五
蛭
換
算
通
過
輪

数
一
･
七
五
×
④
回
と
累
積
疲
労
効
果
が
等
価
と
な
る
回

数
を
管
路
材
毎
に
S
ー
N
線
図
の
勾
配
に
よ
っ
て
求
め
、

そ
れ
に
対
応
す
る
S
-
N
線
図
の
応
力
範
囲
を
一
般
部
の

設
計
基
本
許
容
力
範
囲
と
し
た
。
管
路
材
の
分
岐
部
に
つ

い
て
は
、
一
般
部
の
設
計
基
本
許
容
力
範
囲
を
応
力
集
中

係
数
で
除
し
た
値
を
設
計
基
本
許
容
応
力
範
囲
と
し
た
。

こ
れ
に
平
均
応
力
の
影
響
を
考
慮
し
た
値
を
疲
労
許
容
地

価
に
範
囲
と
し
た
。

ま
た
、
実
際
の
設
計
で
用
い
ら
れ
て
い
る
計
算
式
で
求

め
た
応
力
と
実
測
応
力
が
管
路
材
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
最
大
応
力
の
測
定
値
/
設
計
応
力
に
余
裕
を

も
た
せ
た
値
を
、
計
算
応
力
に
乗
じ
て
終
局
及
び
疲
労
限

界
状
態
の
照
査
用
応
力
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
疲
労
限
界
状
態
で
は
、
ガ
ス
の
鋼
管
が
埋

設
深
さ
四
○
伽
で
疲
労
許
容
応
力
範
囲
を
満
足
し
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
以
外
は
全
て
満
足
し
た
。

3

浅
層
埋
設
が
埋
設
管
路
に
及
ぼ
す
影
響
の
結
論

限
界
状
態
設
計
法
に
よ
る
照
査
結
果
か
ら
、
今
回
の
検

討
範
囲
に
お
い
て
は
、
下
水
道
の
外
圧
一
種
ヒ
ュ
ー
ム
管

が
、
埋
設
深
さ
四
0
-
八
○
㈲
で
終
局
設
計
強
度
を
満
足

し
な
か
っ
た
が
、
他
の
す
べ
て
の
管
種
は
、
舗
装
表
面
か

ら
管
頂
ま
で
の
深
さ
を
舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故
等
に

対
す
る
防
護
及
び
舗
装
修
繕
工
事
等
の
施
工
上
必
要
と
な
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る
深
さ
三
○
伽
を
加
え
た
深
さ
以
上
確
保
す
れ
ば
、
耐
用

の
影
響
や
管
路
材
の
疲
労
試
験
デ
ー
タ
が
少
な
い
た
め
解

期
間

(五
〇
年
)
に
お
い
て
埋
設
管
路
に
及
ぼ
す
影
響
は

無
い
と
評
価
し
た
。

な
お
、
下
水
道
の
外
圧
一
種
ヒ
ュ
ー
ム
管
は
、
終
局
設

計
強
度
を
満
足
し
な
い
結
果
と
な
っ
た
が
、
今
回
の
検
討

で
は
、
砂
基
礎
を
用
い
た
結
果
で
あ
る
た
め
、
外
圧
一
種

ヒ
ュ
ー
ム
管
を
使
用
す
る
場
合
は
、
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
補
強
す
る
な
ど
の
設
計
上
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

m

結

論

埋
設
管
路
の
浅
層
化
に
関
す
る
技
術
検
討
は
、
地
下
占

用
物
件
の
大
半
を
占
め
る
管
径
三
〇
〇
皿
以
下
の
現
在
使

用
さ
れ
て
い
る
新
設
管
路
材
を
対
象
と
し
て
、
多
層
弾
性

理
論
解
析
、
F
E
M
解
析
、
土
研
実
験
及
び
限
界
状
態
設

計
法
に
よ
り
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
要
綱

(日
本
道
路
協

会
)
の
標
準
的
な
舗
装
断
面
に
つ
い
て
、
舗
装

(舗
装
設

計
期
間
一
〇
年
)
及
び
埋
設
管
路

(耐
用
期
間
五
〇
年
)

に
与
え
る
影
響
を
評
価
し
た
。

そ
の
結
果
、
今
回
の
検
討
範
囲
に
お
い
て
は
、
下
水
道

の
外
圧
一
種
ヒ
ュ
ー
ム
管
を
除
い
て
、
舗
装
表
面
か
ら
管

頂
ま
で
の
深
さ
を
舗
装
厚
に
埋
設
管
路
の
事
故
等
に
対
す

る
防
護
及
び
舗
装
修
繕
工
事
等
の
施
工
上
必
要
と
な
る
深

さ
と
し
て
三
〇
伽
を
加
え
た
深
さ
以
上
確
保
す
れ
ば
、
耐

用
期
間
に
お
い
て
舗
装
及
び
埋
設
管
路
に
与
え
る
影
響
は

無
い
と
結
論
を
得
た
。

ま
た
、
今
回
の
技
術
検
討
で
は
、
埋
設
管
路
の
舗
装
へ

析
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
多
く
、
管
路
材
の
老
朽
化
や
土
質

等
の
状
態
を
反
映
で
き
な
い
こ
と
、
既
設
ガ
ス
管
が
掘
削

影
響
範
囲
内
に
位
置
す
る
場
合
は
ガ
ス
管
の
防
護
工
を
行

っ
て
い
る
こ
と
、
管
径
三
〇
〇
皿
以
下
の
現
在
使
用
さ
れ

て
い
る
管
路
材
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
現
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
要
綱
の
標
準
的
な
舗
装
断
面
に
よ
り
検

討
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
留
意
し
て
、
適
切
に
運
用
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
後
、
管
路
の
合
理
的
な
埋
設
に
向
け
て
、
埋
設
管
路

の
設
計
法
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
以
下
の
課
題
に
つ

い
て
の
試
験
研
究
が
望
ま
れ
る
。

①

管
路
材
料
の
母
材
及
び
継
手
等
の
疲
労
試
験
と
設

計
寿
命
曲
線
の
設
定

②

舗
装
及
び
管
路
材
料
の
埋
設
実
験
に
よ
る
デ
ー
タ

の
蓄
積

③

埋
設
管
路
の
合
理
的
な
設
計
計
算
法
の
構
築



7
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『道
路
占
瀰
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
研
究
会
』の

“
道行セ 99 4

中
間
報
告
に
つ
い
て

瀬
之
ロ

紀
夫

進
が
要
請
さ
れ
て
い
る

(図
1
参
照
)。

の

基
本
的
な
考
え
方

現
在
、
申
請
手
続
の
電
子
化
と
し
て
、
道
路
占
用
許
可

申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
や
道
路
占

用
許
可
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
電
子
化
が
一
部
の
区
域
で

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
電
子
化
の
推
進
の

要
請
を
踏
ま
え
、
そ
の
他
の
区
域
に
お
い
て
い
か
に
電
子

化
を
実
施
す
る
か
、
い
か
に
事
務
手
続
の
簡
素
化
や
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
図
る
か
と
い
う
点
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
べ
く
、
電
子
的
に
処
理
す

る
対
象
と
な
る
物
件
の
種
類
、
物
件
の
多
少
等
に
応
じ
、

シ
ス
テ
ム
の
適
用
範
囲
を
仕
分
け
し
、
既
存
シ
ス
テ
ム
及

び
新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
適
材
適
所
に
利
用
し
た
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
。

は
じ
め
に

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
を

は
じ
め
と
す
る
情
報
端
末
の
普
及
な
ど
を
背
景
に
、
行
政

情
報
化
推
進
基
本
計
画
な
ど
に
基
づ
く
情
報
化
社
会
の
構

築
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
申
請
･
届
出
等
の
手
続
に
つ
い

て
も
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
事
務
の
簡
素
化
･

効
率
化
･
高
度
化
の
推
進
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。こ

う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
、
道
路
占
用
許
可
申
請
手
続

に
つ
い
て
、
そ
の
電
子
化
を
進
め
る
べ
く
、
昨
年

一
〇
月

に
、
学
識
経
験
者
、
占
用
事
業
者
、
道
路
管
理
者
を
は
じ

め
と
す
る
関
係
機
関
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る

｢道
路

占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
研
究
会
｣
を
設
置
し
、
関

係
機
関
の
協
力
を
得
つ
つ
、
調
査
･
研
究
を
進
め
て
い
ま

す
。こ

こ
で
は
、
本
年
三
月
に
と
り
ま
と
め
た
研
究
会
の
中

間
報
告
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

一
道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
の
背

景
と
検
討
の
進
め
方

0

電
子
化
の
背
景

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
等
の
情
報
環
境
の
急
速
な
進

展
を
背
景
に
、
｢行
政
情
報
化
推
進
基
本
計
画
｣等
に
基
づ

く
情
報
化
社
会
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
｢申
請
負
担
軽
減

対
策
｣
等
に
基
づ
く
申
請
･
届
出
等
手
続
に
係
る
国
民
負

担
軽
減
等
を
図
る
た
め
、
行
政
情
報
の
提
供
の
電
子
化
、

申
請
･
届
出
等
手
続
の
電
子
化
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ

ス
の
実
施
、
電
子
商
取
引
へ
の
対
応
及
び
情
報
通
信
技
術

の
活
用
に
よ
る
事
務
の
簡
素
化
･
効
率
化
･
高
度
化
の
推



電
子
化
の
推
進

行
政
情
報
化
の
動
き

H

路
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に向けた基本方針見直し
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進図 1 電子化推進の背景

③

検
討
の
進
め
方

高
度
情
報
化
に
向
け
て
の
基
盤
整
備
、
申
請
手
続
の
効

率
化
、
申
請
者
負
担
の
軽
減
を
図
る
べ
く
、
道
路
占
用
許

可
申
請
手
続
の
簡
素
化
及
び
電
子
化
･
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

に
つ
い
て
、
次
の
手
順
に
よ
り
検
討
を
進
め
た
。

①

検
討
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
設
定

･
道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
現
状
と
他
の
電
子
化

事
例
の
把
握

･
電
子
化
検
討
の
枠
組
み
の
設
定

②

電
子
化
を
踏
ま
え
た
事
務
簡
素
化
に
関
す
る
検
討

③

申
請
･
届
出
の
電
子
化
･
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
関

す
る
検
討

･
シ
ス
テ
ム
化
の
要
件

･
シ
ス
テ
ム
の
運
用

･
シ
ス
テ
ム
イ
メ
ー
ジ

･
電
子
化
の
効
果

･
パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
計
画

一
一
道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
現
状
と
他
の

電
子
化
事
例

◎

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
現
状

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
処
理
、
手
作
業
に
よ
る
処
理
の
い
ず
れ
の
業
務
フ
ロ

ー
も
図
2
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
申
請
手
続
の
た
め
の
書

類
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
や
工
事
規
模
に
応
じ
て
異

な
っ
て
い
る
。



書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、

一
部
に
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
デ
ジ
タ
ル
地
図
が
整
備
途
上

で
あ
り
か
つ
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
、
申
請
の
目
的
だ
け
で

図
面
を
C
A
D
で
作
成
す
る
こ
と
は
経
済
的
で
は
な
く
、

手
書
き
の
工
事
設
計
図
面
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
、
色
分

け
し
た
図
面
の
出
力
機
器
が
高
価
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

そ
の
大
部
分
は
、
手
書
き
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
。

②

他
の
電
子
化
事
例

現
在
、
電
子
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
申
請
･
届
出
手
続

は
、
特
許
庁
の
電
子
出
願
シ
ス
テ
ム
や
法
務
省
の
不
動
産

等
登
記
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
等
が
あ
り
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

　　

対
策
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
推
進
、
法
制
度
面
の
対
応
、
2

図
面
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
。

4

三

電
子
化
検
討
の
枠
組
み

旅　

の

既
存
シ
ス
テ
ム
の
現
状

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
に
係
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、

一
般
物
件
を
対
象
に
、
申
請
情
報
等
に
つ
い
て
、
道
路
管

理
者
が
デ
ー
タ
入
力
し
、
調
書
ベ
ー
ス
で
処
理
、
管
理
を

行
う
国
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｢道
路
占
用
許
可
シ
ス
テ
ム
｣

及
び
、
公
益
物
件
を
対
象
に
、
道
路
工
事
調
整
、
占
用
許

可
申
請
、
占
用
物
件
管
理
に
つ
い
て
、
占
用
事
業
者
に
よ

り
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
調
書
及

び
図
面
ベ
ー
ス
で
処
理
、
管
理
を
行
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
マ

ッ
ピ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

｢道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
｣

が
表
ー
の
と
お
り
運
用
さ
れ
て
い
る
。

②

新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方

政
令
指
定
都
市
域
内
外
で
は
、
申
請
件
数
等
に
大
き
な

格
差
が
あ
り
、
多
数
の
申
請
を
安
定
、
確
実
に
処
理
す
る

に
は
比
較
的
大
規
模
な
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
り
、
一
方
、

少
数
の
申
請
を
処
理
す
る
に
は
、
｢安
く
て
軽
い
｣
シ
ス
テ

ム
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
公
益
物
件
は
、
申
請
者
が
比

較
的
少
数
で
特
定
さ
れ
て
お
り
、
業
務
の
反
復
･
継
続
性
、

定
量
性
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
般
物
件
は
、
申
請
者
が

不
特
定
多
数
で
、
業
務
が
単
発
的
か
つ
申
請
者
毎
の
申
請

件
数
が
少
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
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行
政
情
報
化
推
進
基
本
計
画
等
を
踏
ま
え
、
全
国
的
な

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
を
図
る
た
め
に
、
以

上
を
考
慮
す
る
と
、
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
全
て
の
状
況
に

効
果
的
に
利
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
構
築
を
図
る
こ
と
は
現

実
的
で
は
な
く
、
当
面
、
適
材
適
所
に
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
こ
と
を
基
本
的
な
考
え
方
と
す
る
。

表 1 既存システムの対象範囲

道路管理者の支援 占用事業者の支援

政令指定都市域内

公益物件
○

道路管理システム

○

道路管理システム

一般物件

鬆謬
0
詢胡鷲

X

政令指定都市域外

公益物件
× ×

一般物件

鬆泳
0
舸胡繊

×

0 :既存システムの対象範囲 × :既存システムが対象としていない範囲

し
た
が
っ
て
、
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
及
び
道
路
占
用
許

可
シ
ス
テ
ム
と
の
す
み
分
け
を
し
、
政
令
指
定
都
市
域
外

に
適
用
す
る

｢安
く
て
軽
い
｣
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指

す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
導
入
効
果
が
高
く
、

現
在
の
技
術
レ
ベ
ル
で
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
が
容
易
な
公

益
物
件
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
と
す
る
。

｢安
く
て
軽
い
｣
シ
ス
テ
ム

(以
下

｢簡
易
シ
ス
テ
ム
｣

と
い
う
。)と
は
、
申
請
手
続
の
電
子
化
に
よ
る
申
請
者
の

負
担
軽
減
と
い
う
効
果
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
低
コ
ス
ト

で
電
子
化
を
実
現
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
簡
易
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
、
そ
の

適
用
範
囲
に
お
い
て
、
汎
用
ソ
フ
ト
の
利
用
に
よ
る
イ
ニ

シ
ャ
ル
コ
ス
ト
の
低
減
と
申
請
手
続
の
統

一
に
よ
る
シ
ス

テ
ム
の
保
守
コ
ス
ト
の
低
減
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

③

電
子
化
検
討
の
枠
組
み

当
面
、
簡
易
シ
ス
テ
ム
は
、
政
令
指
定
都
市
域
外
に
お

け
る
公
益
物
件
に
つ
い
て
、
道
路
占
用
許
可
申
請
か
ら
工

事
完
了
ま
で
の
業
務
を
対
象
と
す
る
。

な
お
、

一
般
物
件
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
道

路
管
理
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
道
路
占
用
許
可
シ
ス
テ
ム
と

の
整
合
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

四

電
子
化
を
踏
ま
え
厄
事
務
簡
素
化

の

事
務
簡
素
化
の
検
討
課
題
と
範
囲

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
許
認
可
等
の

手
続
の
処
理
期
間
の
短
縮
を
図
る
べ
く
、
審
査
基
準
の
明

確
化
、
決
裁
区
分
の
見
直
し
等
に
よ
り
、
手
続
の
処
理
の

一
層
の
簡
素
化
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
、
こ
れ
と
併
せ
て
事
務
処
理
の
各
々
の
手
続
面
か

ら
事
務
簡
素
化
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
-0事

務
簡
素
化
の
検
討
対
象
範
囲
は
、
道
路
占
用
許
可
申

請
か
ら
工
事
完
了
ま
で
と
す
る
。

②

提
出
書
類
の
簡
素
化

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
た
め
の
書
類
に
つ
い
て
、

そ
の
作
成
根
拠
、
使
用
目
的
を
調
査
し
、
行
政
情
報
化
の

要
請
事
項
及
び
現
状
の
運
用
状
況
に
照
ら
し
て
、
書
類
提

出
の
省
略
、
定
型
書
式
の
省
略
等
の
検
討
を
行
っ
た
。

現
在
ま
で
の
検
討
状
況
は
、
施
行
計
画
書
は
事
前
協
議

の
取
扱
い
の
検
討
の
中
で
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
、
位
置

図
は
物
件
の
位
置
が
距
離
標
表
示
で
指
定
で
き
る
場
合
は

不
要
と
す
る
こ
と
、
仮
復
旧
図
、
本
復
旧
図
図
面
は
作
成

せ
ず
復
旧
パ
タ
ー
ン
図
の
番
号
に
よ
り
簡
素
化
す
る
こ
と
、

本
復
旧
影
響
範
囲
立
会
に
係
る
書
類
は
す
べ
て
不
要
と
す

る
こ
と
等
で
あ
る
。

③

今
後
の
検
討

今
後
は
、
位
置
図
、
平
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
等
に

つ
い
て
法
令
等
に
基
づ
く
必
要
事
項
を
抽
出
す
る
と
と
も

に
、
現
状
で
の
工
事
図
面
の
利
活
用
も
踏
ま
え
て
、
C
A

D
を
は
じ
め
と
す
る
既
存
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
を
図
る
こ

と
や
紙
媒
体
に
よ
る
申
請
を
電
子
媒
体
に
す
る
た
め
の
法

制
度
的
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
性
等
に
つ
い
て
、
添
付
書
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類
の
簡
略
化
･
統
一
化
、
工
事
図
面
の
申
請
図
面
へ
の
活

用
等
と
い
っ
た
占
用
事
業
者
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、

事
務
の
抜
本
的
な
簡
素
化
に
向
け
て
引
き
続
き
検
討
を
行

ニノ
o五

シ
ス
テ
ム
化
の
要
件

◎

シ
ス
テ
ム
の
適
用
範
囲

可
能
な
こ
と
か
ら
順
次
電
子
化
を
進
め
る
と
す
る
行
政

情
報
化
の
基
本
的
な
方
針
を
踏
ま
え
、
簡
易
シ
ス
テ
ム
の

適
用
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

･
業
務
の
範
囲
は
、
占
用
許
可
申
請
書
作
成
か
ら
工
事

完
了
届
提
出
ま
で
と
す
る
。

･
区
域
の
範
囲
は
、
政
令
指
定
都
市
域
外
と
し
、
対
象

と
す
る
道
路
は
、
当
面
、
直
轄
国
道
と
し
、
シ
ス
テ

ム
導
入
･
運
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
諸
要
件
の
整

備
状
況
等
を
踏
ま
え
、
順
次
全
国
の
道
路
へ
拡
大
す

る
%

･
物
件
の
範
囲
は
、
当
面
は
公
益
物
件
と
し
、
将
来
的

に
一
般
物
件
も
対
象
と
す
る
。

･
工
事
の
範
囲
は
、
す
べ
て
の
工
事
と
す
る
。

②

シ
ス
テ
ム
の
方
式

行
政
情
報
化
の
基
本
的
な
方
針
を
踏
ま
え
、
効
率
的
･

効
果
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
･
サ

i
バ
の
採
用
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
標
準
化
と
し
て
、
通
信

プ
ロ
ト
コ
ル
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

･
プ
ロ
ト
コ
ル

(T
C

P
/
I
P
)
を
採
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
と

し
た
W
W
W
サ
ー
バ
方
式
と
電
子
メ
ー
ル
方
式
と
す
る
。

具
備
す
べ
き
機
能
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

･
占
用
事
業
者
業
務
を
支
援
す
る
機
能

申
請
書
作
成
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
デ

ー
タ
の
作
成
等

･
道
路
管
理
者
業
務
を
支
援
す
る
機
能

申
請
書
受
理
･
保
管
、
許
可
処
理
、
占
用
料
計
算
、

工
事
進
捗
管
理
等

･
運
用
を
支
援
す
る
機
能

申
請
デ
ー
タ
の
受
付
･
保
管
、
ユ
ー
ザ
I
D
管
理
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
等

③

行
政
情
報
化
に
係
る
共
通
課
題

行
政
情
報
化
の
共
通
課
題
と
し
て
、
次
の
こ
と
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

･
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
機
能
の
活
用

L
A
N
に
組
み
込
ま
れ
た
電
子
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

等
の
活
用

･
S
G
M
L
等
の
採
用

申
請
書
の
電
子
デ
ー
タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
公

文
書
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
採
用

･
電
子
文
書
の
原
本
性

電
子
文
書
の
原
本
性
の
確
保
方
策

剥

通
信
方
式
及
び
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性

通
信
方
式
及
び
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
と
し
て
、
次
の
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

占
用
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の
間
の
通
信
回
線

と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
前
提
と
す

る
が
、
暗
号
化
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り

十
分
な
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
や
公
衆
回
線
で

の
ポ
イ
ン
ト
ト
ゥ
ポ
イ
ン
ト
接
続
も
可
能
と
す
る

こ
、,と
0

･
通
信
手
段

占
用
事
業
者
と
道
路
管
理
者
間
の
デ
ー
タ
授
受
は
、

申
請
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
受
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
直
結
し
た
W
W
W
サ
ー
バ
を
別
途
設
け
、

こ
れ
を
介
し
て
、
道
路
管
理
者
内
の
占
用
申
請
D

B
へ
S
M
T
P
に
変
換
し
て
送
付
す
る
手
段
を
採

用
す
る
こ
と
o

･
申
請
者
認
証

建
設
C
A
L
S
/
E
C
の
一
環
と
し
て
、
建
設
省

独
自
の
認
証
局
構
想
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
当

面
の
認
証
に
は
、
民
間
の
認
証
機
関
の
活
用
等
に

つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

③

図
面
の
技
術
的
な
取
扱
い

図
面
を
取
扱
う
電
子
デ
ー
タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
当
面
、

イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
又
は
簡
易
C
A
D
デ
ー
タ
と
す
る
。
図

面
サ
イ
ズ
は
、
A
3
を
基
本
と
す
る
こ
と
、
図
面
デ
ー
タ

は
、
当
面
は
C
A
D
デ
ー
タ
の
業
界
標
準
と
な
っ
て
い
る

D
X
F
形
式
に
よ
る
図
面
デ
ー
タ
の
受
渡
し
の
み
と
し
、

将
来
的
に
は
建
設
C
A
L
S
/
E
C
の
動
向
に
沿
っ
た
方

向
で
図
面
の
取
扱
い
方
法
を
適
宜
見
直
し
て
い
く
こ
と
、
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申
請
書
に
添
付
す
る
図
面
の
カ
ラ
ー
表
示
は
、
色
圧
縮
及

び
通
常
の
圧
縮
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
等
が
必
要
で
あ
る
。

◎

地
図
デ
ー
タ
の
取
扱
い

平
面
図
の
背
景
と
し
て
詳
細
地
図
デ
ー
タ
は
利
用
せ
ず
、

占
用
事
業
者
が
作
成
す
る
図
面
を
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
若
し

く
は
C
A
D
デ
ー
タ
と
し
て
取
込
む
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

位
置
図
と
し
て
の
地
図
デ
ー
タ
は
、
国
土
地
理
院
の
1
/

2
5
0
0
0
数
値
地
図
等
も
利
用
で
き
る
よ
う
検
討
を
行

>｢/
o六

シ
ス
テ
ム
の
運
用

の

シ
ス
テ
ム
の
運
用
方
式

簡
易
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な

役
割
分
担
が
考
え
ら
れ
る
。

･
ユ
ー
ザ
登
録
関
連
デ
ー
タ
保
守
は
、
道
路
管
理
者
等

が
一
元
的
に
管
理
す
る
。

･
地
図
デ
ー
タ
保
守
は
、
全
て
の
ユ
ー
ザ
が
ロ
ー
カ
ル

に
実
施
す
る

(国
土
地
理
院
の
数
値
地
図
等
利
用
)。

･
道
路
管
理
者
内
処
理
用
デ
ー
タ
保
守
は
、
道
路
管
理

者
が
行
う
。

･
申
請
書
作
成
用
申
請
者
固
有
デ
ー
タ
保
守
は
、
申
請

者
が
行
う
。

･
申
請
デ
ー
タ
保
守
は
、
道
路
管
理
者
が
行
う
。

ユ
ー
ザ
登
録
関
連
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
道
路

管
理
者
に
対
し
て
道
路
占
用
許
可
申
請
を
行
う
可
能
性
の

あ
る
申
請
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
申
請
受
付
の

際
の
ユ
ー
ザ
I
D
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
道
路
管
理
者
に
よ

ら
ず
統
一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
と
運
用
管
理
の
観
点
か
ら
、

道
路
管
理
者
に
は
、
フ
ァ
イ
ル
交
換
機
能
を
有
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
直
結
し
た
申
請
受
付
サ
ー
バ
及
び
フ
ァ
イ

ア
ウ
ォ
ー
ル
を
介
し
て
道
路
管
理
者
内
の
L
A
N
に
接
続

さ
れ
た
申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ
の
少
な
く
と
も
二
つ
の

サ
ー
バ
を
用
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
申
請
受
付
サ

ー
バ
は
、
占
用
事
業
者
を
支
援
す
る
機
能
と
道
路
管
理
者

を
支
援
す
る
機
能
と
を
直
接
接
続
せ
ず
、
両
者
の
間
に
入

り
処
理
の
仲
介
を
行
う
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
道
路

管
理
者
に
共
通
な
機
能
で
あ
る
た
め
、
各
道
路
管
理
者
に

配
備
す
る
よ
り
も
ユ
ー
ザ
登
録
と
同
様
に
共
通
か
つ
統
一

的
な
形
態
を
と
る
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
。

②

オ
フ
ラ
イ
ン
申
請

電
子
化
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
申
請
者
が
電
子
化
に
対

応
で
き
な
い
場
合
を
考
慮
し
、
従
来
ど
お
り
の
紙
に
よ
る

申
請
若
し
く
は
F
D
に
よ
る
オ
フ
ラ
イ
ン
申
請
へ
の
対
応

を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

③

シ
ス
テ
ム
の
開
発
･
運
用
･
保
守

簡
易
シ
ス
テ
ム
の
開
発
･
運
用
･
保
守
に
あ
た
り
必
要

と
な
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

シ
ス
テ
ム
の
開
発
･
整
備

･
占
用
事
業
者

･
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

(P
C
、
ス
キ
ャ
ナ
、
プ
リ
ン

タ
、
モ
デ
ム
)

既
設
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
使
用
す
る
こ
と
を
前

提ス
キ
ャ
ナ
は
A
3
サ
イ
ズ
対
応
を
基
本

.
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
(W
W
W
ブ
ラ
ウ
ザ
、
P
R
8
巴

　
　
　
　

･
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
加
入

･
位
置
図
…
国
土
地
理
院
数
値
地
図

(必
要
地
域

の
み
)

そ
の
他
を
利
用
す
る
こ
と
も
可
能

･
道
路
管
理
者

･
ハ
i
ド
ウ
ェ
ア

(サ
ー
バ
、
プ
リ
ン
タ
、
審
査

用
P
C
数
台
)

既
設
の
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
使
用
す
る
こ
と
を
前

提プ
リ
ン
タ
は
A
3
サ
イ
ズ
対
応
を
基
本

･
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
(W
W
W
ブ
ラ
ウ
ザ
、
P
R
(音
程

　
　　
　
　

･
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
加
入

･
位
置
図
…
国
土
地
理
院
数
値
地
図

(必
要
地
域

の
み
)

･
道
路
管
理
者
若
し
く
は
占
用
事
業
者

･
シ
ス
テ
ム
開
発

･
改
良

･
申
請
受
付
、
デ
ー
タ
変
換
用
サ
ー
バ
整
備

(
一

-
二
台
)
及
び
L
A
N
整
備

･
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
設
備
整
備

･
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
加
入
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･
パ
イ
ロ
ッ
ト
試
験

②

シ
ス
テ
ム
の
運
用
･
保
守

･
通
信
費
等

･
シ
ス
テ
ム
、

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
保
守

印

必
要
整
備
の
負
担

シ
ス
テ
ム
の
開
発
･
運
用
に
あ
た
っ
て
の
必
要
整
備
の

負
担
に
つ
い
て
は
、
所
有
設
備
等
は
各
々
の
所
有
者
が
負

担
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
シ
ス
テ
ム
開
発
費
や
申
請
受

付
サ
ー
バ
の
整
備
、
シ
ス
テ
ム
運
用
･
保
守
等
の
負
担
に

つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
が
負
担
す
る
、
あ
る
い
は
シ
ス

テ
ム
利
用
料
と
し
て
関
係
者
に
よ
っ
て
共
同
負
担
す
る
等

の
方
策
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

七

シ
ス
テ
ム
イ
メ
ー
ジ

0

簡
易
シ
ス
テ
ム
の
構
成

簡
易
シ
ス
テ
ム
の
構
成
は
、
図
3
の
と
お
り
で
あ
り
、

こ
の
方
式
に
お
い
て
、
申
請
受
付
サ
ー
バ
は
、
道
路
管
理

者
内
L
A
N
に
直
接
接
続
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
占
用
事

業
者
を
支
援
す
る
機
能
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
申
請
書
類
を

電
子
メ
ー
ル
の
形
式
に
変
換
し
た
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
経
由
し
て
道
路
管
理
者
内
の
申
請
デ
ー
タ
保
管
サ
ー
バ

に
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

②

電
子
化
の
方
法

簡
易
シ
ス
テ
ム
が
対
象
と
す
る
道
路
占
用
許
可
申
請
手

続
の
各
段
階
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
書
類
の
電
子
化
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
等
は
、
所
定
の
様
式
の
入
力
画

面
へ
入
力
、
自
動
入
力
、
選
択
入
力
す
る
こ
と
、
図
面
は
、

ス
キ
ャ
ナ
入
力
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
、
C
A
D
デ
ー

タ
等
の
様
々
な
デ
ー
タ
形
式
を
目
的
に
応
じ
て
取
扱
う
こ

と
、
占
用
料
計
算
、
進
捗
管
理
を
自
動
化
す
る
こ
と
等
と

し
、
そ
の
概
要
を
表
2
に
示
す
。
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表 2 電子化の方法

手 続 準備･作成書類 電子化の方法

道路占用
許可申請

道路占用許可申請書

･所定の様式の入力画面を用意し、この画面に必要項目を入力する。
･自動入力、一覧表からの選択入力、申請書の保管･再利用を可能と
する。

･添付書類とともに一括送信する。

添
付
書
類

申請理由書
･メッセージとして送信する。
･印刷時には申請理由書として出力する。

内訳書 ･所定の様式の入力画面を用意し、この画面に必要項目を入力する。
･選択入力等で物件名、寸法、数量等を入力する。

位置図

･申請者、道路管理者の両者で国土地理院の数値地図等をもつ。
･申請者は位置座標情報を転送する。
･受信する道路管理者側で位置座標情報から位置図を自動作成す
る。

･スキャナ入力による侍暦図も扱えるようにする。
平面図、 断面
図、構造図

･図面をスキャナ入力し、 そのデータを送信する。
･CAD 図面がある場合は CAD データのまま送信する。

保安対策図
交通規制図

･図面をスキャナ入力し、 そのデータを送信する。
･CAD 図面がある場合は CAD データのまま送信する。

他行政庁の許可
写し

･他行政庁の許可番号等をメッセージとして送信する。

掘削断面図
･図面をスキャナ入力し、 そのデータを送信する。
･CAD 図面がある場合は CAD データのまま礫信する

仮復旧図、 本復
旧図

･復旧パターン図の番号を送信する。
･画面上では、 復旧パターン図の参照ができるようにする。

道路占用
許可

道路占用許可書
･所定の様式の入力画面を用意し、この画面に必要項目を入力する。
･道路占用許可書のデータを送信する。
･道路管理者、 申請者で出力する。

添
付
書
類

占用料計算書
(含む内訳書)

･申請内訳書から占用料の自動計算をし、占用料計算書を出力する。
･占用料の計算結果を所定書式で羨信ずる。

条件書
･条件書の種類に番号を付け、該当する番号を選択して送信する。
･画面上では、条件書の参照ができるようにする。

特記指示書 ･図面作成がなければメッセージ洪信によるものとする。

着手届
工事着手届書

･占用許可一覧表示画面から当該工事を指定し、工事着手のメッセ-
ジを送信する。

灘!鵺翳瀞 ･道路使用許可番号を入力する。

完了届
工事完了届書 占用許可一覧表示画面から当該工事を指定し、工事完了のメッセ-

ジを送信する。

復旧報告書 ･復旧に係る連絡事項をメッセージ送信する。
･復旧過程の写真をイメージデータとして揆億する。

道路管理
者内業務

出張所用占用台帳 ･台帳データを自動作成し、そのデータの検索を可能とする。
事務所用占用台帳 ･台帳データを自動作成し、そのデータの検索を可能とする。
占用料計算 ･内訳書からの占用料を自動計算する。
審査処理進捗状況管
理

･既存データから進捗管理関連情報を自動作成し検索を可能にす
る。
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③

シ
ス
テ
ム
の
利
用
手
順

申
請
者
は
、
書
類
手
続
に
よ
る
申
請
者
登
録
を
行
っ
た

後
、
申
請
書
作
成
ソ
フ
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
申
請
者

の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
こ
の
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス

ト
ー
ル
す
る
こ
と
で
申
請
書
、
着
手
届
、
完
了
届
の
作
成
･

送
信
等
を
、
道
路
管
理
者
は
、
こ
れ
を
受
信
し
て
審
査
、

許
可
の
た
め
の
処
理
等
を
所
要
の
操
作
手
順
で
行
う
こ
と

と
な
る
。

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
申
請
手
続
の
一
連
の
流
れ
を
図

4
に
、
申
請
書
等
の
画
面
イ
メ
ー
ジ
を
図
5
に
示
す
。

八

電
子
化
の
効
果

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
に
よ
り
、
次
の
よ

う
な
メ
リ
ッ
ト
が
期
待
さ
れ
る
。
今
後
、
電
子
化
に
よ
る

効
果
分
析
を
引
き
続
き
行
う
。

①

占
用
事
業
者
の
メ
リ
ッ
ト

･
申
請
デ
ー
タ
の
保
存
･
再
利
用
の
促
進
に
よ
り
、

同
種
申
請
に
お
け
る
申
請
書
作
成
が
容
易
に
な
る
。

･
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
デ
ー
タ

一
覧
表
か
ら
の
選

択
形
式
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
力
操
作
が
簡
素

化
さ
れ
る
。

･
申
請
書
提
出
、
許
可
書
受
取
、
着
手
届
提
出
、
完

了
届
提
出
の
都
度
、
道
路
管
理
者
の
窓
ロ
ま
で
往

復
す
る
こ
と
が
不
要
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
二

四
時
間
提
出
も
可
能
と
な
る
。

･
朝
青
雲
を
復
致
邪
教
コ
ピ
ー
す
る
必
要
が
な
く
な

も
＼
と

申
請
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

↓
,

÷

'

算計

き

料

続

確

確

計

豊

盤
旨
1
琳
駒

皺瀕

絹
炉
竿
螫

鍔

嶺概

:
朧
鬱

道張廉

轆
帆

襞醸

笠
蓬

讓
髄
搬

…

謝
鰔
鴬繃嶺
嗣

.
鬮
FI
I日
川等
(⑪

④進捗状況閲覧 *

⑤許可書受取 *

偽
署
嚢

寮.鐵
図 4 システムを利用した道路占用許可申請手続の流れ
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道路占用許可申請

手史酢と従い甲薄内窓窄入力してくださ、io入力完了後、｢甲瓶者を選る｣ボタンにより受行処理を行います。

道路占用許可申請書

崗萸地方涎段局長毀

平r ｢月だB
聴匝番号r----- -

担当者〈邇壗籠りl
　　　

道路法舞r32｣条の規定によりr許可を甲橇｣します。
占用の目的l
　 　　　

　 　
　占用の端癆 - -

　
　　　

　　 　 　 　 　　 　　 　　 　 　　加控 数量

　　　　 　 　 　

　 　 　 　
′干可二年 r三月 ｢二日から

占勅囲平 ｢年 n r日まて 占駒勤須　　 　　　　　　　 　　
! r一年 r一か月間
　　　 　　 　　　　

工享の黄團午可÷年 r二月 r三日まで -ヱ醇馳の菱 )
｢一[ B問

方法 " !

　　　　　 　　　　方法

三國巡國三園三園四逐鬘盤到妄鍼刻

図 5 ーー 申請書作成ツール画面イメージ

図 5 ー 2 位置図処理画面イメージ

‘砺観醜寵訟樹鞭巨切[拌覇の検莉蘂蒋園丈一幅満ゐ7

図 5 ー 3 平面図処理画面イメージ
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る
↓0

･
全
国
的
に
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
管

理
者
別
の
対
応
を
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。

･
占
用
事
業
者
内
の
工
事
計
画
関
係
シ
ス
テ
ム
と
の

連
動
が
可
能
と
な
る
o

②

道
路
管
理
者
の
メ
リ
ッ
ト

･
電
子
化
率
が
向
上
す
れ
ば
、
申
請
受
付
窓
ロ
業
務

の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

･
事
務
簡
素
化
、
標
準
化
の
推
進
と
電
子
決
裁
の
普

及
･
定
着
に
よ
り
、
事
務
処
理
期
間
の
短
縮
等
が

図
ら
れ
る
。

･
申
請
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
占
用
料
計
算
が
可
能
と

な
る
。

･
申
請
者
か
ら
の
着
手
届
、
完
了
届
に
連
動
し
、
進

捗
管
理
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

九

パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
計
『画

の

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
開
発
と
運
用

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、
近
畿
地
方
建
設
局

管
内
の
特
定
の
工
事
事
務
所
に
お
い
て
、
日
本
電
信
電
話

㈱
、
関
西
電
力
㈱
、
大
阪
ガ
ス
㈱
の
三
占
用
事
業
者
の
協

力
を
得
て
、
事
務
簡
素
化
、
シ
ス
テ
ム
の
実
用
性
、
シ
ス

テ
ム
の
利
便
性
、
シ
ス
テ
ム
運
用
方
法
の
実
現
性
、
電
子

決
裁
等
に
つ
い
て
の
実
証
実
験
を
行
う
。

②

パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

簡
易
シ
ス
テ
ム
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
運
用
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

･
平
成
11
年
4
月
ー
9
月

･
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
開
発

･
シ
ス
テ
ム
機
能
の
評
価

(開
発
過
程
に
お
け
る
デ

モ
を
と
お
し
た
コ
メ
ン
ト
)

･
運
用
ル
ー
ル
の
取
り
決
め

(開
発
シ
ス
テ
ム
を
実

運
用
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
)

･
平
成
11
年
10
月
-
12
月

･
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
運
用

･
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
運
用
状
況
の
調
査

･
平
成
12
年
1
月
-
3
月

･
パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
分
析

･
評
価
と
改
良
点
の

抽
出

･
本
格
展
開
策
の
検
討

一〇

今
後
の
検
討

今
回
は
、
道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
現
状
調
査
、
事

務
簡
素
化
、
シ
ス
テ
ム
化
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
た
。
今

回
の
検
討
、
電
子
化
の
方
向
性
を
踏
ま
え
、
事
務
簡
素
化
、

効
果
分
析
、
運
用
方
法
、
必
要
整
備
の
負
担
等
に
つ
い
て

パ
イ
ロ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
と
お
し
て
引
き
続
き
検

討
を
行
う
。

既
存
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
将
来
的
に
は

統
合
的
な
運
用
を
図
る
べ
く
シ
ス
テ
ム
の
融
合
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
が
、
当
面
、
申
請
内
容
に
関
す
る
デ
ー
タ
利

用
の
一
元
化
に
つ
い
て
具
体
的
な
手
法
の
検
討
を
行
う
。

さ
ら
に
、
平
成
三
一年
度
以
降
の
本
格
展
開
に
向
け
、

自
治
体
等
の
道
路
管
理
者
及
び
占
用
事
業
者
の
意
見
を
反

映
さ
せ
中
期
的
な
展
開
計
画
を
策
定
し
、
今
後
の
展
開
方

策
を
明
確
に
す
る
等
関
係
者
の
共
通
認
識
を
形
成
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
先
行
し
て
簡
易
シ
ス
テ
ム
を
導
入
･
運
用
す
る

自
治
体
に
対
し
て
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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一
一

将
来
展
望

0

道
路
管
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
間
の
連
携

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
だ
け
で
な
く
、
将
来
的
に
電

子
化
対
象
範
囲
を
道
路
工
事
調
整
や
占
用
物
件
管
理
へ
拡

大
す
る
等
道
路
占
用
に
係
る
シ
ス
テ
ム
を
充
実
さ
せ
て
い

く
た
め
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②

道
路
台
帳
の
デ
ジ
タ
ル
化

多
く
の
自
治
体
に
お
い
て
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

(G

I
S
)
の
導
入
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
防
災
対
策
、
都

市
計
画
な
ど
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
地
図
デ
ー
タ
整
備
の
気

運
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
占
用
許
可
申
請
手

続
の
電
子
化
の
進
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
道
路
台
帳
の
デ
ジ

タ
ル
化
が
推
進
さ
れ
、
将
来
的
に
双
方
の
融
合
が
図
ら
れ
、

道
路
管
理
の
高
度
化
が
実
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

③

電
子
決
裁

決
裁
の
シ
ス
テ
ム
化
、
行
政
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

等
に
よ
る
意
思
決
定
の
迅
速
化
、
的
確
な
情
報
管
理
等
行



政
運
営
の
高
度
化
を
推
進
す
べ
く
、
将
来
的
な
グ
ル
ー
プ

ウ
ェ
ア
の
活
用
等
を
図
り
つ
つ
電
子
決
裁
を
行
う
よ
う
引

き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

@

電
子
決
済

道
路
占
用
料
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
債
権
発
生
通
知
か

ら
占
用
料
の
納
入
ま
で
を
電
子
化
で
き
る
よ
う
引
き
続
き

検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

③

道
路
使
用
許
可
申
請
手
続
と
の
連
携

道
路
占
用
許
可
と
道
路
使
用
許
可
の
手
続
を
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
で
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
、

今
後
、
道
路
占
用
許
可
申
請
処
理
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と

道
路
使
用
許
可
申
請
処
理
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連

携
に
向
け
、
引
き
続
き
関
係
機
関
の
情
報
交
換
と
協
力
を

行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

三
一
今
後
の
検
討
の
進
め
方

に
最
終
的
な
と
り
ま
と
め
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
平
成
一
二
年
度
以
降
の
本
格
展
開
に
あ
た
っ
て

は
、
地
方
自
治
体
を
は
じ
め
全
国
へ
の
導
入
拡
大
を
検
討

し
実
施
す
る
た
め
の
別
組
織
を
設
け
て
、
具
体
的
な
展
開

を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
に
つ
い
て
は
、
道

路
管
理
者
、
占
用

(公
益
物
件
)
事
業
者
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
者
の
理
解
と
協
力
が
あ
っ
て
初
め
て
円
滑
に
運
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
を
借
り
て
、
関
係
者
の
積
極

的
な
参
画
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。
(耳
汀
…＼＼也さ
メベ

H江
0
6
･閃
0
し
け
＼
[0
鈍
A
＼｢o
m
a
＼
の①
□
で
0
に
＼
)

(道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室
建
設
専
門
官
)

“
“
※
〆
に
よ
““
“
‘
･
饉

翠
続
の.

項

三

舞

蟻
擬

絲

鰯

捻

子
化
の
本
格
的
な
展
開
に
向
け
て
、

･
平
成
三

年
度

会

…会
ヅ

"決
の

ツ
ヅ

ヅ

“開

ム
開
上

会
"部
"部
…
ロ
“解
"策

ロ
“
ロ
"
ロ
“展

テ
…展
"
ロ

6

パ
イ
‐ロ
ッ
ト
,シ
ス
テ
ム
の
間
…琺発
･
運
用
･

分
析
肉
･

概
観翻讐辱"川翁靴巍然
湖
沼川君川…拶似柑
洪
…“*樹浚
図

評
価
、
本
格
展
開
策
の
検
討

･
平
成
三
一年
度
以
降

お
わ
り
に

シ
ス
テ
ム
改
良
･
汎
用
化
、
本
格
展
開

等
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
検
討
を
行
う

(図
6
参
照
)。

以
上
、
｢道
路
占
用
許
可
申
請
手
続
の
電
子
化
研
究
会
｣

項 目 平成lo年度
l

平成11年度 平成12年度 ~

研究会 △ l △中間 1 △1 1 △ 終口授

検討部会

作業部会

パイロット運用分科会

-果題解決策の検討

解決策の関連機関間の調整

ーパイロットシステムの開発

宣パイロットシステムの運用 □
パイロットシステムの分析･評価 □
本格展開策の検討 □
システム改良･汎用化

本格展開

フォローアップ体制の確立

画計討検の後今図

の
中
間
的
な
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、

本
研
究
会
は
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
平
成

=
年
度
内
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平
成
地
年
度
に
言
い
濾
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
%

(そ
の
1
)

踰

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

全
国
の
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
平
成
九
年
度
内
に
言

い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
り
、

以
下
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
表
中
の
横
浜
市
道
原
付
鶴
見
川
転
落
事
件
は
道

路
行
政
セ
ミ
ナ
ー

(98
年
3
月
号
)
に
長
野
県
道
バ
ー
ド

ラ
イ
ン
地
滑
り
事
件
は

(4
月
号
)
に
詳
し
く
解
説
し
て

い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

岐
阜
国
道
一九
号
車
線
減
少
車
両
衝
突
事
件

こ
の
事
件
は
岐
阜
県
多
治
見
市
内
の
国
道
一
九
号

(直

轄
管
理
区
間
)
で
起
こ
っ
た
事
件
で
、
二
車
線
か
ら
四
車

線
に
拡
幅
工
事
中
の
箇
所
に
お
い
て
、
ま
だ
四
車
線
化
が

完
成
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
二
車
線
分
を
対
面
通
行
で

供
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
を
四
車
線
道
路
と
誤
認
し

た
被
害
者
運
転
の
普
通
ト
ラ
ッ
ク
が
対
向
し
て
き
た
大
型

ト
ラ
ッ
ク
と
正
面
衝
突
し
普
通
ト
ラ
ッ
ク
の
被
害
者
が
死

亡
し
た
事
件
で
す
。

こ
の
事
件
の
争
点
は
事
故
地
点
の
近
く
ま
で
四
車
線
道

路
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
当
該
工
事
箇
所
に
お

い
て
二
車
線
道
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
通
常
の
注
意
を

も
っ
て
運
転
し
て
い
る
者
に
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
、
具

体
的
に
は
｢対
面
通
行
で
あ
る
旨
の
標
識
や
信
号
機
｣
｢夜

間
照
明
灯
｣
｢赤
色
灯
｣
｢セ
ー
フ
テ
ィ
ー
コ
ー
ン
｣
｢保
安

灯
｣
等
の
設
置
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
裁
判
所
は
、
｢当
該
事
故
現
場
で
供
用
さ
れ

て
い
る
部
分
の
右
側
一
帯
に
道
路
予
定
地
が
存
在
し
て
い

る
も
の
の
、
土
の
状
態
の
ま
ま
で
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
運
転
者
に
も
容
易
に
分
か
る
状
況
で
あ
っ
た
。｣事
実

を
ま
ず
認
定
し
、

①
車
線
数
が
減
少
す
る
旨
の
道
路
標
識
、
矢
印
及
び
導

流
帯
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

②
中
央
線
が
黄
色
実
線
で
引
か
れ
て
い
た
こ
と
。

③
前
記
道
路
予
定
地
は
容
易
に
認
識
で
き
る
こ
と
。

④
舗
装
済
み
の
予
定
地
の
部
分
は
出
入
り
が
制
限
さ
れ

て
い
た
こ
と
o

等
を
総
合
勘
案
す
る
と
運
転
者
に
と
っ
て
二
車
線
で
あ
る

こ
と
は
十
分
認
識
で
き
る
と
し
、
道
路
の
設
置
及
び
管
理

に
瑕
疵
は
存
在
せ
ず
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
も
の
で

す
。滋

賀
国
進
一六
一号
新
安
曇
川
大
橋

ス
リ
ッ
プ
事
件

こ
の
事
件
は
、
滋
賀
県
の
国
道
一
六
一
号
の
新
安
曇
川

大
橋
上

(直
轄
管
理
)
で
路
面
凍
結
の
た
め
ス
リ
ッ
プ
し



別表

事件名･当事者 道路種別 道路管理者 裁判所 判決年月日 経過

名神高速道路轍掘スリップ事件 腕 日本道路公団 京都地方裁判所 H 9
,

4
,
22 筬

横浜市道原付鶴見川転落事件 市道 神奈川県横浜市 横浜地方裁判所 H 9
,

4
,
25 訴控

瀬戸市道無蓋側溝自転車転落事件 市道 愛知県瀬戸市 名古屋地方裁判所 H 9
.
4
.
30 訴控

滋賀国道161号新安曇川大橋スリップ事件 道国 近畿地方建設局 大阪高等裁羊 H 9
.

6
.
11 籔

横浜市道工事中道路砕石スリップ事件 積 神奈川県横浜市 横浜地方裁判所 H 9
.

6
.
16 定確

安芸市道防護柵不全転落事件 道市 高知県安芸市 高知地方裁判所 H 9
.

6
.
18 蔽

長野県道バードライン地滑り事件 県道 長野県 長野地方裁判所 H 9
.

6
.
27 繞

静岡県道バイク ･ トラック衝突事件 県道 綱 静岡地裁沼津支部 H 9
,

8
,
28 玲

平塚市道路肩崩壊車両転落事件 市道 神奈川県平塚市 横浜地方裁判所 H 9
.
10
,
16 定確

千葉県道歩道狭小歩行者車両衝突事件 賄 機 所竿‘裁方地葉千 "○9H 訴控

滋賀国道161号雪崩防護柵接触車両損壊事件 醸 燭搦繊 所棹方瀧金 mLaH 繞
岐阜19号車線減少車両衝突事件 道国 局設建癌

巴部r中 励淵方馴岐 121aH 繊
中国自動車道側溝溢水車両損壊事件 髄 蛔路道本臼

一
所判･-街

]
阪大 12LaH 錠

道央自動車道多重衝突事件 凝 鰯梼 所判戦高幌札 1919H 蟷
大竹市道大雨車両浸水事件 繭 嬬麒 所判堝地鶇 燧29H 訴控

東予市道ショベルローダー転落事件 髓 聯
媛愛 斯淵等高松 “1･

mH 筋
入間市道穴ぼこ原付転倒事件 髓 鰤課埼 部支●‐■--1f裁地嗣 ハリ2

･
mH 読

横浜市道擁壁崩壊家屋損壊事件 髓 市浜贓==奈神 所洋方灘横 ぬU3
･

mH 訴控

笠岡市道段差車両衝突事件 硝 市岡笠県山岡 鵡鱗鵜 253
･

mH 続
福島県道工事中バイク転倒事件 賄 県島福 嫡山郡峨島 “3･

10H 訴控

た
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
が
対
向
車
両
と
衝
突
し
た
事
件
で
す
。

原
告
は
道
路
管
理
者
は
路
面
の
凍
結
を
防
止
す
る
義
務

が
あ
る
と
し
て
提
訴
し
ま
し
た
が
、
裁
判
所
は
請
求
を
認

め
ま
せ
ん
で
し
た
。

控
訴
審
に
つ
い
て
は
控
訴
の
理
由
な
し
と
い
う
こ
と
で

棄
却
さ
れ
ま
し
た
。

滋
賀
国
道
一六
一号
雪
崩
防
護
柵
接
触

車
両
損
壊
事
件

こ
の
事
件
は
、
滋
賀
県
の
国
道
一
六
一
号
で
雪
崩
防
止

柵
に
ト
ラ
ッ
ク
が
接
触
し
車
両
が
損
壊
し
た

(二
回
)
事

件
で
す
が
、
そ
の
両
方
と
も
事
故
後
に
警
察
へ
の
事
故
届

け
も
行
っ
て
お
ら
ず
、
時
間
が
経
過
し
た
の
ち
道
路
管
理

者
へ
損
害
賠
償
の
申
し
出
が
あ
り
、
道
路
管
理
者
と
し
て

は
事
故
の
特
定
が
出
来
な
い
た
め
任
意
に
よ
る
賠
償
が
出

来
な
か
っ
た
た
め
提
訴
さ
れ
た
事
件
で
す
。

(裁
判
所
の
判
断
)

･
事
故
車
両
の
受
け
た
損
傷
の
場
所
と
防
護
柵
の
高
さ

は
、
路
面
の
傾
斜
等
を
勘
案
す
る
と
符
合
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
現
に
発
生
し
た
前
記
の

損
傷
の
形
状
も
考
慮
す
れ
ば
、
右
損
傷
が
本
件
防
護

柵
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
る
の
が

相
当
で
あ
る
o

･
道
路
構
造
令
に
定
め
る
建
築
限
界
に
よ
れ
ば
路
肩
の

端
に
お
い
て
高
さ
三
･
八
m
以
下
の
空
間
に
突
出
し

た
構
造
物
を
設
け
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
本

件
構
造
物
は
こ
れ
に
違
反
し
て
お
り
、
こ
の
付
近
の

道
路
状
況
か
ら
し
て
路
肩
上
を
自
動
車
が
走
行
す
る

こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
、
設
置
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い

,え
ろ
,。

･
運
転
者
の
過
失
相
殺
は
第
一
事
故
が
運
転
手
三
割
"

道
路
管
理
者
七
割
、
第
二
事
故
が
運
転
手
九
割
"
道

路
管
理
者
一
割
と
す
る
。



と
さ
れ
、
損
害
額
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
保
険
で
ま
か
な

わ
れ
て
い
る
た
め
、
認
容
金
額
は
五
万
円
あ
ま
り
と
い
う

少
額
の
判
決
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
警
察
に
よ
る
事
故
証
明
書
が

な
く
と
も

｢作
為
的
に
本
件
の
車
両
の
損
傷
を
作
出
す
る

こ
と
も
現
実
的
で
な
い
｣
と
判
断
し
て
事
実
認
定
を
し
た

と
こ
ろ
が
特
筆
さ
れ
ま
す
。
行
政
側
の
任
意
の
損
害
賠
償

の
支
出
で
は
考
え
ら
れ
な
い
認
定
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

名
神
高
速
道
路
轍
堀
ス
リ
ッ
プ
事
件

こ
の
事
件
は
、
追
い
越
し
車
線
か
ら
走
行
車
線
に
進
路

変
更
し
よ
う
と
し
た
原
告
車
が
左
側
の
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
に

接
触
し
、
回
転
停
車
し
た
と
こ
ろ
に
後
続
の
自
動
車
が
衝

突
し
た
が
、
原
告
は
こ
の
事
故
の
原
因
が
轍
掘
れ
に
よ
る

ス
リ
ッ
プ
で
あ
る
と
主
張
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
、

裁
判
所
は
以
下
の
理
由
に
よ
り
原
告
の
訴
え
を
棄
却
し
ま

し
た
。

･
原
告
は
車
線
変
更
の
際
、
路
面
が
降
雨
に
よ
り
湿
潤

な
状
況
で
あ
っ
て
、
時
速
八
〇
如
の
ま
ま
ハ
ン
ド
ル

を
切
れ
ば
滑
走
す
る
危
険
が
あ
る
の
に
漫
然
と
走
行

し
た
た
め
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
へ
の
接
触
事
故
を
起
こ
し

た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

･
本
件
路
上
の
轍
部
分
に
約
二
伽
の
冠
水
が
存
し
て
い

た
こ
と
自
体
が
原
告
車
の
走
行
経
路
上
に
生
じ
て
い

た
か
否
か
の
点
も
不
明
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当

該
轍
あ
る
い
は
冠
水
に
原
告
車
の
車
輪
が
は
ま
っ
て

ス
リ
ッ
プ
す
る
こ
と
自
体
が
到
底
想
定
で
き
な
い
事

態
で
あ
る
か
ら
、
被
告
道
路
公
団
の
責
任
を
問
う
べ

き
具
体
的
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

･
他
に
本
件
路
上
の
保
存
管
理
上
の
瑕
疵
が
原
告
車
の

滑
走
の
原
因
を
な
し
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は

な
･い
。

こ
の
判
決
の
事
実
認
定
は
轍
の
深
さ
、
冠
水
の
状
態
の

事
実
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
瑕
疵
の
判
断
の
前
例
と
し
て
使
用
す
る
に

は
無
理
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

中
国
自
動
車
道
側
溝
溢
水
車
両
損
壊
事
件

こ
の
事
件
は
、
高
速
道
路
の
料
金
所
付
近
が
激
し
い
降

雨
の
た
め
溢
水
し
、
車
両
を
損
壊
し
た
と
い
う
事
件
で
す
。

原
告
の
主
張
で
は
、
料
金
所
の
停
車
ス
ペ
ー
ス
の
直
前

が
約
二
○
釦
溢
水
し
、
そ
こ
を
通
過
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
フ
ロ
ン
ト
ス
ポ
イ
ラ
ー
や
バ
ン
パ
ー
に
よ
っ
て
水
を

跳
ね
上
げ
、
フ
ロ
ン
ト
グ
リ
ル
の
吸
気
ロ
に
入
り
込
み
エ

ア
ク
リ
ー
ナ
ー
、
イ
ン
ジ

ェ
ク
シ
ョ
ン
を
経
て
エ
ン
ジ
ン

内
部
に
水
が
入
り
込
み
走
行
中
の
エ
ン
ジ
ン
が
機
能
不
全

に
陥
り
、
運
転
不
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

主
張
に
対
し
、
裁
判
所
は
以
下
の
と
お
り
判
断
を
下
し
ま

し
た
。

･
本
件
自
動
車
は
昭
和
六
三
年
に
初
度
登
録
さ
れ
た
ド

イ
ツ
の
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
社
製
5
6
0
S
E
L
で

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
A
M
G
社
に
よ
り
、
標
準
モ
デ

ル
の
も
の
よ
り
高
速
運
転
に
適
す
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
バ
ル
ブ
が
二
本
か
ら
四
本
に
す

る
な
ど
車
両
に
改
造
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
車
高
も

標
準
よ
り
四
伽
低
い
一
四
皿
で
あ
っ
た
。

･
エ
ン
ジ
ン
の
構
造
も
ス
ロ
ッ
ト
バ
ル
ブ
の
下
に
サ
ー

ジ
タ
ン
ク
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
吸
気
ロ
か
ら

取
り
入
れ
ら
れ
た
空
気
は
、
吸
気
バ
ル
ブ
に
向
か
う

が
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
と
シ
リ
ン
ダ
ー
の
吸
気
バ
ル
ブ

は
直
接
連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
サ
ー
ジ
タ

ン
ク
内
に
水
が
流
入
し
た
と
し
て
も
、
相
当
強
力
な

吸
引
力
が
な
け
れ
ば
、
吸
気
バ
ル
ブ
を
経
て
シ
リ
ン

ダ
ー
内
に
水
が
流
入
し
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
た
。

･
本
件
現
場
は
一
時
間
に
四
二
皿
と
い
う
激
し
い
豪
雨

に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
長
さ
数
十
m
に
亘
る
間
で
深

さ
約
二
〇

館
の
冠
水
と
な

っ
て
い
た
。

･
運
転
者
は
そ
の
箇
所
に
約
四
0
-
五
〇
如
の
速
度
で

進
入
し
た
が
、
冠
水
箇
所
に
入
っ
た
と
た
ん

｢ゴ
ク

ッ
｣
と
い
う
衝
撃
と
と
も
に
突
然
停
止
し
た
。

･
そ
の
時
間
帯
約
一
時
間
の
間
当
該
現
場
を
七
八
四
台

の
自
動
車
が
通
過
し
た
が
エ
ン
ジ
ン
が
故
障
し
た
車

は

一
台
も
な
か
っ
た
。

･
事
故
後
に
判
明
し
た
自
動
車
の
損
傷
状
況
は
シ
リ
ン

ダ
ー
内
部
の
ピ
ス
ト
ン
が
破
損
し
、
こ
れ
に
接
続
す

る
コ
ネ
ク
テ
ィ
ン
グ
ロ
ッ
ド
が
中
心
軸
が
ず
れ
る
よ

う
な
形
で
顕
著
に
歪
曲
し
て
い
た
。
ま
た
、
シ
リ
ン



タ
ー
ヘ
ッ
ド
の
排
気
バ
ル
ブ
は
、
飛
び
出
し
た
形
で

追
い
越
し
車
線
を
走
行
中
、
事
故
の
進
路
直
前
に
口

な
さ
れ
て
い
た
箇
所
で
あ
り
、
そ
の
手
前
に
は
｢最
徐
行
｣

歪
曲
す
る
と
と
も
に
、
ピ
ス
ト
ン
上
部
に
右
排
気
バ

ル
ブ
と
衝
突
し
た
と
推
定
さ
れ
る
無
数
の
打
痕
が
生

じ
て
い
た
。
し
か
し
、
シ
リ
ン
ダ
ー
に
は
水
が
入
っ

た
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
錆
に
よ
る
変
形
等
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。

･
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
エ
ン
ジ
ン
の
故
障

が
シ
リ
ン
ダ
ー
内
に
水
が
流
入
し
た
こ
と
に
起
因
す

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
吸
気
ロ
か

ら
相
当
量
の
水
が
シ
リ
ン
ダ
ー
内
に
吸
入
さ
れ
た
こ

と
が
前
提
と
な
る
と
こ
ろ
、
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
冠

水
箇
所
に
溜
ま
っ
た
雨
水
が
車
が
停
止
す
る
ま
で
の

約
一
秒
間
に
こ
の
よ
う
な
相
当
量
が
エ
ン
ジ
ン
内
部

に
入
っ
た
こ
と
は
結
局
証
明
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

･
し
た
が
っ
て
、
道
路
管
理
者
の
管
理
の
瑕
疵
の
有
無

に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
原
告
の
請
求
は
理

由
が
な
い
の
で
請
求
を
棄
却
す
る
。

道
央
自
動
車
道
多
重
衝
突
事
件

こ
の
事
件
は
北
海
道
の
道
央
自
動
車
道
に
お
い
て
発
生

し
た
多
重
衝
突
事
故
の
原
因
が
公
団
側
の
口
!
タ
リ
ー
除

雪
車
で
あ
る
と
し
認
定
さ
れ
た
第
一
審
判
決
に
対
す
る
控

訴
審
の
判
決
で
す
。
控
訴
審
に
お
い
て
も
以
下
の
理
由
に

よ
り
判
断
は
覆
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

･
本
件
事
故
の
原
因
は
、
原
告
車
が
事
故
現
場
付
近
の

ー
タ
リ
ー
除
雪
車
が
進
入
し
て
く
る
の
を
認
め
た
た

め
、
同
車
両
と
の
衝
突
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
急
制

動
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
る
。

･
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
は
せ
い
ぜ
い
四
〇
虹
程
度
の
速

度
し
か
出
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
走
行
車
線
か
ら

追
い
越
し
車
線
に
進
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
追
い

越
し
車
線
を
走
行
し
て
く
る
車
両
の
進
行
を
妨
害
し

な
い
よ
う
後
方
の
安
全
を
十
分
に
確
認
す
べ
き
注
意

義
務
が
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠
り
漫
然
と
追
い
越
し

車
線
に
進
入
し
た
た
め
折
か
ら
走
行
し
て
き
た
原
告

車
に
急
制
動
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
後
続

の
車
両
に
追
突
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

･
公
団
は
相
被
告
会
社
に
除
雪
作
業
を
請
け
負
わ
せ
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
使
用
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
事
件
は
上
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
島
県
道
工
事
中
バ
イ
ク
転
倒
事
件

こ
の
事
件
は
自
動
二
輪
車
で
県
道
を
通
行
し
て
い
た
被

害
者
が
、
拡
幅
工
事
現
場
に
気
づ
か
ず
負
傷
し
た
事
件
で

す
。事

故
は
平
成
五
年
七
月
一
六
日
午
後
一
〇
時
項
、
四
車

線
拡
幅
工
事
が
終
了
し
て
い
る
部
分
か
ら
ま
だ
二
車
線
し

か
な
い
部
分
で
の
対
面
通
行
に
戻
る
よ
う
な
交
通
規
制
が

｢二
〇
0
m
先
工
事
中
｣
｢右
に
よ
れ
｣等
の
標
識
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
誘
導
柱
や
図
の
よ
う
な
パ
イ
プ
バ
リ
ケ
ー

ド
が
路
面
に
設
置
さ
れ
、保
安
等
も
設
置
さ
れ
て
い
た
(別

図
1
)
。

争
点
は
、
道
路
管
理
者
や
工
事
施
工
業
者
が
設
置
し
た

保
安
施
設
が
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
裁
判
所

は
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
ま
し
た
。

①
原
告
の
自
動
二
輪
車
の
運
転
状
況
は
、
事
故
現
場
へ

の
突
入
状
況
か
ら
勘
案
す
る
と
制
限
速
度
の
六
○
虹

を
大
幅
に
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
上
を
み
て
も
制

限
速
度
を
や
や
上
回
る
程
度
で
あ
り
、
｢暴
走
｣と
評

価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

②
四
車
線
か
ら
二
車
線
に

｢絞
る
｣
た
め
の
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
の
設
置
方
法
が
、
そ
の
最
終
部
分
と
道
路
中
央

部
分
を
ほ
ぼ
直
線
で
結
ぶ
べ
き
位
置
に
設
置
す
べ
き

で
あ
っ
た
の
に
、
施
工
業
者
は
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
後

半
約
三
分
の
一
の
部
分
を
道
路
左
側
方
向
に
曲
げ
、

逆
く
の
字
の
形

(｢〉
｣)
で
設
置
し
、
誤
誘
導
の
お

そ
れ
が
あ
る
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

③

｢右
に
よ
れ
｣
で
は
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
交
通
規

制
ま
で
を
運
転
者
に
告
知
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
m

む
し
ろ
右
側
車
線
を
走
行
し
て
い
た
運
転
者
に
対
し
、
｣に

そ
の
ま
ま
進
行
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
誤
信
さ
せ
て
し

培

ま
う
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

'

と
し
、
本
件
事
故
現
場
に
お
け
る
保
安
施
設
の
設
置
に
は
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別図 1

不
備
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
原
告
の
日
頃
の
運

転
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
事
故
は
保
安
施
設
の
不
備
に
よ
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
原
告
の
請
求
を
認
め
ま

し
た
。

前
記
の
事
件
と
本
当
に
類
似
し
て
い
る
案
件
か
ど
う
力

は
同
一
人
物
が
両
方
の
現
場
を
実
際
に
見
比
べ
て
み
な
い

と
正
確
な
判
断
は
下
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
不
用
意

に
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
前
記
の
岐
阜
国
道
一
九
号
の
事
件

と
状
況
は
似
た
事
件
で
あ
る
の
に
、
相
対
す
る
判
断
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
現
場
の
状
況
に
加
え
て
被
害
者
の
運
転
方
法
の

差
異
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
推
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
判
決
に
対
し
道
路
管
理
者
側
は
控
訴
し
て

い
ま
す
。

千
葉
県
道
歩
道
狭
小
歩
行
者
車
両
衝
突
事
件

こ
の
事
件
は
、
幅
員
が
七
四
伽
の
歩
道
を
自
転
車
を
押

し
て
通
行
し
て
い
た
被
害
者
が
対
向
し
て
き
た
自
動
車
と

衝
突
し
、
死
亡
し
た
事
件
で
す
が
、
本
件
歩
道
は
、
民
家

の
生
け
垣
の
枝
、
葉
が
歩
道
側
に
は
み
出
し
、
板
塀
も
途

中
で
折
れ
た
り
し
て
舗
道
側
に
突
き
出
て
歩
道
の
有
効
幅

員
が
さ
ら
に
狭
く
な
っ
て
い
た
た
め
事
故
が
起
こ
っ
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
自
動
車
の
運
転
者
と
と
も
に
道
路
管
理

者
も
訴
え
ら
れ
た
事
件
で
す
。
裁
判
所
は
以
下
の
と
お
り



事
実
認
定
を
し
て
、
判
断
を
下
し
ま
し
た
。

す
べ
き
で
あ
り
、
実
際
に
も
そ
の
通
行
は
可
能
で
あ

し
た
。

･
被
害
者
は
自
転
車
に
乗
っ
て
走
行
し
て
い
た
の
で
は

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ

･

な
く
、
自
転
車
を
歩
道
上
に
置
い
て
こ
れ
を
引
き
な

が
ら
自
身
は
車
道
上
を
歩
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
対

向
し
て
進
行
し
て
き
た
自
動
車
の
左
前
部
が
被
害
者

の
身
体
に
接
触
し
て
、
被
害
者
が
仰
向
け
に
転
倒
し

た
と
こ
ろ
、
自
動
車
の
左
前
輪
及
び
後
輪
で
轢
過
さ

れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

･
し
た
が
っ
て
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
被
告
は
前
方

を
十
分
に
注
視
し
、
か
つ
、
道
路
左
側
の
歩
道
と
の

間
隔
を
で
き
る
だ
け
と
っ
て
走
行
す
べ
き
注
意
義
務

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
っ
た
過
失
が

あ
り
、
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

,
道
路
管
理
の
瑕
疵
の
点
に
つ
い
て
は
、

｢本
件
道
路
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
十
分
に

広
い
道
路
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
道
路
構
造

令
等
の
道
路
設
置
基
準
に
反
す
る
よ
う
な
点
は
認
め

ら
れ
ず
、
車
道
、
歩
道
と
も
そ
の
通
行
の
用
に
供
す

る
の
に
必
要
な
幅
員
は
確
保
さ
れ
て
い
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。

な
お
、
歩
道
部
分
に
民
家
の
生
け
垣
の
葉
が
張
り

出
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

歩
道
上
を
歩
行
者
が
通
行
で
き
な
か
っ
た
訳
で
は
な

く
、
加
え
て
本
件
道
路
で
は
自
転
車
に
よ
る
歩
道
上

の
通
行
は
予
定
し
て
お
ら
ず
、
自
転
車
で
本
件
道
路

を
通
行
す
る
と
す
れ
ば
、
左
側
の
車
道
部
分
を
通
行

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ

き
性
状
、
設
備
を
備
え
ず
に
安
全
性
を
欠
い
て
い
た

も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
｣

と
し
て
、
道
路
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
認

め
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
自
動
車
運
転
者
と
被
害
者
の
過
失
相
殺
の
割
合

は
、
加
害
者
七
…
被
害
者
三
と
い
う
認
定
に
な
り
ま
し
た
。

静
岡
県
道
バ
イ
ク
･
ト
ラ
ッ
ク
衝
突
事
件

こ
の
事
件
は
バ
イ
ク
で
山
間
の
県
道
を
進
行
し
て
い
た

被
害
者
が
対
向
し
て
き
た
ト
ラ
ッ
ク
と
衝
突
し
、
死
亡
し

た
事
件
で
す
が
、
第
一
審
に
お
け
る
裁
判
所
の
事
故
態
様

の
認
定
は
被
害
者
の
バ
イ
ク
が
対
向
車
線
を
超
え
た
た
め

衝
突
し
た
も
の
で
あ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
者
の
過
失
及

び

｢
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
が
ほ
と
ん
ど
消
え
て
い
た
｣
と
原

告
が
主
張
す
る
道
路
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
も
認
め
ず
請

求
は
棄
却
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
同
様
の
判
断
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
事
件
は
上
告
さ
れ
て
い

ま
す
。入

間
市
道
穴
ぼ
こ
原
付
転
倒
事
件

こ
の
事
件
は
市
道
上
の
穴
ぼ
こ
に
原
付
自
転
車
が
は
ま

り
、
運
転
者
が
重
傷
を
負
っ
た
事
件
で
す
。
裁
判
所
は
以

下
の
事
実
認
定
の
も
と
に
道
路
管
理
上
の
瑕
疵
を
認
め
ま

･
被
害
者
は
約
三
〇
畑
の
速
度
で
本
件
現
場
付
近
を
走

行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
自
動
車
が
後
方
か
ら
合

図
も
な
し
に
被
害
者
の
車
両
を
追
い
越
そ
う
と
し
た

た
め
、
被
害
者
は
あ
わ
て
て
左
側
に
ハ
ン
ド
ル
を
切

り
、
長
さ
約
一
･
七
m
幅
○
･
七
m
深
さ
一
二
伽
の

穴
に
原
付
が
は
ま
り
ハ
ン
ド
ル
を
と
ら
れ
転
倒
を
し

た
も
の
で
あ
る
o

･
本
件
穴
は
事
故
の
発
生
を
十
分
予
測
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
修
復
工
事
も
行
わ
ず
、

警
告
措
置
も
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
管
理
上
の
瑕
疵

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

･
被
告
は
本
件
道
路
の
最
左
端
を
原
付
自
転
車
が
走
行

す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
被
害
者
が
通
常
の
用
法
に

則
し
な
い
異
常
な
走
行
を
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で

あ
る
と
主
張
す
る
が
、
本
件
穴
ぼ
こ
は
本
件
道
路
の

幅
員
内
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
す
れ
違
い
の
際
に

は
こ
の
部
分
を
走
行
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き

こ
の
被
告
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

横
浜
市
道
工
事
中
道
路
砕
石
ス
リ
ッ
プ
事
件

こ
の
事
件
は
、
舗
装
補
修
工
事
中
の
市
道
を
普
通
乗
用

車
で
走
行
中
、
工
事
に
よ
り
突
き
出
て
い
た
マ
ン
ホ
ー
ル

を
避
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
砕
石
に
よ
り
ス
リ
ッ
プ
し

て
街
路
樹
に
衝
突
し
、
運
転
者
が
負
傷
し
た
事
件
で
す
。

(裁
判
所
の
判
断
)
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･
本
件
事
故
は
、
工
事
中
の
道
路
の
夜
間
開
放
前
に
マ

管
理
す
る
水
路
敷
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
り
原
告
敷
地
の
擁

ン
ホ
ー
ル
部
分
の
段
差
す
り
つ
け
を
し
た
に
も
か
か

壁
が
崩
壊
し
た
と
い
う
こ
と
で
訴
え
ら
れ
た
事
件
で
す
。

わ
ら
ず
、
開
放
後
の
自
動
車
の
通
行
に
と
も
な
い
、

(裁
判
所
の
判
断
)

五
伽
を
超
え
な
い
程
度
の
段
差
が
生
じ
て
し
ま
い
、

･
降
雨
に
よ
る
雨
水
が
本
件
擁
壁
部
分
に
流
入
し
た
こ

原
告
が
相
当
の
速
度
で
自
動
車
運
転
を
し
て
い
た
と

と
が
擁
壁
の
崩
壊
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
は
推
認
出

こ
ろ
、
急
に
道
路
の
段
差
を
感
じ
、
マ
ン
ホ
ー
ル
を

来
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
量
の
雨
水
を
排
水
施
設
に

発
見
し
て
あ
わ
て
て
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
こ
と
か
ら
、

よ
り
完
全
に
排
水
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
あ
る
程

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
い
街
路
樹
に
衝
突
し
た
も
の
で

度
は
地
表
に
流
れ
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
の
で
雨

あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。

水
が
民
有
地
に
流
れ
込
ん
だ
と
し
て
も
直
ち
に
水
路

本
件
現
場
の
よ
う
な
良
好
な
道
路
条
件
に
お
い
て
は
、

の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
断
定
は
出
来
な
い
。

通
常
の
車
両
運
転
者
は
そ
の
工
事
ひ
い
て
は
段
差
の

･
原
告
の
主
張

(雨
水
の
流
れ
)
は
伝
聞
･
推
測
に
基

存
在
を
直
前
ま
で
は
気
づ
か
ず
、
舗
装
道
路
と
同
様

づ
く
も
の
で
た
や
す
く
採
用
で
き
な
い

(別
図
2
の

の
道
路
条
件
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
走
行
す
る
の

主
張
)。

原
告
が
相
当
の
速
度
で
自
動
車
運
転
を
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
急
に
道
路
の
段
差
を
感
じ
、
マ
ン
ホ
ー
ル
を

発
見
し
て
あ
わ
て
て
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
こ
と
か
ら
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
い
街
路
樹
に
衝
突
し
た
も
の
で

あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。

･
本
件
現
場
の
よ
う
な
良
好
な
道
路
条
件
に
お
い
て
は
、

通
常
の
車
両
運
転
者
は
そ
の
工
事
ひ
い
て
は
段
差
の

存
在
を
直
前
ま
で
は
気
づ
か
ず
、
舗
装
道
路
と
同
様

の
道
路
条
件
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
走
行
す
る
の

が
普
通
で
あ
る
o

･
本
件
に
お
い
て
は
、
運
転
者
に
工
事
中
で
あ
る
こ
と

が
明
瞭
に
判
明
し
う
る
よ
う
工
事
予
告
板
等
を
設
置

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

施
し
た
事
実
は
証
拠
上
認
め
ら
れ
な
い
の
で
こ
の
点

に
お
い
て
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

･
過
失
相
殺
は
、
運
転
者
…
道
路
管
理
者
で
五
割
ず
っ

と
す
る
。

横
浜
市
道
擁
壁
崩
壊
家
屋
損
壊
事
件

こ
の
事
件
は
、
平
成
四
年
一
〇
月
八
日
か
ら
九
日
に
か

け
て
横
浜
市
金
沢
区
内
で
集
中
豪
雨
が
あ
り
、
横
浜
市
が

･
過
去
の
台
風
時
に
は
今
回
を
上
回
る
降
雨
が
あ
り
、

今
回
の
流
入
は
通
常
の
強
度
を
有
す
る
構
造
物
を
容

易
に
破
壊
す
る
ほ
ど
多
量
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
定
か
で
は
な
い
。

･
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
が
被
告
が
管
理
す
る
水

路
の
瑕
疵
に
よ
る
雨
水
の
大
量
流
入
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
認
め
る
に
は
足
り
ず
、
原
告
の
主
張
す
る
因

果
関
係
が
立
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
ま
し
た
が
、
こ
の
事
件

は
原
告
側
が
控
訴
し
て
控
訴
審
が
継
続
し
て
い
ま
す
。

平
塚
市
道
路
層
崩
壊
車
両
転
落
事
件

こ
の
事
件
は
市
道
の
路
肩
か
ら
乗
用
車
が
転
落
し
た
事

件
で
す
。

平
成
八
年
五
月
九
日
の
午
前
一
〇
時
頃
、
周
辺
が
農
地

で
あ
る
簡
易
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
道
路

(幅
員
一
･
五

六
m
)
で
降
雨
の
た
め
湿
潤
し
て
い
た
路
肩
上
を
乗
用
車

(約

一
･
八
t
)
が
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
路
肩
が
崩

壊
し
て
乗
用
車
が
転
落
し
ま
し
た
。

(裁
判
所
の
判
断
)

①
本
件
道
路
は
、
車
両
の
通
行
に
関
し
て
は
、
舗
装
部

分
内
を
余
裕
を
も
っ
て
走
行
で
き
る
車
両
の
通
行
を

予
定
し
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
路
肩
部
分
に
車
輪
が
か
か
る
よ
う
な
車
両
の

通
行
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

②
車
両
制
限
令
に
よ
れ
ば
、
道
路
を
通
行
す
る
車
両
の

幅
は
最
大
道
路
幅
員
か
ら
○
･
五
m
を
超
え
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

③
原
告
車
の
車
幅
は
一
･
七
m
あ
り
、
法
令
違
反
の
走

行
で
あ
る
と
い
え
る
o

④
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま

で
も
な
く
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
。

と
し
て
請
求
を
棄
却
し
ま
し
た
。

車
両
制
限
令
を
理
由
に
、
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
請
求
を

棄
却
し
た
事
例
は
他
に
は
見
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

道
路
交
通
法
上
の
制
限
に
も
言
及
す
れ
ば
十
分
な
判
決

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
内
容
で
は
あ
ま
り
参

考
に
な
ら
な
い
判
決
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
判
決
は
確
定
し
て
い
ま
す
。
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瀬
戸
市
道
無
蓋
側
溝
自
転
車
転
落
事
件

こ
の
事
件
は
原
告
運
転
の
自
転
車
が
無
蓋
側
溝
に
転
落

し
た
事
件
で
す
が
、
本
件
道
路
は
幅
員
約
二
･
六
m
で
ほ

ぼ
平
坦
で
、
側
溝
は
家
屋
の
出
入
り
ロ
等
に
は
蓋
が
あ
っ

た
が
、
本
件
事
故
現
場
は
約
六
〇
皿
の
部
分
に
蓋
が
な
か

っ
た
も
の
で
す
。

被
害
者
は
、
対
向
し
て
く
る
自
動
車
を
避
け
る
た
め
道

路
の
左
側
に
寄
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
自
動
車
を
や
り

過
ご
し
た
後

(停
止
は
し
て
い
な
い
)
自
転
車
で
直
進
し

て
そ
の
無
蓋
部
分
に
転
落
し
ま
し
た
。
裁
判
所
の
判
断
と

し
て
は
、
そ
の
事
故
部
分
が
無
蓋
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
を

評
価
し
て
、
本
件
道
路
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る

と
認
定
し
ま
し
た
。

そ
し
て
過
失
相
殺
と
し
て
原
告
側
に
四
割
の
過
失
を
認

定
し
ま
し
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
、
被
告
で
あ
る
道
路
管
理
者
は
控

訴
し
て
い
ま
す
。

笠
岡
市
道
段
差
車
両
衝
突
事
件

こ
の
事
件
は
、
交
差
点
入
り
ロ
付
近
の
段
差
に
よ
っ
て

自
動
車
を
大
破
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
す
。

平
成
六
年
七
月
二
三
日
午
前
0
時
ご
ろ
、
本
件
自
動
車

が
交
差
点
付
近
の
段
差
を
通
過
し
た
際
に
バ
ウ
ン
ド
し
、

そ
の
ま
ま
直
進
し
て
前
方
の
鉄
鎖
に
衝
突
し
た
上
、
こ
れ

を
く
ぐ
り
抜
け
さ
ら
に
左
前
方
の
土
砂
に
そ
の
ま
ま
左
前
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部
や
側
面
を
衝
突
･
接
触
し
自
動
車
が
大
破
し
ま
し
た
。

交
差
点
付
近
の
段
差
は
、
改
良
工
事
の
た
め
約
三
五
節

の
段
差
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
は
長
さ
約
一
･
七
五
m
の

鉄
板
が
敷
か
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
段
差
部
分
の
前
後
に
は

｢段
差
あ
り
｣
の
看
板
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
螢
光
塗
料
で
は
な
い
た
め
夜

間
は
見
え
に
く
い
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

(裁
判
所
の
判
断
)

①
本
件
段
差
部
分
の
鉄
板
に
よ
る
勾
配
は
約
二
0
%
に

な
り
、
道
路
構
造
令
の
基
準
を
超
え
て
い
る
。

②
段
差
部
分
を
認
識
で
き
る
明
瞭
な
看
板
も
設
置
さ
れ

て
い
な
い
。

③
以
上
、
①
及
び
②
に
よ
れ
ば
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵

が
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

④
し
か
し
な
が
ら
、
運
転
者
の
行
動
は
ブ
レ
ー
キ
と
ア

ク
セ
ル
を
踏
み
間
違
え
る
と
い
う
異
常
な
も
の
で
あ

り
、
制
限
速
度
も
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

衝
突
し
た
際
も
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
続
け
て
い
た
と
い

う
一
般
に
予
見
不
可
能
な
異
常
な
行
為
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑤
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
故
と
管
理
瑕
疵
と
の
間
に
は

条
件
関
係
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
法
律
上
の
因

果
関
係
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
本
件
請
求

を
棄
却
す
る
。

と
さ
れ
ま
し
た
。

大
竹
市
道
大
雨
車
両
浸
水
事
件

こ
の
事
件
は
、
広
島
県
内
の
大
竹
市
道
に
お
い
て
集
中

豪
雨
時
に
地
下
道
に
進
入
し
た
自
動
車
が
浸
水
し
、
車
両

損
害
を
起
こ
し
た
事
件
で
す
。
裁
判
所
認
定
の
事
実
関
係

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

･
平
成
八
年
六
月
二
八
日
は
、
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て

い
た
が
、
午
前
一
一
時
頃
に
急
に
激
し
い
降
雨
と
な

り
、
午
後
○
時
ま
で
の
一
時
間
に
五
〇
臘
と
い
う
激

し
い
降
雨
を
記
録
し
た
。

･
そ
こ
に
午
後
○
時
四
〇
分
頃
、
原
告
の
母
が
当
該
車

両
を
運
転
し
J
R
山
陽
本
線
と
交
差
す
る
た
め
の
高

低
差
約
一
･
七
五
m
の
地
下
道
部
分
に
進
入
し
た
が
、

五
○
伽
程
度
の
溢
水
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
当
該
車

両
は
全
損
と
な
っ
た
。

･
こ
の
地
下
道
の
排
水
シ
ス
テ
ム
は
両
脇
に
排
水
溝
が

設
置
さ
れ
編
み
目
状
に
な
っ
た
ス
ク
リ
ー
ン
が
設
置

さ
れ
、
ポ
ン
プ
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。

･
し
か
し
当
日
は
激
し
い
雨
の
た
め
、
路
面
や
側
溝
に

あ

っ
た
ご
み
が
雨
水
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
ス
ク
リ
ー

ン
に
目
詰
ま
り
が
生
じ
、
排
水
に
支
障
を
来
し
、
道

路
上
に
雨
水
が
貯
留
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

･
道
路
管
理
者
は
○
時
二
〇
分
項
警
察
よ
り
当
該
道
路

が
溢
水
し
て
い
る
旨
の
連
絡
を
受
け
、
同
五
〇
分
頃

通
行
止
め
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
設
置
を
行
い
、
本
件
事

故
を
確
認
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
裁
判
所
は
、
道

路
管
理
上
の
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
以
下
の
理
由
に

よ
っ
て
認
定
し
ま
し
た
。

･
溢
水
の
原
因
は
本
件
道
路
が
水
の
溜
ま
り
や
す
い
構

造
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
公
衆
道
徳
の
低
下
に
よ
り
路

上
に
散
乱
し
て
い
た
ご
み
が
急
激
な
降
雨
で
排
水
溝

を
塞
い
だ
こ
と
に
あ
る
。

･
本
件
道
路
の
ス
ク
リ
ー
ン
清
掃
は
事
故
の
四
日
前
に

な
さ
れ
て
お
り
、
当
日
の
よ
う
な
急
激
な
豪
雨
に
よ

り
道
路
管
理
者
が
そ
の
豪
雨
が
発
生
し
て
か
ら
短
時

間
で
一
斉
に
点
検
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
道
路
管

理
者
と
し
て
は
、
適
切
な
処
置
を
講
じ
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
o

･
よ
っ
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

と
道
路
管
理
者
側
の
管
理
瑕
疵
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
こ
の
判
決
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
一
節
が
あ
り

ま
す
の
で
そ
の
ま
ま
弓
用
し
ま
す
。

(道
路
管
理
者
は
溢
水
に
よ
り
通
行
不
能
で
あ
れ
ば
そ
の

旨
を
迅
速
に
表
示
す
る
な
ど
の
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
と

い
う
原
告
の
主
張
に
対
し
て
)

｢
こ
の
点
に
つ
き
、
被
告
は
、
｢本
件
の
よ
う
な
豪
雨
に
対

す
る
対
策
と
し
て
、
市
内
各
所
の
道
路
や
水
路
の
管
理
、

点
検
を
一
時
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
被
告
と
し

て
は
、
警
察
署
や
付
近
住
民
か
ら
の
通
報
に
よ
っ
て
対
処

せ
ざ
る
を
得
な
い
。｣と
主
張
し
、
警
察
署
や
付
近
住
民
か

ら
の
通
報
が
あ
る
ま
で
は
、
対
処
処
置
を
講
じ
な
く
と
も
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責
任
は
問
わ
れ
な
い
か
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
責
任
を
放
棄
し
た
も
の

で
あ

っ
て
採
用
で
き
な
い
。｣

裁
判
所
が
、
結
論
と
し
て
は
こ
の
事
実
を
認
め
て
い
る

の
に
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
被
告
側
の
い
わ
ば

｢開
き
直
り
｣
の
よ
う
な

答
弁
は
採
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
事
件
は

被
害
が
物
損
で
す
の
で
こ
の
よ
う
な
結
論
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
人
損
で
あ
っ
た
際
に
は
結
論
が
ど
う
で
る

か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
(道
路
管
理
者
の

と
っ
た
措
置
に
異
論
を
挟
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)

な
お
、
こ
の
事
件
は
控
訴
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
予
市
道
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
タ
ー
転
落
事
件

本
件
は
、
昭
和
六
〇
年
三
月
一
〇
日
午
前
一
〇
時
一
〇

分
頃
、
道
路
拡
幅
工
事
中
の
市
道
で
タ
イ
ヤ
付
き
シ
ョ
ベ

ル
ロ
ー
ダ
!
を
運
転
中
、
路
肩
か
ら
三
･
五
m
下
の
河
川

敷
に
転
落
し
運
転
者
が
死
亡
し
た
案
件
で
す
が
、
本
件
事

故
は
通
常
予
想
さ
れ
な
い
運
転
操
作

(
ハ
ン
ド
ル
の
操
作

ミ
ス
)
に
起
因
し
て
路
肩
崩
壊
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
原
審
同
様
控
訴
は
棄
却
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
事
件
の
原
審
に
つ
い
て
は
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
(%

年
3
月
号
)
に
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を

参
照
し
て
下
さ
い
。

安
芸
市
道
防
護
柵
不
全
転
落
事
件

こ
の
事
件
は
飲
酒
･
泥
酔
状
態
の
被
害
者
が
市
道
の
防

護
柵
の
途
切
れ
て
い
る
箇
所
か
ら
転
落
し
、
死
亡
し
た
事

件
で
す
。
裁
判
所
の
事
実
認
定
は
、

｢被
害
者
は
相
当
程
度
飲
酒
し
、
自
宅
近
く
で
タ
ク
シ

ー
を
下
車
し
た
後
、
自
宅
と
は
逆
方
向
へ
歩
き
出
し
、

市
道
が
途
切
れ
て
い
る
地
点
か
ら
約
一
･
七
m
下
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
排
水
路
に
転
落
し
、
約
二
時
間
後
に
凍

死
し
た
。｣

｢遺
体
の
状
況
か
ら
、
転
落
に
よ
り
脳
し
ん
と
う
等
を

起
こ
し
た
可
能
性
は
な
く
、
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
か

ら
泥
酔
状
態
に
あ
っ
た
。｣

で
あ
り
、
以
下
の
と
お
り
道
路
管
理
の
瑕
疵
を
認
め
ま
し

た
。①

本
件
市
道
の
南
端
に
転
落
防
止
の
柵
又
は
金
網
等
が

な
け
れ
ば
、
人
が
約
一
･
七
m
下
の
本
件
排
水
路
に

転
落
し
て
、
負
傷
又
は
死
亡
す
る
危
険
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
市
道
の
設
置
、
管
理
に
は

瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

②
本
件
市
道
を
利
用
す
る
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
者
で
あ

り
、
転
落
防
止
柵
や
街
路
灯
を
設
置
し
な
く
て
も
瑕

疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
す
る
道
路
管
理
者
の

主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

③
被
告
は
被
害
者
が
転
落
に
よ
っ
て
意
識
を
失
っ
た
の

で
は
な
く
、
転
落
と
死
亡
の
因
果
関
係
が
な
い
旨
主

張
す
る
が
、
一
･
七
m
か
ら
の
落
下
は
相
当
衝
撃
が

あ
り
、
泥
酔
状
態
に
こ
の
衝
撃
が
加
わ
っ
て
被
害
者

が
石
垣
を
よ
じ
登
る
こ
と
を
妨
げ
、
水
路
に
倒
れ
て

眠
り
込
む
に
至
ら
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
相
当
因

果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
。

④
被
害
者
が
泥
酔
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
過
失
相
殺

の
問
題
で
あ
っ
て
、
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。

⑤
過
失
相
殺
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
四
…
被
害
者

六
と
す
る
o

以
上
の
判
断
が
裁
判
所
か
ら
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
判

決
は
か
な
り
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
瑕
疵
の
認
定
方
法
で
す
が
、
①
の
よ
う
な
認
定

で
は
あ
ま
り
に
も
粗
い
認
定
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
過
去
の
最
高
裁
判
例
も
ひ
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
も

気
に
な
り
ま
す
。

次
に
被
害
者
の
死
亡
と
瑕
疵
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
も

綿
密
な
事
実
認
定
が
さ
れ
た
気
配
も
な
く
、
裁
判
官
の
判

断
一
つ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
(過
失
相
殺
に
つ
い
て
被

害
者
側
の
過
失
の
方
が
瑕
疵
よ
り
多
い
こ
と
が
こ
の
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
)

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
先
例
と
し

て
参
考
に
す
る
か
ど
う
か
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
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道路局路政課

は
じ
め
に

看
板
、
標
識
等
に
つ
い
て
は
、
道
路
占
用
許
可
の
対
象

と
し
て
道
路
法
第
三
二
条
第
一
項
第
七
号
に
基
づ
く
道
路

法
施
行
令
第
七
条
第
一
号
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
直
轄
国

道
に
お
け
る
運
用
基
準
に
つ
い
て
は
、
｢指
定
区
間
内
の

一

般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可
基
準
に
つ

い
て
｣
(昭
和
四
四
年
建
設
省
道
政
発
第
五
二
号
道
路
局
長

通
達
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
看
板
、
標
識
等
の
占
用
に
あ
た
っ
て

は
、
都
市
景
観
の
問
題
を
は
じ
め
様
々
な
観
点
か
ら
の
議

論
が
あ
り
、
当
課
へ
の
照
会
事
例
も
多
い
。

そ
こ
で
、
以
下
で
最
近
当
課
で
相
談
を
受
け
た
具
体
的

な
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　

市
役
所
や
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
等
の
案
内
板
を
設
置

す
る
場
合
の
道
路
占
用
上
の
取
扱
い
如
何
。

検

討
本
件
の
よ
う
な
案
内
板
は
、
道
路
法
第
四
五
条
に
基

づ
き
道
路
管
理
者
が
設
置
す
る
権
限
を
有
す
る
道
路
標

識
と
し
て
の
案
内
標
識
と
は
異
な
る
た
め
、
専
ら
施
設

の
管
理
者
や
市
町
村
等
の
公
的
主
体
が
占
用
物
件
と
し

て
道
路
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
便
宜
上
、
道
路

標
識
で
あ
る
案
内
標
識
に
準
ず
る
形
態
の
も
の
は
道
路

法
施
行
令
第
七
条
第
一
号
の
標
識
と
し
て
取
り
扱
い
、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
同
条
同
号
に
お
け
る
看
板
と
し
て

取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
道
路
通
行
者
の
利
便

の
た
め
に
沿
道
又
は
近
傍
に
存
す
る
公
共
性
の
高
い
施

設
等
の
位
置
を
周
知
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
る
も
の
で

　

あ
る
が
･

公
共
性
の
高
い
施
設
等
の
例
と
し
て
は
学
校
、
瀞

保
育
所
、
市
役
所
、
病
院
、
災
害
時
の
避
難
場
所
等
が

挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
道
路
占
用
は
、
直
轄
国
道
に
お
い
て
は
前

述
し
た
昭
和
四
四
年
建
設
省
道
政
発
第
五
二
号
に
基
づ

き
処
理
さ
れ
る
が
、
本
基
準
は
地
方
公
共
団
体
が
公
共

的
目
的
を
も
っ
て
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
対
象
外

と
し
て
い
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
道
路
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的

な
許
可
基
準
に
よ
る
他
は
個
別
に
占
用
の
是
非
を
判
断

す
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
案
内
板
に
広
告
物
を
添
加
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
広
告
物
の
道
路
へ
の
設
置
は
公
道
を

特
定
人
の
利
益
追
求
に
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、

案
内
板
の
視
認
性
を
低
下
さ
せ
る
な
ど
案
内
板
本
来
の

効
用
を
妨
げ
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
望
ま
し
く

ふな
い
。

　
　　

国
体
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
国
民
的
イ
ベ
ン
ト
に

お
け
る
立
看
板
、
横
断
幕
、
旗
ざ
お
等
の
道
路
へ
の
設
置

要
望
に
対
す
る
道
路
占
用
上
の
取
扱
い
如
何
。

看板、 標識等の
道路歯卿に係る事例研宛



外
す
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
工
作
物
に
取
り
付
け
ら
れ

た
だ
し
、
占
用
許
可
を
与
え
る
場
合
に
は
、
当
該
物

検

討
立
看
板
、
横
断
幕
、
旗
ざ
お
等
の
道
路
占
用
に
つ
い

て
は
、

①
道
路
通
行
者
の
視
線
誘
導
の
障
害
と
な
る
こ
と

②
落
下
、
汚
損
等
に
よ
り
美
観
を
損
な
い
又
は
公
衆
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
高
い
こ
と

③
道
路
上
に
お
い
て
独
占
的
に
営
利
行
為
を
認
め
る
こ

と
は
適
当
で
は
な
い
こ
と

等
の
問
題
点
が
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
、
道
路
本
来
の
機

能
を
損
な
わ
な
い
範
囲
内
で
占
用
を
認
め
る
も
の
と
す

る
道
路
法
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
基
本
的
に
は
抑
制
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
が
国
体
な
ど
の
国
民
的
な
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
道
路
管
理
と
い
う

観
点
か
ら
す
れ
ば
特
別
視
す
る
理
由
は
な
い
。
ま
た
、

占
用
者
が
公
共
的
団
体
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
設
置
形

態
等
は
民
間
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
慎
重
な
取
扱
い
が
必
要
と
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
設
置
す
る
場
合
で
も
極
力
民
有
地
に
設

置
す
る
よ
う
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

て
い
る
も
の
)
等
の
不
法
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
公

安
委
員
会
、
地
方
公
共
団
体
と
連
絡
調
整
を
行
い
屋
外

広
告
物
条
例
に
よ
る
除
却
命
令
等
の
適
用
可
能
性
な
ど

を
勘
案
し
な
が
ら
、
道
路
管
理
者
と
し
て
も
監
督
処
分

等
の
措
置
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
軽
易
な

も
の
で
、
有
効
期
限
を
経
過
し
設
置
目
的
を
果
た
し
終

え
た
と
判
断
さ
れ
る
も
の
や
、
損
傷
等
に
よ
り
実
質
的

に
そ
の
財
産
的
価
値
を
喪
失
し
た
と
客
観
的
に
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
接
道
路
管
理
者
が
維
持
管

理
の
一
環
と
し
て
撤
去
す
る
こ
と
も
特
段
問
題
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
後
日
の
紛
争
を
回
避
す
る

た
め
に
も
、
財
産
的
価
値
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
拭

い
き
れ
な
い
物
件
に
つ
い
て
当
該
物
件
の
掲
出
者
が
判

明
で
き
る
場
合
は
、
撤
去
後
掲
出
者
に
速
や
か
に
連
絡

し
、
引
き
取
ら
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

件
の
落
下
等
に
よ
り
道
路
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
が

阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
そ
の
構
造
及
び
取
り
付
け
方
法

等
に
つ
い
て
個
別
事
案
ご
と
に
慎
重
に
審
査
す
る
必
要

が
あ
る
。

な
お
、
看
板
類
に
つ
い
て
は
、
同
基
準
そ
の
他
の
道

路
法
令
に
よ
る
ほ
か
、
道
路
交
通
法
、
屋
外
広
告
物
法

(屋
外
広
告
物
条
例
)
等
他
法
令
の
処
分
基
準
を
も
勘

案
し
、
関
係
機
関
と
連
携
を
と
っ
て
処
理
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。

回圏
圏

立
看
板
等
の
不
法
占
用
物
件
の
撤
去
方
針
如
何
。

検

討
立
看
板
、
捨
て
看
板
、
移
動
式
看
板
、
旗
竿
、
は
り

紙
、
は
り
札

(ベ
ニ
ヤ
板
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
、
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
紙
を
貼
り
、
容
易
に
取
り

　
　
　

靴
、
歯
ブ
ラ
シ
等
を
模
し
た
特
殊
な
形
状
を
有
す
る
突

出
看
板
で
あ
っ
て
も
、
占
用
許
可
基
準
に
適
合
し
て
い
る

場
合
は
許
可
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

検

討
占
用
許
可
基
準
が
採
用
し
て
い
る
設
置
数
、
設
置
高

及
び
突
出
幅
等
の
各
判
断
項
目
に
適
合
し
て
い
る
物
件

に
つ
い
て
、
占
用
許
可
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
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、
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憾
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内
の
一
般
国
道
に
お
け
る
路
上
広
告
物
等
の
占
用
許
可

基
準

第
一

趣
旨
及
び
方
針

路
上
広
告
物
の
占
用
の
場
所
に
よ
っ
て
は
信
号
機
及
び
道
路
標
識
の

効
用
を
妨
げ
る
こ
と
、
道
路
の
有
効
幅
員
を
狭
く
す
る
こ
と
、
車
両
運

転
者
に
無
用
の
心
理
的
緊
張
を
与
え
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
道
路
交
通
の

安
全
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
良
好
な
道
路
環

境
の
確
保
を
図
る
た
め
指
定
区
間
内
の
国
道

(道
内
の
主
要
な
一
般
国

道
を
含
む
。)
に
お
け
る
路
上
広
告
物
の
占
用
は
本
基
準
に
従
い
厳
正
に

取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第
二

定
義

本
基
準
に
お
い
て

｢路
上
広
告
物
｣
と
は
、
次
に
掲
げ
る
工
作
物
又

は
物
件
を
い
う
o

の

添
加
看
板
等

電
柱
、
街
灯
、
標
識
、
ア
ー
ケ
ー
ド
そ
の
他
道
路
区
域
内
の
工
作

物
又
は
物
件
に
添
加
さ
れ
る
看
板

(以
下

｢添
加
看
板
｣
と
い

う
。)、
広
告
用
の
幕
若
し
く
は
旗
ざ
お
、
は
り
札
、
は
り
紙
及
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
。

②

突
出
看
板
等

建
物
、
へ
い
、
そ
の
他
道
路
区
域
外
の
工
作
物
若
し
く
は
物
件
に

ハ

消
火
栓
、
火
災
報
知
機
、
郵
便
ポ
ス
ト
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
、
変

添
加
さ
れ
又
は
道
路
区
域
外
の
土
地
に
設
置
さ
れ
道
路
区
域
内
に
突

圧
塔
、
及
び
こ
れ
ら
に

す
る

牛
。

出
す
る
看
板
、
広
告
用
の
幕
、
若
し
く
は
日
よ
け
及
び
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
。

③

立
看
板
等

道
路
区
域
内
の
土
地
に
設
置
さ
れ
る
立
看
板
、
広
告
板
、
広
告
用

旗
ざ
お
、
標
識
、
広
告
塔
、
ア
ー
チ
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
。

剥

自
家
用
看
板
等

突
出
看
板
等
及
び
立
看
板
等
の
う
ち
沿
道
で
営
業
又
は
事
業
を
行

な
う
者
が
自
己
の
営
業
所
(店
舗
を
含
む
。)
又
は
事
業
所
若
し
く
は

作
業
所
に
添
加
す
る
自
己
の
店
名
、
屋
号
、
商
標
若
し
く
は
自
ら
販

売
若
し
く
は
制
作
す
る
商
品
の
名
称
又
は
自
己
の
営
業
若
し
く
は
事

業
の
内
容
を
表
示
す
る
も
の
。

第
三

適
用
除
外

次
に
掲
げ
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
本
基
準
を
適
用
し
な
い
。

の

法
令
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
。

②

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
公
共
的
目
的
を
も
っ
て
設
置
す
る
も
の
。

㈱

公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
ポ
ス
タ
ー
、

立
札
等
。

⑧

冠
婚
葬
祭
の
た
め
一
時
的
に
設
置
す
る
も
の
。

第
四

禁
止
場
所
等

路
上
広
告
物
、
こ
れ
を
掲
出
す
る
工
作
物
若
し
く
は
物
件
(以
下
｢路

上
広
告
物
等
｣
と
い
う
。)
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
若
し
く
は
場
所
又
は

工
作
物
若
し
く
は
物
件
に
設
置
又
は
添
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

自
家
用
看
板
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

○

自
動
車
専
用
道
路
。
た
だ
し
、
道
路
の
区
域
内
に
設
け
る
休
憩
所
、

給
油
所
及
び
自
動
車
修
理
所
の
業
務
の
た
め
に
設
け
る
必
要
最
小
限

の
路
上
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

今
後
改
築
済
と
な
る
道
路
の
区
間

(舗
装
工
事
又
は
局
部
改
良
等

小
規
模
の
も
の
を
除
く
。
)

③

次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
件
、
工
作
物
、
場
所

イ

橋
、
ト
ン
ネ
ル
、
高
架
構
造
(横
断
歩
道
橋
を
含
む
。)
及
び
分

離
帯
。

口

街
路
樹
、
信
号
機
、
道
路
標
識
、
防
護
柵
、
駒
止
め
の
類
及
び

里
程
標
の
類
。

圧
塔
、
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
件
。

ニ

道
路
が
交
差
し
、
及
び
連
結
す
る
場
所
、
横
断
歩
道
並
び
に
踏

切
道
。

ホ

車
両
等
が
徐
行
す
る
必
要
の
あ
る
ま
が
り
か
ど

(交
差
点
を
除

く
。)
及
び
勾
配
の
急
な
坂
。

へ

橋
(長
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。)
及
び
ト
ン
ネ

ル
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
、
警
戒
標
識
、
規

制
標
識
(駐
車
禁
止
、
駐
停
車
禁
止
の
標
識
を
除
く
。)
及
び
横
断

歩
道
の
指
示
標
識
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
並

び
に
信
号
機
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
。

ト

車
道
幅
員
五
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
が
交
差
点
若
し
く
は

連
結
し
て
い
る
交
差
点
又
は
連
結
点
、
横
断
歩
道
及
び
踏
切
道
の

前
後
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
。

チ

そ
の
他
道
路
管
理
上
特
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
場
所
。

第
五

設
置
方
法

路
上
広
告
物
等
の
設
置
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
い▲ら
な
い
。

①

添
加
看
板
等

イ

添
加
看
板
等

(添
加
看
板
の
う
ち
巻
付
看
板
及
び
照
明
式
バ
ス

停
留
所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
を
除
く
。)
の
最
下
部
と
路
面
と
の

距
離
は
四
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お

い
て
は
二
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

口

原
則
と
し
て
道
路
中
央
側
に
つ
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
o

ハ

電
柱
、
街
灯
等
の
柱
類
に
添
加
す
る
添
加
看
板
等
の
大
き
さ
は

縦
一
･
五
メ
ー
ト
ル
以
内
横
○
･
八
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
そ
の

表
示
面
積
は
一
･
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
。

ニ

添
加
看
板
は
一
柱
に
つ
き
一
個

(巻
付
看
板
及
び
照
明
式
バ
ス

停
留
所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
に
つ
い
て
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
内
に
お
い
て
一
個
を
三
面
と
し
て
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。)
に
限
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
内
の
道
路
に
あ
っ
て

は
、
一
柱
に
つ
き
取
付
一
個
、
巻
付
一
個
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
巻
付
看
板
は
一
面
と
し
対
面
禁
止
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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ホ

第
四
③
へ
及
び
卜
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
巻
付
看
板
を
対
面
禁

止
と
し
て
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ

電
柱
に
添
加
す
る
看
板
等
の
相
互
間
の
距
離
は
、
道
路
一
側
に

つ
き
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

ト

は
り
紙
、
ぬ
り
広
告
等
路
上
工
作
物
又
は
物
件
に
直
接
貼
付
又

は
塗
装
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②

突
出
看
板
等

イ

自
家
用
看
板
等
に
限
る
も
の
と
し
、
一
営
業
所
又
は
一
事
業
所

若
し
く
は
一
作
業
所
に
つ
き
二
個
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
た
ば

こ
、
塩
又
は
切
手
の
販
売
店
、
専
門
店
、
加
盟
店
、
代
理
店
等
を

表
示
す
る
○
･
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
広
告
用
日
よ

け
を
除
く
。

口

看
板
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
は
四
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
た
だ
し
、
歩
道
上
に
お
い
て
は
二
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ

路
面
上
に
一
メ
ー
ト
ル
以
上
つ
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

③

立
看
板
等

(ア
ー
チ
を
除
く
。)

イ

立
看
板
等
の
う
ち
立
看
板
、
旗
ざ
お
は
、
催
物
、
集
会
等
の
た

め
一
時
的
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
大
き
さ

(旗
ざ
お
に
つ
い

て
は
旗
の
部
分
の
大
き
さ
)
は
縦
二
メ
ー
ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル

以
内
と
す
る
。

口

地
面
に
接
す
る
部
分
の
位
置
は
、
法
敷
、
側
こ
う
上
又
は
路
肩

と
す
る
。
た
だ
し
、
横
○
･
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
立
看
板
、
標
識

又
は
旗
ざ
お
を
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
歩
道
上
に
設
け
る
場
合

は
、
歩
道
内
の
車
道
寄
り
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

ア
ー
チ

イ

原
則
と
し
て
、
祭
礼
、
催
物
等
の
た
め
に
一
時
的
に
設
け
る
も

の
に
限
る
。

口

車
道
を
横
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
車

道
幅
員
九
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
を
横
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

交
通
の
円
滑
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

道
路
を
横
断
す
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離
は
、
五
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

た
だ
し
、
歩
道
を
横
断
す
る
部
分
の
最
下
部
と
路
面
と
の
距
離

は
、
三
･
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ

地
面
に
接
す
る
部
分
の
位
置
は
、
法
敷
と
す
る
。
た
だ
し
、
交

国

本
基
準
実
施
前
に
既
に
設
置
さ
れ
た
柱
類
で
あ
っ
て
、
看
板
の
添

通
の
円
滑
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
路
端
寄
り
又
は
歩

加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

道
内
の
車
道
寄
り
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六

構
造
色
彩
等

の

路
上
広
告
物
等
は
、
相
当
強
度
の
風
雨
、
地
震
等
に
耐
え
る
堅
固

な
も
の
で
、
倒
壊
、
落
下
、
は
く
離
、
老
朽
、
汚
損
等
に
よ
り
美
観

を
損
い
、
又
は
公
衆
に
危
険
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②

路
上
広
告
物
等
の
構
造
、
色
彩
等
は
、
信
号
機
又
は
道
路
標
識
に

類
似
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
効
用
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
路
上
広
告
物
等
の
地
色
は
、
原
則
と
し
て
白
色
又
は
淡
色
に
限

る
も
の
と
す
る
。

③

路
上
広
告
物
等
は
、
電
光
式
、
照
明
式
又
は
反
射
材
料
式
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
家
用
看
板
等
及
び
照
明
式
バ
ス
停
留

所
標
識
に
添
加
す
る
看
板
に
つ
い
て
は
、
電
光
式
又
は
照
明
式
に
限

り
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈱

路
上
広
告
物
等
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
表
示
内
容
は
、
美
観
風
致
を
十

分
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七

既
設
の
路
上
広
告
物
等
の
取
扱
等

○

占
用
許
可
物
件
で
あ
っ
て
こ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
は
、
占

用
許
可
更
新
の
際
に
、
こ
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
強
力
に
指
導
す

る
と
と
も
に
、
耐
用
年
数
の
経
過
に
よ
り
改
造
又
は
修
繕
す
る
際
に

は
、
除
却
、
移
転
、
改
造
等
の
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
計
画
的
に
順
次
整
理
し
、

三
年
後
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

②

不
法
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
は
占

用
許
可
申
請
を
行
な
わ
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の
基
準
に
適
合
し
な
い

も
の
は
適
合
す
る
よ
う
移
転
、
改
造
等
を
行
な
わ
せ
た
上
で
占
用
許

可
申
請
を
行
な
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
占
用
許
可
申

請
の
行
な
わ
れ
な
い
も
の
は
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
除
却
さ
せ
る
。

③

本
基
準
実
施
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
柱
類
に
添
加
さ
れ
る
添
加

看
板
に
つ
い
て
は
、
占
用
許
可
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
。
(消
火
栓

標
識
、
バ
ス
停
留
所
標
識
、
防
犯
灯
等
公
共
的
目
的
を
も
つ
物
件
で
、

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
広
告
つ
き
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ

の
限
り
で
な
い
。)

加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
添
加
看
板
の
占
用
は
慎
重
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第
八

そ
の
他

路
上
広
告
物
の
占
用
許
可
を
与
え
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
基
準
に
よ

る
ほ
か
、
道
路
交
通
法
、
屋
外
広
告
物
法
及
び
屋
外
広
告
物
条
例
の
許

可
基
準
を
あ
わ
せ
て
勘
案
し
、
か
つ
屋
外
広
告
物
関
係
機
関
と
緊
密
な

連
絡
を
と
っ
て
公
正
な
処
理
を
行
な
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

,
◇
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一
は
じ
め
に

大
分
県
は
、
九
州
の
北
東
部
に
位
置
し
、
北
は
福

岡
県
、
西
は
熊
本
県
、
南
は
宮
崎
県
に
接
し
、
東
は

瀬
戸
内
海
に
面
し
て
い
ま
す
。

総
面
積
は
六
、
三
三
七
輌

(国
土
面
積
の
約
一
･

七
%
)
で
、
東
西
一
一
九
蝿
、
南
北
一
〇
六
如
に
及

ん
で
い
ま
す
。
地
質
的
に
は
臼
杵
市
と
熊
本
県
八
代

市
と
を
結
ぶ
地
質
構
造
線
に
よ
っ
て
南
北
に
分
け
ら

れ
、
北
部
は
火
山
岩
が
多
く
、
南
部
は
古
生
層
、
中

生
層
が
広
く
分
布
し
石
灰
岩
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
複
雑
な
地
層
が
、
多
様
な
地
形
と
豊
か
な
自

然
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
｢九
州
の
屋
根
｣と
呼
ば

れ
る
く
じ
ゅ
う
山
群
を
は
じ
め
、
由
布
･
鶴
見
、
祖

母
･
傾
の
山
々
が
連
な
り
、
県
土
の
約
七
割
が
林
野

で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
山
系
か
ら
流
れ
出
る
水
流
は
山
国
川
、

筑
後
川
、
大
野
川
、
大
分
川
、
番
匠
川
を
は
じ
め
多

く
の
河
川
と
な
っ
て
豊
富
な
水
資
源
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
く
じ
ゅ
う
山
群
の
麓
に
は
約
四
、

0
0
o
m
に
も
及
ぶ
久
住
高
原
や
飯
田
高
原
が
雄
大

な
景
観
を
呈
し
て
広
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
県

内
の
南
北
に
か
け
て
霧
島
火
山
帯
、
西
北
に
か
け
て

白
山
火
山
帯
が
走
っ
て
い
る
た
め
、
県
内
い
た
る
と

こ
ろ
に
温
泉
が
湧
出
し
て
い
ま
す
。

海
岸
線
は
、
総
延
長
七
五
八
蝿
で
北
部
は
遠
浅
海

岸
、
中
央
部
は
波
穏
や
か
な
別
府
湾
、
南
部
は
リ
ア

ス
式
海
岸
と
変
化
に
富
み
、
豊
富
な
水
産
資
源
に
も

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

二

大
分
県
の
道
路
の
現
況

本
県
の
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
長
崎
市
か
ら
大
分

市
に
至
る
九
州
横
断
自
動
車
道
長
崎
大
分
線
が
内
陸

部
を
東
西
に
走
り
、
北
九
州
市
か
ら
鹿
児
島
市
に
至

る
東
九
州
自
動
車
道
が
海
岸
部
を
南
北
に
走
る
形
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
九
州
横
断
自
動
車
道

は
平
成
八
年
三

月
に
全
線
供
用
さ
れ
、
東
九
州
自

動
車
道
も
大
分
-
津
久
見
間
が
事
業
中
、
津
久
見

-
佐
伯
間
が
平
成
九
年
に
、
佐
伯
ー
蒲
江
間
が
平
成

一
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
施
行
命
令
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
国
道
で
は
、
南
北
に
国
道
一
〇
号
が
、
東
西

に
国
道
五
七
号
、
二
一
〇
号
が
、
臨
海
部
を
国
道
一

九
七
号
、
一
二
三
号
、
一
二
七
号
、
三
八
八
号
が
、

中
部
山
間
部
を
国
道
二
一
一
号
、
一
二
二
号
、
三
二

六
号
、
三
八
六
号
、
三
八
七
号
、
四
四
二
号
、
四
九

六
号
、
五
〇
〇
号
、
五
〇
二
号
が
走
っ
て
い
ま
す
。

平
成
一
〇
年
四
月
一
日
現
在
、
一
般
国
道
が
一
六

路
線
一
、
0

一
0
･
六
蹴
、
主
要
地
方
道
が
四
五
路

線
九
九
六
･
二
蝿
、
一
般
県
道
が
一
九
一
路
線
一
、

五
三
三
･
九
蝿
、
市
町
村
道
が
二
二
、
五
〇
九
路
線

一
三
、
二
八
六

･
六
蝿
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う

ち
県
が
管
理
す
る
道
路
は
、
二
五
〇
路
線
、
三
、
二
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三
三
･
七
如
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
二
の
土
木
事
務
所

が
管
理
し
て
い
ま
す
。

(平成10年 4月 1日現在)道路現況総括表

道路種別
(路線数) 実 延 長

改良 ･ 未改良内訳 路 面 別 内 訳

改良済延長 改 良 率 未改良延長 左のうち交
通不能延長 花沙 利 道 舗 装 道 舗 装 率

一般国道
16

嬬 鰄 靴 憊 蜷 鰔 “指 定 区 間
3 皺 皺 ◎ 飜 ◎指定区間外
14 憊 鰓 知 鰤 腿 燃 郷県 道

236

猟 勲 芻 @ 鰕 れ を 螂主要地方道
45 戦 搬 鵺 為 鱒 “ 鰍一般県道
191

競 蹴 飢 獨 政 郷 麻 “合 計
252

鰡 獲 鵺 鵺 政 鰓 繊 鮴
助
姫

98
瀞

道
上
22

中市

搬鰡鰻
⑳滿 @剱⑳鰡搬緘 溜

三

道
路
整
備
の
方
針

本
県
で
は
、
二
一
世
紀
に
向
け
、
こ
れ
か
ら
の
地

域
づ
く
り
の
あ
り
方
と
し
て
｢人
と
自
然
と
の
共
生
｣

｢都
市
と
農
村
と
の
共
生
｣
｢ア
ジ
ア
と
の
共
生
｣を

テ
ー
マ
に
、
人
と
自
然
と
文
化
と
産
業
そ
し
て
国
際

社
会
が
豊
か
に
調
和
す
る
自
立
し
た
魅
力
あ
る
地
域

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
地

域
づ
く
り
を
進
め
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
質
の

高
い
道
路
整
備
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
高
規
格
幹
線

道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
進
め
、
循
環
型

の
高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
補
完
す
る
国
･
県
･
市
町
村
道
の
整
備
を
行

い
ま
す
。

ま
た

一
方
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

お
い
て
安
ら
ぎ
や
潤
い
の
あ
る
生
活
を
支
え
る
バ
リ

ア
フ
リ
ー
な
道
づ
く
り
、
あ
る
い
は
地
球
規
模
で
の

環
境
問
題
に
対
応
し
た
良
好
な
道
路
交
通
を
実
現
す

る
た
め
の
道
づ
く
り
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
道
路
整
備
に
お

い
て
は
、
四
つ
の
課
題
と
八
つ
の
方
針
(次
ペ
ー
ジ
)

を
柱
と
し
て
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

四

維
持
管
理
に
つ
い
て

現
在
、
本
県
の
道
路
維
持
管
理
業
務
の
う
ち
、
重

点
施
策
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
事
項
と
し
て
道
路

管
理
瑕
疵
事
故
の
防
止
と
、
交
通
事
故
対
策
が
あ
り

ま
す
。
特
に
交
通
死
亡
事
故
の
多
発
に
は
早
急
な
対

策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
以
下
に
そ
の
原
因
と
対

策
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

ー

道
路
管
理
瑕
疵
事
故

本
県
に
お
け
る
過
去
五
年
間
の
道
路
管
理
瑕
疵
事

故
の
状
況
は
表
-
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
が
、
先
に

本
県
の
概
要
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
県
土
の
約
七
割

が
山
林
で
あ
る
地
形
状
況
で
山
岳
道
路
を
多
く
抱
え

て
い
る
こ
と
か
ら
落
石
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
昭
和
四
〇
年
後
半
か
ら
五
〇
年
前
半
に

施
工
さ
れ
た
簡
易
舗
装
が
高
級
舗
装
化
さ
れ
ず
に
そ

の
ま
ま
残
っ
て
い
る
区
間
の
老
朽
化
や
、大
型
車
輌
の

急
激
な
増
加
に
よ
る
劣
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
穴

ぼ
こ
や
路
面
段
差
が
原
因
の
事
故
が
多
い
の
が
特
徴

で
す
。

こ
の
件
数
が
他
県
に
比
し
て
多
い
の
か
ど
う
か
は

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、

ド
ラ
イ
バ
ー
に
与
え
る
苦
痛
や
迷
惑
を
考
え
る
と
き
、

そ
の
件
数
を
少
し
で
も
減
ら
す
の
が
そ
の
責
務
と
考

え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

対

策

①
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化

道
路
管
理
瑕
疵
事
故
の
防
止
対
策
と
し
て
は
、
道



道路整備における 4 つの課題と 8 つの方針

これから取り組む 4 つの課題 V ision (方針)

@地域にゆとりや豊かさを育むために

◎安心してできる地域であるためとこ

の自然と共生のために

①快適ご移動できる道づくり

②うるおt･と愛着を感じる道づくり

③新しし交流を育む道づくり

④国際化に馴染む道づくり

⑤生活の安全を支える道づくり

⑧思いやりのある道づくり

⑦自然と共生した道づくり

e県内80分 ･30分構想の実現に向けた道路整備
e主要プロジェクトを支援する道路整備
e都市部鱗渋滞対策

e遠回りしてでも巡りたくなるような Q愛情のわ
く空間"整備

eゆっくり走りたくなるような"一路一景"づくり
" ｢文化財を活かしたモデル地域づくり｣を支援
する道路整備

@広域的な地域連携軸の形成を支援する循環型の
高規格ネットワーク整備

o連携交流を支えるトンネル ･橋梁整備

e国際交流インフラを支援する道づくり
のアジアと一体となった県土づくりを支援する道
路整備

e交通事故災害を減少させるための道路整備
e自然災害に対する防災対策や災害時にも有効に
機能する道路の整備

の歩きやすい道路の整備
e道路利用者の休憩施設整備

e沿道環境を大切にする道路整備

◎自立ある地域づくりを目指して ⑧みんなで考ぇる豊のみち 6 惨加者と責任｣の道路整備

表 1

穴ボコ 路面段差蓋不全 スリップ 道路崩壊 落石崩土 路上障害物工事不全安全設備不備落下物直撃 その他 合 計

6年度 3 0 5 2 0 7 3 0 3 2 3 28

7年度 5 0 5 0 0 18 7 0 0 2 5 42

8年度 3 2 12 1 1 6 5 1 3 4 13 51

9年度 32 6 7 l 5 18 5 1 1 7 8 91

10年度 11 1 11 4 0 24 3 0 1 4 lo 69

合計 54 9 40 8 6 73 23 2 8 19 39 281



路
の
異
常
を
早
期
に
発
見
し
、
そ
れ
を
的
確
･
迅
速

に
措
置
す
る
予
防
的
対
応
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い

ま
さ
ら
申
し
述
べ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

本
県
で
は
現
在
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
と
維
持
補
修

業
務
を
直
営
の
現
業
職
員
が
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

必
ず
し
も
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
道
路
維
持
管
理
に

適
切
に
対
応
で
き
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
維
持
補
修
業
務
は
、
動
員
力
と
機
械
力
に
勝
る

業
者
委
託
と
し
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
は
パ
ト
ロ
ー
ル

基
準
を
見
直
し
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
人
員
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
体

制
を
現
業
組
合
に
提
示
し
、
新
体
制
へ
の
移
行
を
実

現
す
る
た
め
に
交
渉
中
で
あ
り
ま
す
。

②
道
路
防
災
総
点
検
の
活
用

平
成
八
年
度
に
実
施
し
た
道
路
防
災
総
点
検
の
結

果
を
詳
細
に
検
討
し
、
防
災
事
業
の
適
切
な
執
行
を

行
い
、
ま
た
、
防
災
カ
ル
テ
に
基
づ
く
定
期
点
検
を

実
施
す
る
な
ど
、
こ
の
点
検
結
果
の
有
効
利
用
を
促

進
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

③
道
路
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
促
進

本
県
は
急
峻
な
山
岳
地
帯
を
走
る
道
路
が
多
い
こ

と
か
ら
、
異
常
気
象
時
に
通
行
規
制
を
行
う
必
要
の

あ
る
路
線
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
情
報
を
把

握
す
る
た
め
に
は
道
路
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
が
、
本
県
は
そ
の
整
備
が
不
十
分
で
あ

り
ま
す
の
で
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
も
力
を
注

ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2

交
通
事
故
対
策
に
つ
い
て

交
通
事
故
は
全
国
的
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
本
県

に
お
い
て
も
平
成
九
年
に
交
通
事
故
死
者
が
三
五

人
と
、
こ
れ
ま
で
の
ワ
ー
ス
ト
2
を
記
録
し
ま
し
た
。

こ
の
事
態
を
道
路
管
理
者
と
し
て
も
重
く
と
ら
え
、

そ
の
対
策
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

事
故
対
策
は
道
路
管
理
者
の
み
で
は
解
決
し
な
い

問
題
も
多
く
、
警
察
本
部
や
一
般
住
民
の
協
力
が
欠

か
せ
な
い
の
は
ご
案
内
の
と
お
り
で
す
。

本
県
で
は
警
察
本
部
と
協
議
を
行
う
な
か
で
、
死

亡
事
故
多
発
地
点
の
洗
い
出
し
や
、
そ
の
原
因
を
分

析
し
、
事
故
防
止
に
有
効
な
手
段
を
模
索
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
死
亡
事
故
を
原
因
別
に
分

類
す
る
と
、
横
断
中
の
歩
行
者

(特
に
老
人
や
児
童

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
交
通
弱
者
)
対
車
輛
と
、
車
輛
同

士
の
正
面
衝
突
事
故
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
(表

2
)
00

対

策

歩
行
者
対
策
と
し
て
は
歩
道
の
整
備
や
乱
横
断
の

防
止
施
設
が
有
効
な
対
策
で
あ
り
ま
す
が
、
歩
道
の

整
備
に
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、

長
期
計
画
に
基
づ
い
た
整
備
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
早
急
な
対
策
と
し
て
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
交
通
事
故
多
発
地
点
対
策
事
業
と
し
て
一
年

表 2 平成 9年類型別死亡事故発生状況 (大分県警察本部交通統計より)

歩行者対車輛 自転車対車輛 車輛対車輌 車輛の目損 醐 合 計
① ② ③ ④ ⑥ ⑥ ③ ④ ⑤ ⑥ ③ ⑦ ⑧ ③ 廳白]

死者数 イ性 " は nU QJ ハリ にJ 芻 リム ワr QJ RU 視 リム nY 125

構成比 鉈 節 鯛 nU 芻 盪 却 捌 郎 稀 榴 錐 廓 粥 nU 100

注) 上表中○付数字は下記を表す

③= その他 :④= 正面衝突そ

脱
--
逸

　
　

中
側

断
転

横

=

他
⑦

の

･･

る
、　

　
･･
出--

　
　

癪
中

　
　

断

･

横
右

--
--

①
⑤ ⑧=工作物衝突



間
三
億
円
を
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
=

年
度
の

三
箇
年
間
特
別
に
予
算
措
置
し
、
乱
横
断
防
止
施
設

や
右
折
を
防
止
す
る
た
め
に
中
央
分
離
帯
の
閉
塞
と
、

正
面
衝
突
防
止
の
た
め
に
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
や
セ
ン
タ

ー
鋲

(自
発
光
鋲
)
の
設
置
を
行
い
ま
す
。

中
央
分
離
帯
の
閉
塞
に
は
地
元
の
理
解
が
必
要
で

す
が
、
こ
の
説
明
や
説
得
に
は
警
察
署
が
前
面
に
出

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

ド
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
な

ど
が
沿
線
に
隣
接
す
る
地
域
で
は
、
右
折
を
禁
止
す

る
こ
と
が
直
接
営
業
に
響
く
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
な

か
な
か
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
一
部
で
は
閉
塞
を
断
念

し
た
箇
所
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
車
道
を
分
離
す
る
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
の
設
置

は
、
県
下
一
二
土
木
事
務
所
に
お
い
て
各
管
内
の
警

察
署
と
協
議
し
な
が
ら
、
死
亡
事
故
発
生
地
点
を
中

心
に
一
万
本
近
く
設
置
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
一
○
年
度
の
ポ
ス
ト
コ
ー
ン
の
設
置
状
況
と

完
成
後
の
事
故
件
数
を
表
3
に
示
し
て
い
ま
す
。

②

実
施
結
果

こ
の
事
業
を
平
成
九
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す

が
、
表
3
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
対
策
を
実
施
し
た

箇
所
の
事
故
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
平
成
一
○
年
度
の
交
通
事
故
死
亡
者

が
平
成
九
年
度
の
一
二
五
人
に
比
し
て
八
四
人
と
大

幅
に
減
少
し
、
県
民
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
交
通
事

表 3 平成10年度交通事故対策事業内容及び効果測定一覧表 (平成10年10月現在)

事務所謂 路 線 名 箇 所
事故発生状況

翻 対策内容 事業費
(単位千円)

完成月日
完成後事故件数

徽死亡饑 儼死亡饑田高 1上 R 2l3 真玉町 ~ 香々地町 ろくU nV つくJ 3
,
797 P C 280本 lo

'
000 8

.
20 1上 nU 14

り& 中津高田線 豊後高田市水先 ワ･‘ TL ワ! 搬 P C 45本 1
,
500 8

.
15 11 nV 1上

うり 豊後高田安岐線豊後高田市 蛎 nU “ 4
,
070 P C 240本 8

,
500 8

.
15 ハU nV nY

隊 “性 R 213 安岐町塩屋 46 リノ“ わ 6
,
002 P C 60本 2

,
000 10

,
8 11 nV 1上

崎 に･U R 500 別府市汐見 51 り“ 卸 13
,
929 P C 1700本 60

,
000 未完成

AU R 213 杵築市 “ り乙 70 6
,
002 P C 60本 2

,
000 11

,
26 nV Û nU

ワ‘ 日出山香線 日出町 ~ 山香町 QJ nU QU 3
,
757 P C 480本 17

'
000 11

.
27 nV nU nV

枌 QU R 197 大分市舞鶴~中央 蘂 11 123 36
,
957 P C270本中央分離 45

,
000 10

.
12 にU nU に･U

QJ R 210 大分市大道町 54 14 72 42
,
161 P C 110本 4

,
00O 未完成

許 m R 217 臼杵市上臼杵 37 nV “ 6
,
176 P C 480本 17

'
000 10

.
9 月仕 nU イ生

11 R 217 佐賀関町白木 37 nV 第 7
,
648 P C 60本 2

,
000 10

,
9 nU nU Û

齢 乾 小野市重岡線 宇目町小野市 ~ 重岡 にU 1上 RU 卿 寮瓦 御 伽 nU nU AV
鰓 佐伯津久見線 津久見市 “★ ハU “" 郷 鮴瓦 幼 伽 nV ハU nU

三重 M R 326 三重町秋葉 器 1上 卸 第 鉢印瓦 卿 則 nY nU nV

欄 15 R 442 竹田市城原 リム nU り“ 捌 体20瓦 伽 勤 ハV nU nu
16 R 442 久住町赤川 9“ nU nノ“ 917 鉢“瓦 繃 劔 Û nV nU
" 庄内久住線 久住町植木 1ユ nU 1･上 緘 体瓦 減 ㈱ 八U nV ハU
18 竹田五ヶ瀬線 竹田市内田 連4 nV イ生 鯲 赫亢 獄 吻 nU AV nY
19 朝地直入線 直入町神堤 14 nU 1ユ 靭 鉢瓦 彌 @ nU AV nV

玖珠 20 別府一の宮線 九重町寺床 RU 14 13 郷 体元 蹴 螂 14 nU n乙
田R

] れ R 212 日田市日の出 ~ 高瀬 範 nU 幼 窮 蘇允 ⑳ 蛾 り“ nU QU
津中

,
22 R 212 本耶馬渓町青 26 QJ “ 鵺 鉢丈 " 動 AV nV nV

維 第 和気佐野線 宇佐市和気 ~ 佐野 22 Û 鵠 無測観 鮴瓦 ◆ 血 nくり nU QJ
計

… ,◎
･

離 "騙 ･注) 発生状況は調査中のため合計欄は記入していません。



故
死
亡
者
の

｢二
桁
抑
止
｣
の
目
標
を
大
幅
に
上
回

る
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
を
、
我
々
が
実

施
し
た
交
通
事
故
対
策
の
成
果
に
結
び
つ
け
る
の
は

早
計
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
結
果
を
励
み
に
し
て

今
後
も
交
通
事
故
防
止
に
道
路
管
理
者
と
し
て
で
き

る
限
り
の
施
策
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。五

お
わ
り
に

以
上
、
大
分
県
に
お
け
る
道
路
維
持
管
理
の
一
端

を
紹
介
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
紹
介
の
中
に
も

あ
り
ま
す
よ
う
に
道
路
管
理
瑕
疵
事
故
の
防
止
と
交

通
事
故
防
止
に
は
、
ま
だ
課
題
が
山
積
み
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
大
分
県
だ
け
で
解
決
で
き
る
問
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

建
設
省
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
の
指
導
と
協

力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　　　　
　

　
　　 　　　　　　　 　 　

　　
　　　

、ノ
^ て、るハ



0 月
･
日

世

界

の

動

き

○
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
各
外
相
は
、
北
大
西

洋
条
約
機
構

(N
A
T
O
)
へ
の
加
盟
文
書
を
米
政
府
に
寄
託
し
、

正
式
に
加
盟
し
た
。
加
盟
国
は
こ
れ
で

一
九
カ
国
と
な
っ
た
。

○
米
国
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
は
核
施
設
疑

惑
の
北
朝
鮮
･
金
昌
里
の
地
下
施
設
に
対
し
、
米
国
に
よ
る
複
数

回
の
立
ち
入
り
調
査
を
認
め
る
こ
と
で
合
意
。

○
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
で
、
ダ
ウ
工
業
株
平
均
が
一
0
、

0
0
0
ド
ル
の
大
台
を
史
上
初
め
て
突
破
し
た
。

○
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会

(I
O
C
)
の
臨
時
総
会
が
ス
イ

ス
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
開
か
れ
、
フ
ァ
ン
･
ア
ン
ト
ニ
オ
･
サ
マ
ラ

ン
チ
会
長
を
信
任
す
る
と
と
も
に
、
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ
テ
ィ
ー
冬

季
五
輪
の
招
致
疑
惑
に
絡
む
不
正
行
為
で
追
放
勧
告
を
受
け
た
六

人
の
I
O
C
委
員
の
追
放
を
決
定
し
た
。

○
韓
国
を
訪
れ
て
い
る
小
渕
首
相
と
金
大
中
大
統
領
が
会
談
後
、

共
同
記
者
会
見
し
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
の

中
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
開
発
と
発
射
は
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和

と
安
定
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
と
の
認
識
で
一
致
し
た
こ
と
を

事

項

3 2

蹴
月
･
日

国
内
の

動

き

○
小
渕
首
相
の
諮
問
機
関
、
経
営
戦
略
会
議

(議
長
、
樋
ロ
広
大

邸
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
名
誉
会
長
)
が

｢
日
本
経
済
再
生
へ
の
戦
略
｣

と
題
す
る
最
終
答
申
を
首
相
に
提
出
。
｢小
さ
な
政
府
｣、
｢活
力
あ

る
産
業
の
再
生
｣、
｢効
率
的
金
融
シ
ス
テ
ム
｣
な
ど
を
提
言
。

○
高
知
赤
十
字
病
院
に
入
院
中
の
患
者

(四
〇
歳
代
)
が
法
的
に

脳
死
と
判
定
さ
れ
、
臓
器
移
植
法
施
行
後
、
初
の
移
植
手
術
が
実

施
さ
れ
た
。

○
総
務
庁
の
労
働
力
調
査
で
一
月
の
完
全
失
業
率
が
四
･四
%
(季

節
調
整
値
)
と
な
り
、
昨
年
三

月
、
三
一月
と
並
ぶ
最
悪
水
準

を
記
録
。

○
北
海
道
警
察
本
部
が
経
営
破
た
ん
し
た
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
元

頭
取
、
山
内
宏

(七

=
ら
旧
経
営
陣
と
融
資
先
の
元
会
社
社
長

ら
を
特
別
背
任
容
疑
で
逮
捕
。

○
憲
法
批
判
発
言
な
ど
で
野
党
か
ら
辞
任
を
求
め
ら
れ
て
い
た
中

村
正
三
郎
法
相
が
辞
任
。
後
任
は
陣
内
孝
雄
参
議
院
議
員
。

○
経
済
企
画
庁
の
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、昨
年
一
0
-
一

二
月
期
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
、
季
節
調
整
値
)
は
、
実
質
で

七
ー
九
月
期
に
比
べ
マ
イ
ナ
ス
○
･
八
%
、
年
率
換
算
で
三
･
二

%
減
。
マ
イ
ナ
ス
成
長
は
五
･
四
半
期
連
続
で
過
去
最
長
。

○
参
院
本
会
議
で
一
九
九
九
年
度
予
算
案
が
可
決
、
成
立
。
一
般

会
計
総
額
は
八
一
兆
八
、
六
〇
〇
億
円
で
前
年
度
当
初
比
五
･
四

%
増
。

○
文
化
財
保
護
審
議
会

(西
川
杏
太
郎
会
長
)
が
、
日
本
橋

(東

京
都
中
央
区
)
な
ど
建
造
物
=
件
の
重
要
文
化
財
の
指
定
を
答

申
。

事

項

。爲
月
･
日

道

路

行

政

の

動

き

○
首
都
高
は
一
二
ロ
ま
で
E
T
C
の
運
用
試
験
を
、
建
設
中
の
首

都
高
速
湾
岸
線

(五
期
)
鳥
浜
町
集
約
料
金
所
で
実
施
。

○
束
名
開
通
三
〇
周
年
を
記
念
し
、
二
一
世
紀
の
高
速
道
路
の
在

り
方
を
探
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

｢東
名
そ
の
役
割
と
未
来
｣
が
開
催
さ

れ
る
。

○
東
北
自
動
車
道

鹿
沼
I
C
-
宇
都
宮
I
C
間
六
車
線
に
拡
幅
。

○
九
州
自
動
車
道

益
城
熊
本
空
港
I
C
開
通
。

○
常
磐
自
動
車
道

い
わ
き
中
央
I
C
-
い
わ
き
四
倉
間
一
二
･

八
蝋
開
通
。

事

項



　
　
　
　

易
の
思
想
が
漢
字
文
化
圏
に
与
え
た
影
響
は
大
き

い
。
近
代
に
な
っ
て
易
は
欧
米
の
科
学
文
化
に
押
さ

れ
生
活
の
表
面
か
ら
沈
ん
だ
も
の
＼

折
に
ふ
れ
て

浮
か
び
上
が
り
憂
患
に
当
面
す
る
人
々
の
心
を
揺
さ

ぶ
る
の
で
あ
る
。
が
、
易
は
宗
教
で
は
な
い
か
ら
像

を
持
た
な
い
。
強
い
て
易
に
像
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

増
と

蛔
の
マ
ー
ク
で
あ
る
。

宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
寺
院
の
入
ロ
に
あ
る

門
。
例
え
ば
東
京
の
名
所
、
浅
草
寺
の
雷
門
。
こ
の

門
の
両
脇
に
雷
神
と
風
神
が
能
ら
れ
て
い
る
。
雷
神

ざ

は
鬼
の
姿
を
し
て
太
鼓
の
輪
形
を
連
ね
て
負
い
、
手

~

ばち

“
に
桴
を
持
つ
。
風
神
は
裸
形
で
風
袋
を
か
つ
ぎ
、
天

…
空
を
馳
せ
る
姿
を
し
て
い
る
。
こ
の
両
神
は
金
熊
山

~
浅
草
寺
の
堂
塔
を
迅
雷
烈
風
の
災
い
か
ら
ま
も
る
役

目
を
し
て
い
る
。
雷
神
と
風
神
を

一
対
の
も
の
と
し

て
訛
る
の
は
、
中
国
伝
来
の
考
え
だ
ろ
う
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
＼
に
も
陰
陽
二
元
の
思
想
が
潜
ん

~
で
い
る
。

　

　易
は
人
の
生
存
に
か

＼
わ
る
自
然
現
象
を
八
つ
選

かたち

陰

陽

び
、
そ
の
象
を
m
と
晒
の
マ
ー
ク
三
本
一
組
で
表

天

涯

･火[

一雷一

風

･水

山

地

す
。
霊

･
開

･
■M㈱
･
田

･
薹

･
霊

･
酬mM
･
田

こ
れ

かたち

き
ん

を
八
卦
と
い
う
。
こ
の
象
を
表
す
た
め
の
道
具
を
算

“ぎ｣

く
け
い

木
と
い
う
。
算
木
は
横
長
五
-
一
○
糎
ほ
ど
の
矩
形

陰

を
し
た
木
片
で
、
四
面
あ
る
う
ち
の
二
面
に
"
他
の

　　

二
面
に
囲
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
一
本
ノ
＼

　　　

を
麦
と
い
う
。
囲
陰
麦
を
裏
返
す
と
囮
陽
炎
に
な
り
、

陽
炎
は
陰
炎
に
な
る
。
こ
の
算
木
の
操
作
は
易
に
お

け
る
た
っ
た

一
つ
の
仕
掛
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
。

八
卦
で
は
雷
は
Mm-、
風
は
曾画眼で
表
す
。
こ
の
三
本
一

　

　

　

　

組
を
裏
返
す
と
霊
は
蝿
と
な
り
、
霊
は
田
と
な
っ
て

かたち

そ
れ
ハ
＼
相
手
の
象
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
る
と

雷
と
風
は
根
本
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
雷
と
風
は
同
じ
八
卦
で

も
山
や
澤
と
違

っ
て
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
空
気
層

の
中
で
の
出
来
事
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
に
も
か
＼
わ
ら

ず
雷
と
風
は
時
に
強
い
存
在
感
を
表
す
。
そ
れ
だ
け

に
突
然
襲
っ
て
来
る
姿
や
形
の
な
い
災
禍
を
払
う
神

と
し
て
、
人
々
の
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

雷
門
の
中
に
雷
神
風
神
が
左
右
一
対
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
以
上
、
陰
陽
二
元
の
易
思
想
か
ら
い
っ

て
ど
ち
ら
を
陽
、
ど
ち
ら
を
陰
に
決
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

八
卦
で
は
蛆
酬
の
数
の
少
な
い
炎
が
、
そ
の
卦
の
陰

陽
を
決
め
る
少
数
支
配
の
決
ま
り
が
あ
る
。
従
っ
て

古

風

mm岬は
回
の
マ
i
ク
が
一
本
だ
け
だ
か
ら
陽
性
、
霊
は

錨
が

一
本
だ
け
だ
か
ら
陰
性
に
な
る
。
つ
ま
り
雷
神

は
陽
、
風
神
は
陰
と
な
る
。
雷
門
に
鎮
座
し
て
い
る

両
神
の
像
を
良
く
み
れ
ば
何
処
か
に
陰
陽
を
表
す
遠

い
が
見
つ
か
る
筈
で
あ
る
。
だ
い
＼
ち
、
こ
の
門
を

風
門
と
言
わ
ず
に
、
雷
門
と
言
っ
て
い
る
こ
と
自
体

陽
性
優
先
の
考
え
が
出
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
成
の
卦
の
一
つ
に
雷
と
風
を
組
合
せ
た
囮
霊
恆
と

“風
雲問えき

い
う
卦
が
あ
る
。
こ
の
卦
を
裏
返
す
と
藁
囮
益
と
い

う
卦
に
な
る
。
益
と
は
利
益
の
益
だ
が
、
こ
の
字
の

まづ

趣
旨
は
富
め
る
者
が
そ
の
財
産
を
貧
し
い
者
に
施
す

えさは

うえがそんししたがえ逃す

こ
と
だ
と
易
は
い
う
尖
鳳、
損
し上
益
し下
)。
反
対
語

は
損
で
、
富
者
が
貧
者
を
搾
取
す
る
こ
と
だ
と
い
う

そんは

したがそんしうえがえさず

(損
、
損
し下
益
し上
)。

雷
神
、
風
神
に
つ
い
て
も
う
少
し
立
入
っ
た
話
を

一笛一

国

こう

し
て
み
た
い
。
八
卦
の
薑
と
晝
間の
組
合
せ
を
恆
と
い

う
。
恆
は
、
｢心
変
ら
ず
常
な
る
こ
と
｣で
あ
る
。
こ

の
恆
を
宗
教
的
に
考
え
れ
ば
信
心
と
い
う
言
葉
に
な

雷
凰
こう

風
雷一えき

ろ
う
。
そ
し
て
琶
晝
間恆
を
裏
返
す
と
霊
mm璽益
に
な
る

こ
と
は
、
恆
の
裏
に
は
益
が
潜
ん
で
い
る
と
見
る
の

で
あ
る
。
益
は
右
に
説
明
し
た
よ
う
に
損
し上
益
し下

だ
か
ら
、
恆
を
信
心
と
見
る
感
覚
か
ら
す
れ
ば
富
者

に
よ
る
喜
捨
の
心
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う

かみなりもん

に
思
ひ
を
め
ぐ
ら
せ
ば
、
雷
門
に
鎮
座
し
て
い
る
雷

神
は
恆
の
信
心
を
、
ま
た
風
神
は
益
の
喜
捨
と
い
う

信
者
の
大
切
な
心
構
え
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。

-
山
水
蒙
-
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